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臨時委員長 皆さん、おはようございます。 

   連日の御審議、御苦労さまです。 

   本会議において予算特別委員会が設置され、議長から指名がありましたので、委員長

互選に関する職務を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

   ただいまの出席委員は15人であります。定足数に達しておりますので、直ちに会議を

開きます。 

                              開会 午前 ９時００分 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

臨時委員長 委員長選任の件を議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   選挙の方法は、指名推選により行うことに御異議ありませんか。 

（異議なし） 

臨時委員長 御異議なしと認めます。 

   したがって、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。 

   お諮りいたします。 

   指名の方法は、臨時委員長において指名することに御異議ありませんか。 

（異議なし） 

臨時委員長 異議なしと認めます。 

   したがって、臨時委員長において指名することに決定いたしました。 

   それでは、指名をいたします。 

   予算特別委員会委員長に副議長の鈴木久夫君を指名いたします。 

   お諮りいたします。 

   ただいま指名いたしました鈴木久夫君に予算特別委員会委員長に選任することに御異

議ありませんか。 

（異議なし） 

臨時委員長 異議なしと認めます。 

   したがって、予算特別委員会委員長に鈴木久夫君を選任することに決定いたしました。 

   以上で、私の職務は終わりました。 

   御協力ありがとうございました。 

   それでは、鈴木久夫君、委員長席にお着きください。 

（委員長と交代） 

委員長 皆さん、おはようございます。 

   ただいま、私が委員長に指名されましたが、誠に不慣れで、何かと御迷惑をおかけす

ることが多々あろうかと思います。その点は御容赦をいただきまして、議事運営に御協

力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

   予算特別委員会の副委員長選任の件を議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   選挙の方法は、指名推選により行うことに御異議ありませんか。 

（異議なし） 
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委員長 異議なしと認めます。 

   したがいまして、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。 

   お諮りいたします。 

   指名の方法は、委員長において指名することに御異議ありませんか。 

（異議なし） 

委員長 異議なしと認めます。 

   したがって、委員長において指名することに決定いたしました。 

   それでは、指名いたします。 

   予算特別委員会副委員長に、総務教育常任委員会委員長の廣野房男君を指名いたしま

す。 

   お諮りいたします。 

   ただいま指名をいたしました廣野房男君を、予算特別委員会副委員長に選任すること

に御異議ありませんか。 

（異議なし） 

委員長 異議なしと認めます。 

   したがって、予算特別委員会副委員長に廣野房男君を選任することに決定いたしまし

た。 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

委員長 ただいまから、本委員会に付託された案件の審議を行います。 

   説明のため出席を求めた者は、理事者46人であります。 

   第22号議案から第28号議案までの７件を一括議題といたします。 

   本会議で説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

   本日は、総務教育委員会の所管に係る質疑のみを、２部制の入替え方式で行います。 

   最初に、企画部及び総務部所管の第22号議案の質疑を行います。終了後に、入替えを

行い、消防本部及び教育委員会所管の第22号議案の質疑を行います。その後に、第23号

議案の質疑を行いますので、よろしくお願いいたします。 

   なお、福祉産業建設委員会の所管に係る質疑は、明日行いますので、お間違えのない

ようにお願いをいたします。 

   初めに、第22号議案 令和６年度幸田町一般会計予算の企画部及び総務部の所管にお

ける歳入歳出についての質疑を許します。 

   ７番、田境君。 

７番田境 毅君 おはようございます。 

   それでは、幾つか、複数ありますので順番に切りながら、やっていきたいと思います。 

   私のほうからは、当初予算のほうになりますが、議案説明会資料の30事業のところか

ら順に確認をさせていただきたいと思います。 

   まず議案説明会資料の16ページ、事業概要当初予算議案説明会用の第７次総合計画策

定準備等業務についてであります。これにつきましては、一般財源987万円を計上し、

基礎調査、第６次総合計画の評価と総括、住民意識調査、基本構想案の作成が予定をさ

れております。そこで、この中にあります住民意識調査に関して、幾つか質問させてい
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ただきます。 

   まず、これは中身を見ますと、調査対象者が2,000人、これも例年2,000人だと思いま

すが、こちらが設定をされております。この2,000人の属性の考え方を教えてください。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 御質問ありがとうございます。まず、アンケートに関しての属性の考え方と

いうことですが、町民４万2,260人、その調査時の２月１日現在の人口から2,000人を無

作為抽出させていただいております。理論上でございますと、性別、年代別、職業別な

どの属性について、幸田町の全体像を把握できるものと考えております。また、次回調

査におきましても同様に実施させていただき、町民それぞれがどのような評価・考え方

を持ち施策を求めるかを定量的に把握していきたいと考えております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 幸田町の全体像を小さくした形で網羅するように、これは調査をされると

いうものであります。 

   次に、その全体像を考えたときに、現状はいろいろと課題が町内では起こっていると

思うんですが、この課題と把握されている問題点、こちらをこの設問の中に反映をどの

ようにされていくのか、反映の状況等を教えてください。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 住民調査を実施する際には、各所管課に設問項目について照会をかけており

ます。第７次総合計画からは成果目標を導入していきたいと考えておりますので、令和

４年度の意識調査の中においては、仮の指標を設定して設問を新たに加え、これらの設

問に関しましては継続的に回答していきたい、そして、計画の進捗状況を測る物差しと

して捉えていきたいというふうに考えております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 中身は分かりました。今は、皆さんが、ここにいるそれぞれの方が多分認

識をされている課題のお話をしたんですが、いわゆるマイノリティーに当たるような状

況で、あまり表面化していない課題もあると思うんです。ここのところは、やっぱり幸

田町はかなり規模が大きくなるような成長を遂げております。少し人数のほうは横ばい

ということがありますが、そういった面でいくと、こういった住民意識アンケートでの

調査というのはすごく重要なデータが取れると考えております。こういった表面化をま

だしてないような課題の掘り起こし、こちらの考え方について伺います。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 表面化していない課題の掘り起こしの点でございます。住民意識調査におき

ましては、２年ごとに実施しているため、経年変化を分析しながら、時代に合った施策

の検討をすることができるものでございます。住民意識調査から表面化していない問題

につきましては、各個別計画を策定する際に実施するアンケートや委員会など幅広く意

見を伺いながら、また策定時にはワークショップなどを開催していきたいなと思ってお

りますので、多くの意見を吸い上げていき、総合計画の基礎資料としてまとめていきた

いというふうに考えております。 

委員長 ７番、田境君。 
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７番田境 毅君 反映のほうをされるということになります。 

   もう１点が、ここに数値目標で上げられております、2,000人に対しての展開を行い

ながら、回収としては70％を狙うということであります。これも70％はまた例年これぐ

らいの数値を狙われていると思うんですが、この70％の根拠についていま一度教えてく

ださい。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 令和４年度に実施した際、64.9％という回収率を取りました。そして、その

前の令和２年度では70.4％の回収率がありました。令和２年度の際にどのようなことが

起因して高い回収率になったかといったところは不明なところはありますが、令和６年

度に実施する調査におきましても高い数値が得られるようにしていきたいなというふう

に考えております。そして、今回目標に定めた70％は、令和２年度の実績を踏まえた数

字で設定しております。また、回収率を上げるために、令和４年度からは調査票を郵送

し、回答に関しましては紙での郵送とウェブでの回答のいずれかを選択できるようにし

ております。来年度実施する調査におきましても同様の方法を取り、回収率を上げるよ

うに取り組んでいきたいと考えております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 紙の調査に加えてウェブも使いながら、複合的に回収率が上がるような努

力を今されております。こういったところは、非常にこれから回答される側からすると

非常にありがたい、やりやすくなる方法だと思いますので、ぜひウェブのほうをしっか

りとこれからやりやすいように構築をお願いしたいと思います。 

   もう１点が、この今70％の目標値が、過去に見たときに比較的高かったときを超えさ

せたいという思いも込めて、70％という狙いを立てたと思うんですが、残り30％の方が

当然出されないわけですが、この回収できなかった方も含めて考えると、この回答者の

属性が、そもそも2,000人に対する属性に対して返ってきたときにずれが生じる可能性

があるのではないかと、そういった影響が出るのではないかとちょっと気にしてるとこ

ろがあるんですが、こういった属性分布に対する影響について伺いたいと思います。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 属性の分布に関する影響ということですが、地域における人口割合と回答割

合は今現在ですと同じような割合で回答をさせております。ただ、年代別の人口割合で

比較しますと、70代、やはり高齢の方からの回答は高く、18歳から29歳は低い結果とな

っております。全体ですと、18から49歳までが人口割合に対して下回り、それから50歳

以上の方が回収率は上回っておるというような調査結果となっております。年代別にあ

りましては、人口割合と回収率の割合が大きくずれているわけではありませんので、と

はいえ、若い方の意見を吸い上げる仕組みは考えていかなければという認識を持ってお

ります。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 現状の実績からしたときに、やはり、18から29歳が比較的低いというデー

タが出ておるところを、やりやすいそこからの回答が得られるようなやり方をこれから

検討するということになります。そういったお話もありましたので、ここは多分デジタ
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ル化がやはり一番の近道、現状のやり方としては一番の近道ではなかろうかと私は考え

ておりますので、またぜひそういったところは積極的に動いていただきたいなと思いま

す。 

   次に、２つ目の質問になりますが、次のページ、17ページにありますＢＰＲに伴うロ

ーコード・ノーコードデジタル基盤整備事業になります。こちらのほうは、一般財源で

738万5,000円を計上されておりまして、内容としては、キントーン50ライセンスとＡＩ

議事録２ライセンスの取得をされていくということかと思います。そこで、質問になり

ますが、数値目標にこれが記載されておるんですが、２業務のアプリケーションにより

30％削減達成時、どれぐらいの削減効果額が出るのかということを伺いたいと思います。

よろしくお願いします。 

委員長 ＤＸ推進担当課長。 

ＤＸ推進担当課長 議員が言われるように、今回ＢＰＲに伴うローコード・ノーコードツー

ルということで、キントーンとＡＩ議事録のライセンスの導入を検討しております。そ

の中で今年度、令和５年度にＤＸ推進支援業務の中で実証のほうをやりました。その中

で、まずはＡＩ議事録につきましては、全文起こし、あと要点起こしということで削減

率、効果額が得られたということになります。また、全課を対象に会議、そういった議

事録の作成が幾つあるかということで確認した結果、全部で86会議ということで、今回

この２ライセンスを導入することによって、まず１年目については、全体の費用額から

導入のライセンスを引いた金額については、まだライセンスの費用が上回っているとい

うことで削減額はありませんが、効果額ですね、ただし、今30％の削減という中で将来

的には100％を目指すということで、５年後を算定した場合ですと、削減費用としては

1,000万近く、導入費用はライセンスの５年分ということで660万、差し引きすると約

392万円の議事録については効果額が認められるというものになっております。ですの

で、単年度で効果額を見るのではなく、５年後を見越して削減を目指すというものにな

っております。 

   また、キントーンにつきましては、今年度、児童クラブの入所の関係をキントーンで

実施をしております。それを踏まえて横展開をするということで、来年度、また児童ク

ラブもありますが、例えば、商工の関係の宿泊施設の予約申込み、そういったものをウ

ェブからできる、ウェブといっても、キントーンを使った形の申込み、そういったこと

で拡大をしていくというふうに考えております。また、職員ではなかなか難しい部分に

ついては、この基盤整備の中で業者の支援を受けながら、職員も勉強しつつ横展開、さ

らにいいものをつくっていくというふうに考えております。 

   以上です。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 細かな説明をありがとうございました。ざくっといろんなことが分かりま

した。今回、一般財源で738万5,000円ということですので、人口換算というか、職員さ

んの年間の給料からすると、やっぱり２人とかぐらいの人数ですごく大きな効果が出る

という内容だと思いますので、ぜひこちらのほうはうまく計画に沿って実行のほうをし

ていただきながら、よりよい結果が早い段階から出てくるように計画的に進めていただ
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きたいと思います。 

   次に、企業立地課についての設問にいきたいと思います。 

   ページ数でいくと18ページになります。長嶺東山地区工業団地開発事業であります。 

   こちらのほうは一般財源で2,890万円を計上して、今回は道路予備設計等業務が進め

られることになっております。この中で、この事業の全体計画の公表の時期を少し教え

ていただきたいと思います。お願いします。 

委員長 企業立地課長。 

企業立地課長 事業の全体計画の公表時期についてのお尋ねかと思います。こちらにつきま

しては、今現在、地元のほうで長嶺東山開発推進協議会というのが地元にありまして、

これは地権者の集まりの会でありますけれども、その役員会の場におきまして、11月と

２月のときに会合を開いた中で、企業庁による開発で進めていくということの合意が得

られました。役員会を受けまして、２月に地権者の会を全員をお集めしまして、遠くの

方を除きますが、町内の方にはなりますが、地権者説明会を開きまして、企業庁によっ

て開発を進めていくという方向性の合意を得たところであります。そうした中で、企業

庁による開発になりますと、それなりに手続を踏んでいかなければなりません。そうし

た中で、今お尋ねの事業の全体計画の公表時期につきましていいますと、まだまだ先に

なります。今順調にいってですけれども、令和８年度にうまくいけば開発公表というこ

とで、企業庁が開発公表いたしますので、そのタイミングで全体計画があらわになるか

なと思っております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 内容につきましては、令和８年が最短でうまくいけばということだと思い

ます。ちょっと今回この説明を聞きたかったのが、やはり、あそこは道路をこれでいろ

いろと設計をされていくということになりますと、企業に勤められている方が通勤路で

使われていたりだとか、町内の方も含めて道路に対するどういったことが行われるかと

いうのを知りたいというのが、なかなか声としては聞けるところが多くて、そういった

新しい情報を知りたがっているという状況があります。そういった面でいきますと、今、

全体像は令和８年なんですが、道路の整備計画図はどのような形になっていくのか、こ

ういったところはどのタイミングで公表されるのか、時期を教えてください。 

委員長 企業立地課長。 

企業立地課長 開発に伴いまして、県道美合幸田線ですね、あちらの道路改良が必要になる

ことが分かっております。令和６年度に出します、こちらは18ページに書いてあります

長嶺東山地区道路予備設計等業務であります。こちらがまさに県道美合幸田線の結構勾

配がありますので、勾配をならして、開発地区に入る道路の高さとかを合わせる必要が

ありますので、なだらかにして取付道路をつけていくということになりますので、そう

した県道美合幸田線の改良が必要になることが分かっておりますので、それを来年度の

予算で予備設計をしていくということになってます。そういう意味でいきますと、道路

の整備計画図の公表時期については、先ほど全体計画よりも少し早い段階、こちらは原

因者による幸田町の責務になってくると思いますので、県道美合幸田線の工事自体は企

業立地の予算でやるのか土木の予算でやるのか、後ほど相談の上で決めますが、そうい
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った意味でいくと、令和６年度にはその予備設計業務が終わりますので、その後には道

路の整備計画図の公表ができるのかなと思っております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 今のパターンでいきますと、令和６年度に予備設計が終わり、令和７年度

に粗方の形は見えてくるということが理解できました。ありがとうございました。 

   次に、財政課のところについて確認をさせていただきます。 

   次のページの19ページになります。庁舎外構整備事業になります。 

   今回こちらのほうは、地方債2,800万円と一般財源1,365万8,000円を計上して行われ

るということになります。内容につきましては、駐車場からの動線確保、それから休憩

所、待機場所の新設、それからイベントスペースを整備、こういったことをやることに

よりまして、にぎわいを創出し、さらなる観光客の増加を目指すこと、これが目標とし

て設定をされております。ここで質問なんですが、この中身を見ますと、アイボとのコ

ラボレーション、これで集客効果があったということを少し書かれておりますが、こち

らの集客した実績がどのようになってるか分かるデータがあれば、少し数字を教えてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 財政課長。 

財政課長 カフェの実績、集客のデータ実績ということでございます。令和３年の12月から、

従前の食堂を改修しまして、現在のカフェという形で営業しておるわけですけれども、

大変申し訳ございません、カフェの集客データは数値として確かなものは持っておりま

せん。ただ、従業員の方に口頭で感覚的な数字はお聞きしておりますので、その数字を

もって御説明させていただきたいと思います。 

   まず、いわゆる一般のお客さんです。職員を除いたアイボ目的とも思われない一般に

飲食に来られたお客さんの人数の感覚ですけれども、月当たり250人から大体多いとき

300人ぐらい。250から300人ぐらい。アイボの遊び場がありますが、アイボ目当てでい

らっしゃってるお客さんが、大体これも月当たり50人から100人ぐらい。合わせますと、

大体300人から多いときは400人ぐらいのお客さんがいらっしゃるのではないかというこ

とで、口頭でお聞きしております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 状況は、感覚的とは言われましたが、そういった状況でかなり増えてきて

いるということは言えるかなと思います。私も、こちらのほうにお客さんが来たような

ときには実際にアイボカフェに連れていって、あの牧場を見せてＰＲをするようには心

がけておるんですが、やはり行くと、過去にはもういなかった状態だったものが、最近

はやっぱりどなたかいらっしゃって、何となくそこでお茶をされてるという光景をよく

目にするようになりましたので、そういった結果がこの数字に表れているかなというふ

うに考えます。 

   次に、私が以前、視察に委員会のほうで行かせていただいた浜松城公園、これはスタ

ーバックスがカフェ誘致をされているところの視察をさせてもらったんですが、そちら

に行ったときに、伐採した木を再利用するなど環境に最大限配慮した設計とか、工事を

されておりました。今回は庁舎の１階のカフェの屋外、こちらのほうの整備が計画をさ
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れると思います。こちらには今は木が茂っております。今ある資源を有効活用した構想

になっているかどうか、こちらの確認をしたいと思います。 

委員長 財政課長。 

財政課長 今回の改修計画ですけれども、今おっしゃいましたように、カフェの南側のエリ

アを大幅に一体的に改修するものであります。具体的な内容につきましては、現在、御

影石で囲まれておる植栽スペース、そこには大きな樹木も植わっているわけですけれど

も、そういった樹木、植栽スペースは一旦全て撤去して、更地にした上でフラットな状

態でバリアフリーといいますか、高齢の方ですとか、障害者の方にも支障のないような

利用にしていきたいというふうに思っておりまして、その上で公園のようなイメージと

いいますかね、下はインターロッキング舗装をしまして、あとテーブル付きのベンチで

すとか、花壇ですとか、それからステージ、パーゴラ、そういったものを配置して、ま

た、キッチンカーとかを配置してイベントも行えるような、そうした明るい開放的なオ

ープンスペースを併せて整備する、そんなイメージを持っておりますけれども、委員が

おっしゃいましたような有効利用、再資源を活用した有効的な配慮がされているかとい

うと、そういったところの点についてはちょっと今具体的なものは反映されてないのか

なというふうに思っております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 今、これは構想をこれからしっかりと形にしていくという段階だと思いま

す。これから、また絵がいろいろと出されるのかなというふうには理解をしております

ので、また、ぜひそういったところではいろんな意見を聞きながら進めていくほうがい

いのかなというふうに感じます。 

   それから、次に、今回は地方債と一般財源を使って、大きな額の投資になるかと思い

ます。この投資の額に見合った成果を、やはり、こういった事業は刈り取っていかなけ

ればならないと思います。最終的にやってよかったと町民に思ってもらえるような事業

にすべきだと思いますので、こういった観点からしたときの事業効果の見込みについて

伺いたいと思います。お願いします。 

７番田境 毅君 財政課長。 

財政課長 本工事におきまして、どの程度の集客効果といいますか、投資効果が見込めるか。

数値上の効果というものを算定はしておらないというのが現状ではありますけれども、

今後もアイボに関連したイベントのみならず、例えば役場周辺で行われます彦左まつり

ですとか、中央公園で行われる運動会ですとか、駅伝ジョギング大会、そういった一定

の集客が見込めるときに機を合わせて、例えばマルシェやイベントなども併せて行うこ

とで相乗的な効果を高め合いながら、投資効果を上げていきたいという考えは持ってお

ります。なお、今のお話ではございませんけれども、そういった投資効果を見込みつつ、

改善を図っていく必要があるかと思いますので、今後は、また、カフェのほうとも連携

しながら、例えば売上がどれぐらい伸びてきたのか、お客さんがどれぐらい増えたのか、

そういった数字上のデータもある程度把握しながら、後に生かしていきたいような取組

をしていきたいというふうに考えます。 

   以上でございます。 
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委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 やっぱり、相乗効果をしっかり発揮させていくという意識を持たれてやら

れるということですので、ぜひ議会にも町民にも分かりやすいような効果の見せ方をし

ていただけると、より理解も深まると思いますので、ぜひそういった形でお願いしたい

と思います。 

   それから、次に、人事秘書課の関係を少し確認をさせていただきます。 

   次のページの20ページになります。シェアオフィスの利用事業になります。 

   こちらのほうは一般財源で100万円を計上し、内容を見ますと東京における活動が円

滑に進められるよう支援をするものになっています。この内容につきまして３点ほど確

認したいのですが、まず東京での利用を想定しているエリアで、今現状、50カ所ぐらい

あるシェアオフィス、これが利用状況としてはどうなっているのか。要は、すごく混ん

でいるのか、案外いつ行っても使えるのか、その状況がちょっと我々には分からないの

で、そのあたりの状況を教えていただきたいと思います。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 私どもが利用を考えているワークスタイリングという会社のシェアオフィス

でございますが、都内にたくさんのオフィスが用意されておりますけれども、何回か内

覧にも行かせていただいております。混み合っているという様子は見受けられずに、ス

ペースはかなり余裕があるような状況に見受けられました。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 現状でいきますと、いつそこに顔を出してもすっと入って利用ができると

いう状態だというふうに理解をしました。 

   次に、今回契約をしていくような形だと思うんですが、飛び込みで行く随時利用、こ

ちらと契約をする100万円をかけるだけのてんびんにかけたときの比較ですね。これは

どちらが本当は合理的なんだろうということなんですが、これの削減効果額とかが分か

れば教えてください。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 こちらのオフィスなんですけれども、飛び込みの利用ができない会員制のオ

フィスになっております。会員あるいは会員との同伴者のみの利用ですので、ちょっと

比較ができない形になります。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 会員制のところを借りると、契約をするということだと理解ができました。 

   それでは、確認ですが、今回、出張者が向こうに行かれている方と合流をして会議の

場を持ったり、いろいろと臨機応変に使われる場をこれでつくるということになるかと

思います。こちらをうまく効果的に運営をしていく、利用していくということを考える

と、ある程度のこの運用のルールというか、どういう段取りで受入れをして、そちらの

派遣されている御本人が動くかですとか、集合場所をどうするかみたいなところもある

程度を決めていく必要があるのかなと思いますが、こういったところの運用の方法につ

いて教えてください。 

委員長 人事秘書課長。 
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人事秘書課長 運用の方法でございますが、新たな取組でございますので、これから試行錯

誤をしながら活用していこうと考えてはおりますが、この会員のＩＤというものを個人

に振りまして、それを使っての利用になりますが、派遣職員だけでなく、議員の皆様を

含め、職員にも希望する方にはＩＤを振らせていただいて、その上での利用を考えてお

りますので、派遣職員と必ずしも接触がなくても使っていただけるような形を取りたい

と考えております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 分かりました。ＩＤ付与によって利用ができるということです。今、お伺

いすると、我々議員としても、例えば東京に出張した場合には、必要なことが起これば

ＩＤを付与していただいて、その会場を使って何か業務ができるということだと思いま

す。ということを考えますと、１００万円をかけてやる事業としては結構な効率のいい

仕事になるのかなと思いますので、そういったところもしっかりとＰＲをしていけばな

と思います。よろしくお願いします。 

   それから、もう１点、次のページになりますが、職員カウンセリング委託事業につい

てであります。こちらは一般財源で26万4,000円の計上をした上で、復職に向けた一助

になるようにカウンセリング業務を進められるということになります。これは、今まで

に過去、復職までの実績がそれぞれあると思うんですが、こちらを見たときに、カウン

セリングによって多分復職に向けた糸口を本来は見つけて、職場に復帰をしてもらいた

いということだと思うんですが、課題があるかと思うんです。なかなかやっぱり復帰が

しにくい、時間がかかってしまうというところの課題について今考えられていることが

あれば教えてください。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 職員のメンタルに関する問題につきましては、本当に多くの課題があると認

識しています。まず原因が１つではない、環境によるもの、業務の量によるもの、業務

の種類によるもの、あとは職員の個人の家庭環境も少なからず影響を及ぼす、そういっ

たいろいろな要素がある中で少しでも職員の負担を減らそうと、私ども職場の環境を整

える立場から精いっぱい取り組んではまいりますが、やはり、全ての原因を取り除けな

いという現状もございます。そういった中で、こういったカウンセリングなどを行うこ

とで、カウンセリングというのは御本人様の考え方の整理、気持ちの整理を促す取組と

聞いておりますので、そういった気持ちの整理をしていただきつつ、やっていきたいと

は考えておりますが、課題はたくさんございます。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 これは、この役場の中に限らず、一般企業も含めて世の中ではメンタル系

の話は結構出てきてるのが実情だと私も思ってますし、過去の経験からすると、やはり、

今おっしゃられた職場に要因として大きなものがあるなら、その要因を一個ずつ潰して

いくしかないというところもありまして、今もそれを努力されているということですの

で、そちらにつきましては、本当に職場の中で環境を変えるべきことは、部署としては

多分全てのこの庁舎全体で動かないかんことになると思いますので、ぜひそういったと

ころもいろんな部署と連携をしながら、この糸口に対して何をやるべきか的確に抽出を
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しながら進めていただけたらなと思います。 

   最後になります。次のページですね。税務課のところになりますが、22ページです。

ご当地ナンバープレート作成委託業務になります。 

   こちらは一般財源63万円を計上し、２種類のご当地ナンバープレートが各100枚作成

されます。これは合併70周年をＰＲすることと、それと郷土愛の醸成を図るという目的

を持ったものになっています。現状は、幸田町内のこの各排気量２種類、ピンクと黄色

のナンバーのバイクになると思いますが、この各排気量の登録台数をまず教えてくださ

い。 

委員長 税務課長。 

税務課長 ご当地ナンバープレート作成委託事業に関します排気量別の現在の登録台数の御

質問をいただいております。まず、排気量が50ccを超えて90cc以下のものにつきまして

は、数字のほうは令和５年度の当初課税の台数で申し上げますと、90cc以下が117台、

続きまして、排気量が125cc以下、こちらの登録台数につきましては411台。これらの台

数が現在の登録台数となっております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 台数は分かりました。90cc以下のほうは117ですので、今回つくる100枚に

見ると、全員がつくるわけではありませんので、普通に足りるかなという意識がありま

す。ちょっと意外だったのが、125cc以下が411台もあるんですね。こちらは４倍ぐらい

の台数があるので、もしかしたら100枚出ちゃうのかなという気もせんでもないような

数字が分かりました。 

   今回、ご当地ナンバーということですが、通常は原付二種バイクと呼ばれているこの

排気量のオートバイのナンバープレートというのは、通常の250ccとかと比べてかなり

小さいサイズになってます。縦が大体10センチぐらい、横が17センチぐらいの長方形の

少し小さめのナンバープレートになるんですが、よくご当地ナンバーは横に広い、多分

前回つくった50ccは横に広いタイプのえこたんがついているやつだと思うんですが、今

回作成されるプレートのデザインというか、プレートのサイズですね、これはどういっ

たものを考えられているのか教えてください。 

委員長 税務課長。 

税務課長 現在の登録台数は、90ccが117台、それで125ccが411台ということで、今回はプ

レートのほうにつきましてはそれぞれ100枚作成すると。その交付としましては、例え

ば在庫がなくなった段階でまた増刷といいましょうか、数をつくりまして引き続き交付

をしていくという形で考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

   次のプレートのサイズに関する御質問です。作りますプレートのサイズにつきまして

は、まだデザインも含めまして令和６年度の事業ということで、プレートのサイズにつ

きましてはまだ現状決まってはないんですけれども、先ほど委員がおっしゃられました

ように、現状のナンバープレートのサイズ、ご当地ナンバーではないプレートにつきま

しては、これは50ccの原付も含め３種類共通のサイズになっておるんですけれども、縦

が10センチ、横が20センチの長方形のサイズをしております。50cc以下のご当地ナンバ

ープレート、こちらにつきましては、縦が同じく10センチ、横につきましては、今言わ
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れましたように図柄がえこたんのイラストが入っておるんですけれども、その関係で横

は20センチということで、横長になっております。今後、この作成をしますプレートに

つきましては、50cc以下のご当地ナンバープレートのこのサイズ感ですね、縦10センチ、

横20センチというのを一つの目安といいましょうか、基準といいましょうか、そういっ

たサイズ感をイメージしながら、作成のほうを進めてまいりたいと考えております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 サイズ感のほうは分かりました。現状、存在している50cc以下に用意をし

たものと、大体ニアリーになるのかなということかと思います。なかなか小型二種は車

体が小さいので、あまり大きいナンバープレートをつけると案外後ろが邪魔になるよう

なことも、私も乗るんですがちょっとありますので、ぜひ皆さんに受けのいいデザイン

をこれから考える中で検討していただけたらと思います。よろしくお願いしたいと思い

ます。 

   最後の質問ですが、今回100枚ずつつくる、それから、あと追加が必要であれば増刷

をするということかと思いますが、申請数の見込みが今立ってましたら教えてください。 

委員長 税務課長。 

税務課長 ありがとうございます。まず、前段のナンバープレートのサイズ感ですね。私も

オートバイに乗りますので、またこのサイズ感が、多くの方につけていただけるような

サイズ感をもって作成のほうへ取り組んでいきたいと考えております。 

   それから、申請数の見込みでございます。申請数の見込みの試算をするに当たりまし

て、もう先行しております50cc以下のご当地ナンバープレートのこれまでの交付枚数、

それを基に見込み数を試算しております。50cc以下のご当地ナンバープレートにつきま

しては合併60周年記念、平成26年度から令和４年度まで、こちらの間で試算をしておる

んですけれども、まず、平成26年度から令和４年度までの50cc以下の登録台数のほうが

1,607台が新規の登録がありました。実際にご当地ナンバープレートにつきましては、

もう既に登録されており、ご当地ナンバープレートに交換したいというようなケースに

つきましても交換のほうをさせてはいただいておるんですけれども、この新規の登録台

数1,607台を基準に試算しますと、このご当地ナンバープレート、先月２月末までで585

枚を交付しております。新規登録1,607台に対して585枚、これを単純に割り返しますと

約36％がご当地ナンバープレートということで交付をさせていただいております。した

がいまして、今後作成します90cc以下及び125cc以下についても、約４割ぐらいをご当

地ナンバープレートをつけていただけるような形のＰＲ、推進のほうを図っていきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 ここで、途中ではありますが、10分間の休憩といたします。 

                             休憩  午前 ９時４６分 

                             再開  午前 ９時５６分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 私は、まず町村合併70周年記念事業について、お伺いしていきたいと思い

ます。 
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   協議会でも事業を提示されまして、イベントが45事業、それから記念品・工事関係の

事業が24事業ということで、その中で、そのうちＮＨＫの日本のうたの収録については、

12月の議会で３月中に収録ということで補正予算をつけてということでありましたんで

すけれども、ほかの事業の具体的な説明がなかったわけなんですが、Ｎ響の公演が６月

２日として、４月号のハッピネス・ヒルのところでもう既に載っていまして、それと、

なおかつチケットが３月３日からもう販売されているということで、これは説明があっ

たように、Ｎ響の公演は70周年の記念事業ですよね。ちょっとそれの確認をさせてくだ

さい。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 委員の御指摘です。まず、相手方と交渉する中で、６月２日ということで公

演日を設定させていただいております。チケット販売につきましては、委員がおっしゃ

られたとおり開始をしておるところですが、開催日より最低３カ月前には売り出さなけ

れば売れ残りが出てしまうといった懸念がありましたので、そのようなことを受けて開

始はしておりますが、もちろん予算が確定して成立しているわけではありませんので、

その点を踏まえて文化振興協会とちょっと調整をさせていただきながら、もし成立がし

なければ、文化振興協会の自主事業に切り替えてやっていくというようなことで今は動

いております。なお、令和５年度の予算としての措置ですが、実施に向けた調整はして

おりましたが、正式な決定が予算計上に間に合うことができず、今このような状況とな

っております。町としましては、予算成立が認めていただければ、誘致が難しいこの本

事業を記念事業の目玉の事業の一つとして取り組んでいきたいと考えております。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 今、予算が通れば、それを70周年という話なんですけれども、我々としま

しては、これは70周年で２月の協議会のときにももう提示されてるわけで、そのときは

70周年事業だなと思っているわけで、やはり、我々としては、この委員会がまだ審議中、

審議前にそういった形で出たことについて、私はすごく不信感を持ったわけです。やは

り、先ほど言いましたように、ＮＨＫの日本のうたでは前もってこういうことが起きる

からということで、事前に調整されてやってるわけで、その時点でこの事業についても、

実際に頼まれたのはもう１年も２年も前のお話で、Ｎ響は人気があるんで予約を取った

と思うんですけれども、そういう事業であれば、事前に日本のうたと同じように、こう

いう形でやりますと、それについてはもう前もってチケットの販売等も３月中から入っ

ていくからということで、事前の協議が必要じゃなかったかと思うんですけど、その辺

はいかがでしょうか。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 委員がおっしゃるとおりかと思います。予算がどのように決まっていくかと

いったところはさておき、事業を実施していく、このような行程でしていくといったと

ころは事前に御相談させていただくべきだったかなと思います。ただ、相手方との交渉

の中で公式的に発表できる時期等々もありますので、その時期のタイミングを見ながら、

しかるべきタイミングを計りながら、議会、協議会のほうで御報告、御相談のほうをさ

せていただくように今後は努めていきたいと考えます。 



－１６－ 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 いずれにしましても、私としては、こういったのが実際に公に出るんであ

れば、やはりすっきりとした形で公の形で出てほしいな、町民の方に知らせてほしいな

という思いがいたします。これは昨年の話にもなるんですけれども、幸田広報４月号に

は、結審する前日には町民の方に広報に載った予算がもう結審されたかのごとくで実際

に目に留まっている事例があって、その時点では私が気がつきましたので、担当の方に

は注意をお願いしまして、また議長のほうも、それの話をしたら議長のほうからも注意

をしておくわということもありました。やっぱり、ある面、こういった面は出していい

データ、出していいことについては、こういった議会との絡みがあれば、やはり、それ

は必ずすっきりとした形で、こういった取決めの基本に沿ってやってほしいなという思

いがいたします。そういった意味で、後でねじ曲げて云々じゃなくて、素直にすぽんと

入ってほしいなと。そのほかにも実際に事業、いろいろ45事業イベントがあるわけです

から、いわゆる有名人等を呼べば、当然もう既に演奏会等、そういった事業のイベント

の日程を組んで進められると思います。そういった意味で、この70周年事業に対して、

やはり、これは特別の委員会を設けて、事前にいろいろ打合せをされるべきじゃなかっ

たのかなと、今考えますとそんな思いがしますけれども、どうでしょうか。今のこの事

業の実際に直前になってからの話ですけれども、今後いろんなことが起きる場合にこう

いったことも参考にされてやってほしいと思いますんで、その辺のお考えはいかがでし

ょうか。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 御指摘ありがとうございます。もちろん議員が言われるとおりのこともある

かとは思います。ただ、今回、総務教育委員協議会並びに福祉産業建設委員会において、

予算が伴う内容であるということも踏まえながら事前審議に当たるといったところを回

避するために、予算額は触れずに事業を進めていきたいというようなお話をして、御報

告をさせていただいたところでございます。今後につきまして、70年、80年と向かって

いく際には、どういう形がいいのかといったことも踏まえまして、また御相談させてい

ただきながら進めていきたいと考えます。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 いずれにしましても、非常に大きな事業で、やっぱり記念に残る今までに

ないことをやるわけですので、なかなか手探り状態というのがあったかと思いますけれ

ども、やはり、これを起爆剤として幸田町がますます発展していくことの大前提がある

わけですので、そういった面で準備の段階から慎重であってほしかったなという思いが

いたします。 

   具体的に入っていきますけれども、これ教育いっちゃうかな、教育いったらまずいで

すかね。それじゃあ、やめて、これは教育のほうで後に回します。 

   それで、あと、この全体の事業と、その中で町民が実際に参加する、企画するという

ような事業があるかどうかお伺いします。ということは、スポーツ・文化それぞれ、今、

各団体等も参加者が非常に減っちゃっております。そういった意味で、もう一度盛り上

げるために、そういったいろんな企画を起爆剤にして、今後のそういった各種団体の活



－１７－ 

性化といいますか、そういったものを図っていただければなと思いますんで、例えば彦

左だとか夏まつりとか、そういった面のあれで町民の方がある面で主体になって計画す

るような事業はどのぐらいあるかをお聞かせ願いたいと思います。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 町民の参加できるものというのが、基本的にはいろいろな方に参加いただき

たいイベントを企画しております。特に多く参加いただけるということでは、考えてお

りますのが彦左まつりであり、夏まつりであり、そして、運動会を復活させたいという

ことで、そういったところでは町民の皆さん方に御参加いただきたいなというふうには

考えます。また、対象が小学生とかには限ってきますが、中日サバイバルキャンプ、防

災を意識したキャンプ体験をするであったり、子ども会のソフトボール大会を冠事業と

して実施していく。また、ソフトボールの実業団の選手を呼んで指導をいただくという

ような、様々な企画を用意しております。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 多くあることが分かりました。いずれにしましても、せっかく６億強の大

金を投じての70周年事業であります。そういった面で、幸田町の永劫に続くわけですの

で、これの今後の発展の起爆剤になるような、いい70周年記念事業になってくるくれる

ことを願って、次の質問に移ります。 

   先ほどもちょっと出ましたけれども、当初予算概要の12ページの職員のカウンセリン

グですけれども、先ほど田境議員からも話がありましたので、ちょっと私の視点で１点

ばかりお願いと意見を述べさせてもらいたいと思うんですけれども。 

   カウンセリングも非常に大事だと思います。それよりも私が危惧するのは、今、全て

いろんな形で住人の多様化等、仕事関係、生活関係もいろんな形で、昔みたいに一義的

に動くことがなくなっておるわけで、全て十人十色という言葉があるように、それぞれ

対応が違うわけで、そういった面で役場の職員の方々も町民と接するところの部署の方

は非常に気苦労が多くて大変かなと思います。そういった意味で、私が提案したいのは、

職員のスキルアップを、やはり、職員がその中でどういう対応をするのか、職員の皆さ

んもそういった町民の個々の難しいことをこなすためには、やはり、そこで一苦労、自

分の生活リズムを変えないかん、いろんな形で苦労せないかんということが目に見えて

おるわけで、そういった面で、やはり職員同士のフォローする、スキルアップすること

が、僕は今求めてる大事なことじゃないかなと思います。そういった意味で、起きてし

まったことについて復旧させることも大事ですけれども、起こさないため、少しでも防

げる方法というものは今後考えるべきじゃないかなということで、このカウンセリング

を採用することとともに、もう一度そういった職員の教育と言ったら失礼かもしれませ

んけれども、やはり全体的な窓口の方から部長まで全部含めた、そういったいろんな形

の対応の仕方というのをしっかりとやっていただく。そして、お互いに気を遣いフォロ

ーし合うというところを持っていただくのが大事かなと思いますんで、その辺の考え方

を一つお聞かせください。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 職員のメンタルに関する御質問かと思います。職員のスキルアップというこ
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とですが、まず自分自身のスキルアップということにつきましては、階層別研修という

ことで、採用後４年目、７年目、10年目、そして役職グループリーダーになったタイミ

ングなどで階層別の研修を行っております。その中身といたしまして、まず最初は地方

公務員、役場の職員として必要な知識を身につける目的。そして、徐々に中堅職員にな

って考えてみる。中核となっている職員として、役割を認識させる。そして、グループ

リーダーになった職員につきましては、自分が管理監督者であることを自覚させて、必

要な理論や技術を身につける。そういった立場に合わせた階層別研修をまずは取り組ん

でおります。それと併せまして、現在、毎年テーマは変えておるんですが、例えばセル

フモチベーションアップの研修ですとか、あと、おもてなし研修ですとか、気づき力ア

ップの研修など、職員が現在の世の中の変化に柔軟に対応できるようなテーマを毎年考

えて研修を受講してもらっているような現状もございます。そのような研修を行う中で、

自分の考え方とあとは同じ職場の周りの職員との関わり方などについても考える機会に

なっているのではないかと思います。あとは、そういったスキルアップと併せまして、

やはり、立場が変わると職員の負担も大きくなるということもございまして、そのよう

なタイミングで産業医から、安全衛生上、そういった心に負担がかかることがあるんだ

よというような気持ちの持ち方についてのアドバイスもできるというような話も聞いて

おりますので、そのような研修というか講話なども聞いていただく場面もつくろうと今

後考えております。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 ありがとうございます。いずれにしましても、やはり、せっかく縁があっ

てこうして一緒の場で職場で働くわけですので、そういった面でお互い助け合って、皆

さんが本当に健全な形で毎日事務処理、仕事ができるようになってほしいなというのを

願って、次に移ります。 

   その次に、同じ12ページに安全テラスセンター24のところがありますが、このうちの

形で一つ興味があるのがファーストミッションボックス。これで、能登半島の災害等で

非常にいまだになかなか続いているということで、なかなか復旧が進んでいかない状況

があるわけですけれども、ただ、こういった大きな災害があった場合に、町の職員さん

が来てくれる指定の各小学校、高校のところはある程度いいですけれども、一般の公民

館あるいはコミュニティセンターを開設しようとすると、やはり非常に難しいものがあ

る、そんな気がいたします。そういった意味で、ファーストミッションボックス、これ

は非常に大事だなと思っております。誰が来ても、開いたら何を順番にやらないかんか

という印だと思います。そういった意味で、細かい作業はともかくとして、とにかく１

ページ開いたら何をせなあかんよ、それで、あと読んでいったら細かいところが載って

いる、次に開いたらまた大きな文字で何を次にするんだよという、そんなような形で。

区長さんが必ずしも行くというのは決まってないわけで、誰が行くか分からない状況で

すので、そういった面では、そういった誰が見ても分かるような形というのが非常に大

事だと思うし、そういった面で今後のそういった地区の防災避難所になるところについ

ての気遣い全般、今、ファーストミッションボックスだけの話をしましたけれども、今

後やっぱりもう一度改めてそういったところを見直すのが必要じゃないかと思いますけ
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れども、その辺のお考えをお聞かせください。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 御質問ありがとうございます。ファーストミッションボックス、まず、こち

らは災害時において、先ほど言われました、担当にかかわらず、また区長さんにかかわ

らず、誰であってもその場にいる人が迅速かつ確実な初期の行動のオペレーションをす

るツールでございます。いわゆる、災害時にそこの場にいる人がやる手順書でございま

す。こちらのほうは、来年度にかけて、区の皆さんたちに集まっていただきながら、で

も、内容が誰でも分かるように簡潔に、しかも写真だとかイラストだとかをつけて分か

りやすいようなものをつくっていきたいというふうに考えております。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 ぜひ、そういったものを区長会においてもしっかりと御指導願いたいと思

いますし、また区長を通して、町民の方が一人でも多くそういったものを知ってるとい

う形にしてほしいなというふうに強く思いますので、お願いしたいと思います。 

   次に移ります。地域公共交通、えこたんあり、藤田直行でデマンドをもあります。そ

れと、坂崎においてはコミュニティライド事業があるわけで、ここの公共交通機関デマ

ンドだとか藤田直行は試験的に行っているんだということを言われているわけですけれ

ども、これはいつ頃までにまとめるのか、その辺のところをやはりぼちぼち結論を出し

て、次の方向に進むべき時期じゃないかなと思うんですけれども、その辺のお考えはい

かがでしょうか。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 ありがとうございます。公共交通に関するお問合わせです。地域公共交通会

議におきまして、今年度、令和５年度に幸田町の地域公共交通計画を作成をさせてもら

っております。この計画では、先般の総務教育委員協議会の中でも御説明させていただ

いたとおり、将来の町のあるべき公共交通体系の構築を図るために、基本方針や基本目

標を定めて展開していくこととしております。その中でも、特に早期に進めていく必要

があるという観点で、一つが幸田駅、三ヶ根駅、相見駅、ハッピネス・ヒル・幸田を交

通結節点として位置づけ、アクセス性を強化するであったり、えこたんバスは３駅や人

口集中地を中心に運行するコンパクトなルートに再編する。そして、デマンド型交通は、

えこたんバスを補完することで鉄道駅や主要施策等への移動手段を担保するであり、藤

田乗合直行タクシーは、町外への総合病院を結ぶものとして継続していくというような

ことを取りまとめて進めていきたいと考えております。計画を策定に当たり、方向性が

見えてきましたので、令和６年度はその方向性に沿った形で具体的な内容を詰めていき、

その体制が構築ができた段階で社会実験から本格稼働というように変更していきたいと

考えております。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 今年度をある程度の区切りとするということで、ありがとうございます。

いずれにしましても、やはり足であり、また、えこたんは空気を運んでいるんじゃない

かということも言われております。そういった面で、これから、今はマスコミでもいろ

いろと出されているのが、住民の足ということが非常にクローズアップをされておりま
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す。特に、高齢化がどんどん進むわけで、私ももうあと何年車に乗っておれるか、それ

以後、やはり、そういった公共交通機関を利用させてもらわないかん時期が来るかと思

うんですけれども、そういった面で非常に便利な足であってほしいという思いもあるし、

そういったところをまとめてほしいなと思うわけであります。その中で、坂崎コミュニ

ティライドという事業が昨年からスタートして行われているわけですけれども、ここの

実績、評判がいいのかどうか、そして、これがいいとすれば、ほかの地区でも実験的に

といいますか、取り入れるのかどうかお聞きいたします。 

委員長 企業立地課長。 

企業立地課長 坂崎コミュニティライドに関する御質問かと思います。月に一度、友達同士

で町内のスーパーに買物に出かけ、会話を楽しむことで健康維持を図るとともに、行き

と帰りの送迎を坂崎区のボランティアドライバーが担うことで、世代間の交流を促し、

コミュニティーを育み、地域の活力を創造することを目的に実施している乗合タクシー

的な事業であります。こちらは、名古屋大学と地元の坂崎区、それから町が連携しまし

て、令和４年度から実証実験を実施しております。共助の考え方がベースの事業であり

ますけれども、こちらにつきましては、参加しておられる高齢者の方は非常に喜んでお

りまして、スーパーのほうで買物した後にお茶をしながらにこにこ談笑している等が見

受けられまして、非常に楽しいという声をいただいております。それから、ボランティ

アドライバーさんにつきましても、やりがいがあるということで、非常に参加した方が

喜んでる姿を見ると自分たちの活力になるということで、しかも、将来はボランティア

ドライバーさんも送迎していただくほうの側になるということも思いつつ、やっておら

れるというようなことを聞いております。こちらにつきましては、今、坂崎区が旧区長

さんたちが中心になりましてまとまっておるということで、うまく進んでいる事業であ

りますけれども、実は六栗区からも同じようにやりたいという声は聞いております。た

だ、まだまだスタートするにはいろんな問題を解決しなければいけませんので、簡単に

は事業スタートとはなりませんけれども、坂崎区も二、三年かかりましたので、そうい

った意味でどんどんそういった輪が広がっていけばいいかなと思っております。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 いずれにしましても、先ほども申し上げましたけれども、やはり高齢者が

増えればそういった足というのが非常に問題になってくるんで、そういった面で先ほど

の公共交通全般の問題、それから今のコミュニティライドは今後の生活については非常

にウエートが高いと思いますので、ぜひしっかりと結果を見ながら修正しながら進んで

いただきたいと思います。 

   それで、次に移ります。もう一つは、最後になりますけれども、同じく当初予算概要

の14ページですけれども、カンボジア訪問事業委託料として300万円上がっているわけ

ですけれども、これはカンボジア事業についてはしばらく何もなくて突然ぽっと湧いて

きたような私は気がするんですけれども、この辺の復活というんですか、あれの中身を

どういう形で復活することになったのか、また、今後どういう形で継続するのか、その

辺のところをお聞きしたいと思います。 

委員長 企画政策課長。 
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企画政策課長 ありがとうございます。カンボジア訪問についての委託料の件でございます。

カンボジアとは2010年に締結した幸田町とシェムリアップ州との友好に関する覚書に基

づいて交流活動をしてます。この覚書ですが、2005年に開催された愛・地球博一国一町

村フレンドシップ事業を契機として、2010年に締結をしたものでございます。それ以降、

町であり、国際交流協会、幸田ライオンズクラブなどの皆さんがカンボジアとの交流活

動を実施してきております。そして、2014年には、シェムリアップ州の副知事が幸田町

の町村合併60周年の式典にも出ていただいたということもありました。そして、10年経

過した今になります、2024年には、コロナウイルス感染症の影響から停滞していた交流

活動を再開させたいという思いがあります。そして、幸田町がシェムリアップ州へ公式

訪問しながら、友好交流の再開の機運を高めたいというふうに考えております。今後で

すけど、特に若い世代の人材をカンボジアに派遣して、広い視野と豊かな国際感覚を持

つ人材育成につなげていきたいということで、以前、平成29年、30年に実施しておりま

した幸田高校生カンボジア派遣事業の復活であったり、その他交流事業について進めて

いきたいなというふうに考えておるところでございます。ただ、現時点のカンボジアの

治安状況やまちの状況など現地を確認し、再開実現が可能かを判断させていただきたく、

事前に調査するものとして今回委託の費用を計上させていただいております。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 カンボジアはしばらく止まっていて、またこれを機会に、前にもありまし

た高校生の派遣元というようなことも今後検討という話でしたけれども、いずれにしま

しても、やはり、こうやっていろんなところで多くの市町ともいろんな協定を結んで非

常に手広くあるわけで、そういった面で一つ一つの事業をきっちりと位置づけをして、

どういう形で進んでいくのか、やはり継続していくのか、その辺のところも今後大きな

課題になってくるんじゃないかなと思います。そういった意味で、やるのであれば本当

に中身のあるものであってほしいと思いますし、その辺のところはなかなか難しいこと

とは思いますが、しっかりとした計画の下に進めてほしいなというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。 

   以上で、終わります。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 まず、最初に、資料提出でお願いしたいというふうに思います。令和５

年度末各基金残高についてであります。次に、町内の法人数、１号から９号別に数をお

答えください。次に、令和６年度の職員派遣、研修数と派遣研修先についてお願いしま

す。そして、またマイナンバーの交付枚数についてであります。今の所管分であります

ので、よろしくお願いをいたします。 

   そこで、この資料提出は後に回しまして、順次質問してまいります。 

   まず、歳入であります。予算書の30ページから31ページでありますが、法人町民税に

ついてであります。 

   法人町民税につきましては、企業の業績が好調ということで、前年度よりも上乗せを

しながら行ってきておりますけれども、この法人町民税の算出根拠についてお尋ねした

いと思います。 
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委員長 税務課長。 

税務課長 法人町民税の令和６年度予算の算出の根拠ということでのお問合せになります。 

   法人町民税につきましては、均等割こちらにつきましては、企業の資本金ですとか従

業員の数ですね、それらから１号から９号ということで９種類に分かれて、それぞれ税

率がございまして均等割ということで徴収するもの、それから法人税割ということで、

税率が６％になりますけれども、その法人税割というものがございます。最後は、過去

古い分ですね、遡って修正等々があった場合に過年分ということで、この３つから構成

されておりまして、令和６年度予算につきましては６億5,520万ということで計上させ

ていただいております。こちらにつきましては、今年度、令和５年度の状況等々を加味

しまして、大手自動車関連企業の業績が好調であること、それからそのほかの企業につ

いてもおおむね令和５年度並みで推移するのではないかという見込みのもと、令和６年

度につきましては、令和５年度に対して6,000万円増の６億5,520万ということで積算を

させていただいております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 令和４年度の決算でありますけれども、この均等割でいいますと、１億

207万円になってきているわけでありますけれども、均等割が今回の令和６年度予算で

は9,800万になってきているわけでありますけれども、これは法人数によって変わるか

というふうに思いますが、この辺は業績が伸びてきていると、こういう状況の中で均等

割は実際少なくなってきている。令和４年度決算におきまして少なくなってきている状

況でありますけれども、この見込みというのはどのように建てられたのかということで

あります。 

   そして、次に、業績が上向きということで積極的に計上されてきているということで、

令和５年度分の6,000万円を上乗せをしたということでありますけれども、業績が上向

きであるならば、幸田町の場合、法人町民税は一部国税化で６％課税ということであり

ますが、これを制限税率まで課税するとしたら幾らになるかお答えください。 

委員長 税務課長。 

税務課長 御質問を２点いただいております。まず、均等割につきましては、法人の数に応

じて１号から９号法人ということで税率を掛けて積算をさせていただいております。法

人のほうは、年によって多少数の増減がございますけれども、先ほど委員が言われまし

た、令和４年度につきましては734の法人でもって、この均等割の額１億207万1,000円

という形になっております。令和６年度予算につきましては、9,800万円ということで

計上させていただいておるんですけれども、こちらにつきましては、令和５年度、今年

度の当初予算と同額ということで、おおむねこの均等割につきましては１億円台で推移

をしておる中で9,800万ということで計上させていただいておるんですけれども、歳入

のほうで予算の積算をさせていただく際に、どちらかというとシビアにと申しましょう

か、金額のほうを積算させていただいておるということで、おおむね１億円で推移はし

ておるというものの令和５年度予算と同額にして、ちょっとシビアな形で予算のほうを

計上させていただいております。 

   もう１点目の、法人税割でございます。法人税割につきましては、本町標準税率の
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６％ということでありまして、それに対しまして制限税率が8.4％というものがござい

ます。本町におけるこの標準税率６％に対して8.4％にした場合の試算という御質問に

なるんですけれども、この試算につきましては決算に出ております、この令和４年度を

ベースに試算をさせていただいております。法人町民税の法人税割額、こちらにつきま

しては令和４年度決算が２憶8,007万3,000円でありました。こちらが６％で計算してお

るんですけれども、試算のほうを２つのパターンで行っております。まず１つは、１号

法人から９号法人全てを制限税率の8.4％にした場合の試算となります。全ての法人を

8.4％とした場合の試算につきましては３億9,210万2,000円、増減としましては、１億

1,202万9,000円の増収が見込まれるという積算になります。それに対しまして、もう一

つの積算につきましては、この１号から９号法人につきましては、資本金それから従業

員数、その多い少ないによって区分されるわけなんですけれども、この１号から９号法

人がある中で７号法人が資本金が10億円以上ということで、いわゆる大きな企業に分類

されるわけなんですけれども、この大きな企業７号法人以上を、例えば8.4％にした場

合、１号から６号については６％標準税率で課税をして、規模の大きな企業７号法人以

上を8.4％にした場合の見込み、こちらは調定額になるんですけれども、３億5,214万

6,000円ということで、差し引きしますと7,207万3,000円の増収が見込まれるというよ

うな形で試算をさせていただいております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 丁寧な説明ありがとうございます。今回の法人税割が５億5,000万円計

上されているわけでありますけれども、これを10億円以上の７号法人にした場合は、こ

れが幾らプラスになるのかということであります。決算は分かりました。決算は分かり

ましたけれども、コロナ禍が終わって、だんだんとこれから経済活動が活発になってく

る、そういう中で法人税割も増収見込みを立てているわけでありますので、今予算につ

いての７号法人以上の8.4％ですと幾らになるのかお答えくださいということと、それ

から、先ほど令和４年度の法人数は734社であったわけでありますが、この均等割が計

上をシビアにやったよということでありますけれども、コロナ禍において、中小業者の

倒産とかそうしたのが町内においてどうだったかということで、その辺は法人数につい

てもどうだったかお答えください。 

委員長 税務課長。 

税務課長 令和６年度の５億5,000万に対して、法人税割６％から8.4％にした場合の積算と

いうことで、７号以上、大きな企業については複数社ありまして、それぞれの法人税割

の見込みが幾らになるのか等々ちょっとある兼ね合いで、こちらのほうがなかなかちょ

っと積算が難しくて、今、手元に資料がございませんので、また改めて後ほど御回答さ

せていただきたいと思います。 

   あと、均等割に係る法人数でございますけれども、734ということで、年度ごとで多

少の変動があるんですけれども、令和４年度については734という形になっておりまし

て、こちらについても当然増減があるわけなんですけれども、おおむねこの730程度の

法人数があるのではないかというふうに分析をしております。 

委員長 14番、丸山君。 
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14番丸山千代子君 ７号以上から９号までの法人が、令和４年度でいうと52社あるわけです

ね。ですので、かなりの大企業が幸田町に存在しているということであります。そうし

た中で、これは資料として提出をしていただきたいと思います。 

   次に、予算書の50ページから51ページであります。 

   歳入の関係でありますが、校内教育支援センター整備推進事業委託金が485万3,000円

県のほうから補助金として委託金が出されておりますけれども、これについての説明、

それから歳出においての対応でありますが、失礼しました。 

委員長 丸山委員、教育委員会。 

14番丸山千代子君 これは次回に回します。失礼いたしました。 

   予算書の52ページから53ページであります。 

   これも歳入でありますが、企業立地促進基金利子についてであります。これが歳出で

は基金を積んでいないわけですけれども、計上することについて何らかの意図があった

のかお尋ねしたいと思います。 

委員長 企業立地課長。 

企業立地課長 企業立地促進基金利子についての御質問かと思います。こちらにつきまして

は、令和５年度の12月議会におきまして、企業立地促進基金条例というのを制定のほう

をお願いしましてお認めいただきまして、今現在、施行しているような状況であります。

ということは、すなわちいつでも基金に積める状態に今はあるということで、当初は３

月議会の場におきまして補正予算で１億円を基金として積みたいという我々の思いがあ

りまして、それに対して、１億円に対しまして利率が0.1％だと仮定しますと、10万円

というのが弾かれまして、こちらが年度当初４月か５月の利子として入る見込みがある

んじゃないかということで、歳入につきましては起こした次第であります。これはあく

までもシステムの入力のタイミングとか、要望するタイミングがこういったことであり

まして、本来であれば、歳入歳出を合わせたタイミングで起こしてもいいのかなと思っ

ております。 

   以上です。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 12月議会で企業立地促進基金、この条例化で可決をしているわけであり

ます。しかしながら、予算ではゼロといいますか、組み入れなかったと。こういう中で

利子だけがつくのはおかしいじゃないかということであります。ですので、やはり、こ

うしたないものを利子として上げる、こういう予算編成はどうなのかということであり

ますが、いかがですか。 

委員長 財政課長。 

財政課長 予算編成上のことということで、財政課のほうで代わりに御答弁のほうをさせて

いただきたいと思います。 

   今回の企業立地促進基金に限らず、財調をはじめとするほかの基金もすべからずそう

なわけですけれども、あくまで令和６年度予算を算定する際には、令和５年度末が基金

が幾らになるかを想定した上で、その金額に先ほど申し上げましたけれども若干安全率

を見て、0.1％程度の利率を想定して算出した金額を利子として計上しておるところで
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ございます。今回の企業立地促進基金につきましても、先ほど御答弁させていただきま

したように、本来であれば、この間、私どもの当時の構想といたしましては、３月議会

で補正予算を上げさせていただきまして、少しでも基金に積んでいきたいという思いが

ございましたので、このような形で当初予算計上させていただいておりますけれども、

そこらの点が、丸山議員のおっしゃるようなやり方ももちろんあったわけでして、その

あたりは財政課の中でも協議した経過はございますが、結果としてこのような形で予算

計上させていただいたというのが実態でございます。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 ３月議会の補正では、28日の日に当初は開会日のときに即決ということ

で、ふるさと寄附金が３億円の欠損ということで補正もしてきた経過があって、この１

億円も積めなかったと。なおかつ、予算編成のときに50億の乖離があったと、予算編成

上。乖離があって、そして、それを30億円までに何とか減らしてきた。けれども、それ

がまた財政的に基金の繰入れ、そして起債の計上ということでやりくりをしてきた経過

があるわけですね。これも合併70周年記念事業を６億5,000万円聖域として組んできた、

そのために結局企業立地促進基金が積めなかったと。こういういわゆる結果論でありま

すけれども、しかしながら、予算編成をするときに、まだ積めないものを、これを上げ

ていくのはいかがかと。これは十分訂正する期間があったかなかったかお尋ねしたいと

思います。 

委員長 財政課長。 

財政課長 まず、予算計上のタイミング、いわゆる令和６年度当初予算と、それからこの３

月議会に提出しております補正予算の予算計上のタイミングからいたしますと、大変申

し訳ないといいますか、心苦しいんですけれども、タイミング的に訂正するタイミング

があったかというと、正直ないのが現状でございます。当初予算につきましては、年内

におおむね固めまして、年明けから予算書、予算関係資料そういったものを整備してい

くわけですけれども、もう２月の上旬には実際に製本として予算書が作成されておりま

すので、その時点で確かにふるさと納税が下振れで減額傾向にあるのは当然見込まれて

おったわけですけれども、まだどの程度少なくなるのか、本当に企業立地基金に積み増

しする財源が生み出せないのか、その辺のことはちょっとまだ見通しが立っていなかっ

たのが事実でございます。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 これは企業立地促進基金だけではなくて、ほかの基金にもこれは積めて

ないと。こういう残高での基金利子計上がされているわけであります。そういう状況の

中で、なぜ企業立地だけが、利子を積んでもいない、それに前年度から持ってきていな

い、そういうものに対しての利子を上げるかという、このことこそやっぱり変えていか

なきゃならんということだというふうに思いますので、この辺に十分注意していただき

たいなというふうに思います。 

   次に、予算書の66ページから67ページの職員派遣研修についてお伺いしたいというふ

うに思います。 

   この職員研修でありますけれども、私は一般質問でも行いましたけれど、やはり職員
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研修、そして派遣、これが今年度は12人に上ってきております。このことが、やはり、

役場内の職員の業務量の過重負担ということにもつながっているというふうに思うわけ

でありますけれども、それとカウンセリングでの職員の健康管理ということをしていく

という、いろいろと後手後手に回っている状況じゃないかというふうに思うわけであり

ます。やはり、この辺について令和６年度においては、職員派遣、研修、何名派遣の予

定なのか、まずお伺いしたいと思います。 

委員長 財政課長。 

財政課長 御指摘いただきました基金利子の予算計上の仕方でございますが、いま一度ある

べき姿、どういった形がやるべきだったかというのは一度また課の中でも検証させてい

ただきまして、次回以降は大変申し訳ございませんが、また必要に応じて考え方を整理

していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 職員の派遣に関する御質問でございます。来年度予定をしている派遣の人数

ですけれども、前回、消防をちょっと加えていなくて12人ということだったんですが、

消防も含めますと全部で15人の職員を派遣をする予定でおります。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 消防を含めて15人ということでありますけれども、これは、町長が言わ

れておりました内灘町に対しての派遣というものも今回は長期派遣の予定をされている

ということで、これは致し方ない部分でもあろうかというふうに思うわけでありますけ

れども、それ以外に消防も含めての派遣人数は、抜いてですよ、どれぐらいになるのか

再度お答えください。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 消防は１人でございます。内灘町が１人でございますので、それ以外の人数

といたしましては13人となります。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 これは昨年も言いましたけれども、やはり、幸田町からの派遣、研修、

長期にわたる派遣が幸田町の職員の働き方にも大きく影響をしてくるということであり

ます。その辺のところをやっぱりきちんと見直すべきではないかと私は思いますので、

この辺のところもお願いしたいなというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか

ということであります。 

   次に、カウンセリングの件でありますが、これも１人につき１回50分という形の中で、

26万4,000円が上がっているわけであります。こうした後づけではなくて、やはり、ま

ずは職員の働き方、残業時間の調整、こういうものもきちんと対応していくべきじゃな

いかと。まずカウンセリングを受けるよりも、残業を減らすことが先じゃないかという

ふうに思うわけであります。私は一般質問でも言いましたけれども、愛知県におきまし

ては、県自体が毎週水曜日はノー残業デーということで取り組んでいるわけです。取れ

ないという部署もあるかもしれませんけれども、やっぱり幸田町の職員の健康管理、そ

ういうものにつきましてもまずはこのノー残業デーなどもきちんと取り組みながら、健

康管理をするべきじゃないかなというふうに思います。今日の新聞にも載っておりまし
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たけれども、愛知県が、年末年始、それからゴールデンウィーク、お盆、その前後で長

期休暇が取れるようにという、そういうような職員の有休の取り方、休みの取り方、こ

ういうのも推奨しております。ぜひ幸田町におきましてもそうした取組、働き方改革、

きちんと位置づけをしていただきたいというふうに思うんですが、その点はいかがでし

ょうか。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 まず、前段の職員の派遣について見直しを考えてはどうかという御意見に関

しましては、やはり、国、県等へ派遣する職員は町として恥ずかしくない人材を派遣し

ているという現実もございまして、役場の中の戦力が少し低下するのではないかという

御意見をいただいたこともございます。ただ、派遣をする職員にとりましては、国でな

いと経験ができないような、そういった経験をその身で感じてくることができますし、

また交付金の担当になったりすると、そういった補助金に関する情報などを、とても有

益な情報をいち早く町につなげていただけるような、そういったメリットもございます。

職員同士のつながり、自治体間のつながりですとか、ネットワークの人脈などもつくれ

てきているというふうに聞いておりまして、職員本人に対するスキルアップだけでなく、

町の長期的な効果にも期待を寄せているということもございますので、こちらも継続を

しながら併せて、その職員を派遣することによって業務が、職場に開いた穴というんで

すか、できる限りフォローをするような形で進めていかせていただきたいと考えており

ます。 

   また、次のカウンセリングの関係でございます。県は、毎週１日ノー残業デーを設け

ていらっしゃるということですが、もちろんそのような取組をできるととてもよいとは

思いますが、そういった定期的なノー残業デーという日を設けるところまではいかない

ですけれども、できるだけ必要最低限の残業に抑えていただくような働きかけは引き続

きしてまいりたいと思います。 

   あと、長期休暇の休みの取り方ですけれども、昨年から今年にかけましての長期休暇

も、県のほうは取得を推進するというような形でされたと聞いております。本町でも１

日仕事納めを早めて、仕事始めは１日遅くして、少しでも休みが取りやすいような取組

をさせていただきましたけれども、やはり、県だと直接住民の皆様と接する窓口という

ものが市町村に比べると少ないということもあり、そういった取組がしやすいのかなと

いう感じもいたしますけれども、本町におきましても少しでもお休みが取りやすいよう

に、また取っていただけるような働きかけは今後もしてまいりたいと思っております。 

委員長 ここで、途中ではありますが、10分間休憩といたします。 

                             休憩  午前１０時５６分 

                             再開  午前１１時０６分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 予算書の66ページから67ページ、シェアオフィス利用についてお伺いを

いたします。 

   この事業につきましては、ワークスタイリング霞が関ビルディング、いわゆる三井不
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動産のレンタルオフィスでありますけれども、先ほど田境議員のほうからいろいろとあ

りましたけれども、この必要性につきましては、説明といたしましては、町会議員及び

職員の東京出張に使っていただきたいよということであったわけでありますけれども、

議会のほうからはこうした要望というのは出しておりませんけれども、まず、議会のほ

うがこうした使うことが今まで過去にこういう必要としたことがあったのかどうかを伺

いたいということと、それから必要性と使用頻度計画についてお尋ねしたいと思います。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 シェアオフィスに関する御質問でございます。まず、議会の皆様からの御要

望があったかどうかということですけれども、これは特にいただいた経過はございませ

ん。今回これを職員研修事業の予算として上げさせていただいておりますけれども、そ

の理由なんですけれども、これまで、特に東京への派遣職員からの業務報告などが実際、

実はやれずにきておりまして、そういったこともございまして、今後は定期的にシェア

オフィスに集まってもらい、派遣職員と町との間でリモートで打ち合わせたり業務報告

を受けたり、そういった直接のやり取りをする場を持ちたいと、こういった場を設ける

と集まりやすいのではないかということもございまして、今回シェアオフィスを利用す

ることを考えたものでございます。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 予算は100万円でありますけれども、これ以上に使う考えがあるのかど

うなのかお尋ねすると同時に、ほかの自治体はこうしたシェアオフィスの利用というの

をやっているのかどうかお尋ねしたいというふうに思います。やっていたら、県内の自

治体の状況をお答えください。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 まず、予算についてでございますが、基本の使用料、管理料、登録料という

ものが毎月５万円かかります。税別ですので、５万5,000円ですね。年間66万円かかり

ます。それ以外に、使用する都度払う料金が、会員ですと１人１時間1,680円というこ

とになっております。100万円から66万円を差し引いて34万円ございますので、どれく

らいの頻度で使われるかはまだ未知の部分にはなりますけれども、34万円の随時の使用

料を超えることはないと考えております。 

   また、ほかの自治体がこのようなシェアオフィスを利用しているかということでござ

いますが、例えば県内全体を調べたというわけではございませんが、隣の岡崎市さんも

同じシェアオフィスを使っておられるということでございます。岡崎さんは、２年前、

令和４年度からの導入をしまして、私どもが考えているのは、オープンスペースを自由

に使う形態を考えておりますが、岡崎市さんは、事務所として部屋を借りるという仕組

みも使われとるということで、使い方としては、出張の際の資料の整理の場所ですとか、

省庁同士の時間調整をするだとか、そういった目的で使われているということをお聞き

しております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 シェアオフィスについては、これは派遣先の職員の打合せとかそういう

ものについてということでありますけれども、今まで支障がなかったのがなぜ急に出て



－２９－ 

きたのかということでありますけれども、これは支障があったからこのようにしたのか、

それとも、今のこうしたレンタルオフィスを借りて打合せをするというのが、今は近隣

の自治体でもかなり行われている実績があるというのかどうなのか、その辺について調

べていないということでありますけれども、実態を調べてお答えいただきたいなという

ふうに思います。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 これまで支障があったかどうかということにつきましては、派遣職員からの

業務報告がうまく受けることができなかったという事実を、支障があったというふうに

受け取るのであれば、そうであったかと思います。シェアオフィスの導入に当たりまし

ては、東京に事務所をつくるまではいかないけれども、そういった場所を設けることに

よって、いろいろな方が東京に、今回は東京の事務所を御説明で申し上げてますが、全

国73カ所に事務所がございまして、近いところですと名古屋の駅前にもオフィスがござ

います。京都、大阪、あと金沢などにもあるようでございます。そういったところに行

ったときに、外に出てしまうとなかなかちょっとした時間を潰すというんでしょうか、

そういった場所もなかなか見つかりにくい、喫茶店でちょっと時間を潰すとか、そうい

ったこともあるのかもしれないので、そういったときに休憩・打合せの場所として使う

ことができたらよいのかなというふうに考えております。 

   他市町の実績等を調べてないということですけれども、その市町村ごとに考え方はあ

ろうかと思いますが、本町としては、積極的に職員を派遣しているということもござい

ますので、そういった職員が集まる場所としてもぜひ活用したいということもございま

して、ほかの市町村がやっているからというわけではなく、幸田町として必要があると

考えての導入でございます。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 次に、同じく66、67ページでありますけれども、幸田町の魅力発信事業

についての説明をお願いします。 

委員長 財政課長。 

財政課長 幸田町の魅力発信事業についてということでございます。こちらの事業の目的と

いたしましては、ふるさと納税を所管しております財政課としての目的が半分入ってる

わけですけれども、幸田町の魅力を広く全国に発信をし、幸田町のファンを獲得するこ

とで、イコールそれをふるさと納税の増進につなげていきたいという狙いをもって取り

組んでいる事業であります。具体的な事業の内容としまして主に取り組んでおりますの

は、幸田町にふるさと納税の御寄附をいただいた方を対象にまずアンケート調査を実施

いたします。そのアンケートを回答された方全員にオリジナルグッズということで、何

をと言ったら、実は幸田町の名入りのタオルなんですけれども、タオルをお配りしまし

て、さらにその回答をされた方の中から抽せんで町の特産品等を提供しまして、幸田町

を身近に感じていただきふるさと納税の増進、リピーターの獲得、そういったものに好

循環がつながっていかないかなということで取り組んでおる事業となります。 

委員長 ほかに。 

   13番、笹野君。 
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13番笹野康男君 私も財政課にお聞きをするわけでありますけれども、ふるさと納税の絡み

であります。来年度予算は30億を組まれたわけでありますけれども、12月の補正、要す

るに５年度は35億を目標に12月に補正を５億組まれたと。そして、３月の補正予算で３

億削られたと、こういう話でありますけれども、実際問題、ここ今は３月の今日で11日

であります。１月、２月、それと３月、１月、２月で結構ですけれども、そういう関係

で、12月では27億8,000万でしたか、寄附があったと、こういうことでありますけれど

も、１月と２月に関してはどういう形になってくるのか。そして、また果たして30億来

年度予算が本当にまともなのかということの判断ができるかなと、こういうふうに察す

るわけでありますけれども、そこらの点はどういうふうに考えておみえですか、お聞き

をしたい。 

委員長 財政課長。 

財政課長 それでは、まず１点目でございます。今年度の１月及び２月の寄附金の実績を申

し上げます。 

   まず、１月分でございます。概算9,700万円、１月9,700万円でございます。前年度同

月が１億100万円でございましたので、前年比96.4％やや下回った状況でございます。

加えて、続きまして、２月の実績でございます。２月は概算5,200万円でございます。

前年同月が6,500万円でございましたので、前年比80.1％ということで、２割ほど減少

しておる状況となります。トータルですね、２月分までの今年度のトータルが今現在29

億4,000万円となります。あと残り１カ月、３月分がここに加算されるわけですけれど

も、前年度が約１億円でございましたので、それに近い金額が入ると仮定しますと、ほ

ぼ大体30億円前後になるのではないかなという予想をしております。 

   それに対しまして、令和６年度の当初予算でございます。令和６年度当初予算、今、

委員がおっしゃられましたように、30億円当初予算を計上しております。これを見込む

のは実際非常に難しい、今はふるさと納税の競争が激化している中で、去年は33億、今

年も30億見込めるからといって、来年必ず30億円見込めるのかという確証を持つまでの

根拠は確かに難しいわけでございますけれども、ただ、私どもといたしましては、まだ

まだふるさと納税という制度がこれだけ随分浸透してきて、全国全ての自治体が取り組

まれている状況の中でまだまだ市場規模が大きく拡大している、１兆円に届きそうなほ

どに拡大しているという背景もある。なおかつ、今年は私どもの担当者のほうが、東京

ですとか埼玉とか、いろいろなところにふるさと納税のＰＲイベントに参加しているん

ですけれども、出席した担当者の肌感覚でございますけれども、幸田町のことを他県の

方が知らないのは分かるんですけれども、ふるさと納税の返礼品にエアウィーヴがある

ということ自体もまだまだ全然知られていないということを感じたと言っております。

そういった状況を鑑みますと、まだまだ今後増やしていく、伸びていくポテンシャルは

あるのかなと、一方で競争は非常に厳しいですけれども、まだまだそういう開拓する余

地はあるのかなということで、前年同額の30億円ということにさせていただいて、それ

に向けて取り組んでいきたいということでございます。 

委員長 13番、笹野君。 

13番笹野康男君 本当に今は、特にふるさと納税は皆さんそれぞれ寄附をされているという
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のは十分理解しておるんですけれども、特に１月１日に能登半島の地震があったと、こ

ういうことも含めて、寄附金がそちらに回るという話もありますし、また、マットレス

もいろいろな感じで、他社も出してきております。そういう点では非常に厳しい形のふ

るさと寄附金になるんじゃないのかなと想定するわけでありますけれども、しかしなが

ら、やはり、担当課としては本当に頑張って、まだこれから１年間あるわけであります

ので、頑張って予算執行に努めていただきたいなというふうに思っております。 

   もう１点でありますけれども、同じ絡みでありますけれども、基金の関係であります

けれども、先ほど丸山委員から５月末の基金残高を出せと、こういう話でありましたけ

れども、確かにそういうことを考えたときに、来年度の予算を組んだときに財調の残り

が大体12億ちょっとぐらい、教育基金が５億ちょっとである。大半はそれだと私は思っ

ておりますけれども、正直言って、12億の財調ですと非常に何か事が起こったときには

心配をするわけであります。財政運営の問題でありますけれども、正直言って、来年度、

実際問題、３月決算、９月決算のときにはどれほど繰越金が出てくるか分かりませんけ

れども、そこで財調がしっかり積めればいいわけでありますけれども、今の状況ですと

非常につらい部分が私はあるんじゃないのかなと。例えば、３月の当初の補正で結構マ

イナスを出して、それぞれの所管が上げてこられました。というのは、不用額自体が非

常に少なめに上がってくると、こういう感じがするんじゃないのかなと私なりに思うわ

けであります。そうしたときには、やはり、これからの財政運営に関しては非常に厳し

いことが起こってくる可能性が、だとしたらどうするんだと。だから、企業立地の関係

も非常に頑張ってみえるけれども、まだ即に税収が上がるわけではない。まだいろいろ

な経費がかかってくる、そういう一方であります。そういうことを考えたときには、本

当に幸田町の税収自体が、要するに町民税、個人町民税、法人町民税等々、やっぱり、

しっかり確保できるような体制をつくらざるを得ない、つくっていかなければならない、

こういうふうに思うわけであります。そうしたときに、やはり財政課として、本当に僕

が心配するのは、６年度はこれで70周年が終わるからいい、来年度はもう、再来年度は

71年ですから大きい予算はないわけでありますけれども、そういう予算はないわけであ

ります。それを、やっぱり、一般的に５億６億を、70周年分を回していけば何とかなっ

ていくかなと、こういう感じもせんこともないわけでありますけれども、だけれども、

そのときにはもう財調がゼロになる可能性が非常に秘めておる。本当にちょっと心配を

しておるのが現状だと私自身は思っております。だから、何か本当にいい手当があって、

お金が、税収が増える体制があれば、そんなに心配することはないわけでありますけれ

ども、本当にこれからの町財政運営並びに行政運営に関して、やっぱり、どういう形で

財政は考えてみえるのか、本当に私が心配ばかりしていてもいかんわけでありますけれ

ども、僕はどちらかというと、それいけ、やれいけのほうなんですけれども、どちらか

というと、借金をしてまでもやっていけやと、こういう考え方が強いわけでありますけ

れども、そればかりは言っておりませんので、そこらの点を一つ、財政課長としてどう

いうふうに考えて、今後、この一、二年特に思われているのか回答をいただきたい。 

委員長 財政課長。 

財政課長 まず、１点目のふるさと寄附についてでございます。御心配いただきますように、
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確かに本町はふるさと納税は30億円を平均的に近年キープしておるとはいえ、来年以降、

楽観視できる状況ではないのは確かでございまして、今後もまだまだ周知、ＰＲ、宣伝、

広告、そういったものに取り組みながら、何とか30億円獲得できるように取り組んでい

きたいというふうには考えております。 

   それから、全体の財政運営の考え方ということでございます。笹野議員が御心配なさ

れるように、財政のほうを預かる身としても若干心配する部分はあります。特に、財政

規模がここ近年、毎年大きくなっております。コロナ前は大体、令和２年がコロナ前だ

としますと176億円だったのが今回207億円ですので、30億円増えておる状況であります。

ただ、その増えた要因というのは、やっぱり、コロナであったり物価高騰であったり、

そういった非常時であったことを積極的に財政支出をしてきたということの積み重ねだ

ったと思っております。ただ、これでコロナが明けましたので、今後はそういったもの

については、機を見て切りにしていく、そういった決断も一方ではしていきながら、や

はり、財源の獲得のほうが重要かなというふうに思っております。これはちょっと私の

個人的な意見も一つ入っているんですけれども、財源といいますと国や県の補助金とい

うものもあるわけですけれども、いわゆる各所管課が様々な事業を取り組むときに、本

来であれば財源を念頭に置いた上で事業の仕組みを構築していく必要があると思ってい

ます。ただ、歴史的に、私も含めてですけれども、幸田町は比較的裕福な財政状態が続

いておりましたので、その財源を獲得するという意識が若干ほかの市町の方とお話をす

るとちょっと薄いのかなという気がしておりました。ですので、私ども財政課といたし

ましても、国、県の補助金、補助事業、補正予算、そういったものの動向を注視しなが

ら、各課には状況提供していきながら、何とか特定財源の確保を少しでも進めていきた

いというふうに考えております。 

   それから、ちょっと前後しますけれども、歳出予算のほうは、先ほど申し上げました

ように、一定程度成果を達成したものは切りをつけていくということが、やっぱり、そ

の繰り返ししかないのかなと思っております。その一方で、ちょっと長期的なスパンに

なってしまうんですけれども、従来から幸田町が取り組んできておりますように、住宅

開発、区画整理事業等で、これから人口を増やしていくのはなかなか難しいんですけれ

ども、なるべく人口減少を先延ばしするといいますか、とどめるといいますか、そうい

った開発の取組と併せまして工業団地の開発、こちらも精力的に進めておるわけでござ

いますけれども、企業誘致、企業留置も含めた税収の獲得、安定的な財源の獲得を、一

方では、やはり長期的な目線になるのはやむを得ないと思ってますけれども進めていく、

そのような両輪でやっていくのかなというふうには財政課としては考えております。 

委員長 13番、笹野君。 

13番笹野康男君 確かに町民のいろいろな要望等々を区切り、折において、やはり、予算組

みというのは非常に難しい部分があります。だろうと、こういうふうに思うわけであり

ます。こちらを立てればこちらが沈むというような予算組みも当然あるのかなという感

じがしますけれども、しかしながら、町民は勝手にあれが欲しい、これが欲しい、あれ

をやってほしいと、こういう要望ばっかりであります。それをどういう形で精査しなが

ら進めていくのかな、これは財政がしっかりした考えの下で進めていってほしいなとい
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うふうに思います。 

   財政に関してはこれでいいわけでありますけれども、もう１点は70周年記念の関係、

企画に聞くのかなとは思うんですけれども、総務でもいいんですけれども、要するに、

各団体に補助金を出してみえますよね、毎年、違う。その中で、この70周年記念に特化

して倍額じゃないですけれども、２割、３割の増額を含めて補助金を出してみえる部分

が多々あるわけでありますけれども、そういうことに関して、各団体への要するに一覧

的なものを出していただけるかどうかという、各種団体に対して。例えば、たこにして

も何でもそうですけれども、そういう関係で資料的に出してくれりゃいいわけでありま

す。ここで答えを言えと、こういうわけではありませんけれども、各種団体の要するに

補助金を昨年度と比較して、例えば50万円アップだよ、100万円アップだよ、500万円ア

ップだよと、こういう形のものを出していただければいいのかな、こういうふうに思っ

ております。それを出していただけるかどうかという話でありますけれども、総務課で

もいいですけれども、どちらでもまとめて出していただければ結構だと思いますけれど

も。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 補助金を上げたということは、すみません、把握はしていないところがある

んですけど、実際のところ、補助金の増額といったところはないのかなというふうには

思っております。ただ、事業を実施するときに申請いただきながら、冠につけてもらう

であったり、どこを活用してもらうということは受け付けていきますが、ちょっと詳細

まで各課に一度聞いてみないと分らないところはございますけど、補助金を70周年のた

めに上げたといったことは、私の中ではないというふうに今思っておるところです。確

認させていただきます。 

委員長 13番、笹野君。 

13番笹野康男君 よろしくお願いをしたいと思います。 

   先ほどの住民課のシェアオフィスの関係でありますけれども、これは、私は非常に期

待をしておるわけであります。本当に100万円程度と言ったら怒られますけれども、の

予算の中で、東京へ特に首長、各所管も行かれるわけであります。そうしたときに、や

っぱり、国会での担当と話したときに、終わったときに一休みできる場所、打合せがで

きる場所、こういうのはやっぱり僕はあるべきだと、こういうふうに私は思っておりま

す。そういう点では、我々議会人も東京へ行ったときには、要望等々に行ったときには、

一緒に使わせていただくこともできるし、私はいいのかなと。これはもっと早くやるべ

きじゃなかったのかなと、逆にそういうふうに思っておりますので、いい形で使われる

ような体制をしっかり取ってほしいなというふうに思っております。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 シェアオフィスについての温かいお言葉ありがとうございます。４月20日以

降、このまま予算をお認めいただきましたら、４月20日以降の利用開始となるというお

話を聞いておりますけれども、またそのタイミングになりましたら、まずは仮のアカウ

ントの発行を私どもでさせていただきまして、それで、それぞれの皆様が御自分で会員

サイトというんですか、そういったところで本アカウントへの登録をしていただくと利
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用ができるという形になると聞いております。速やかに利用開始ができるように御案内

等はしっかりさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 13番、笹野君。 

13番笹野康男君 よろしくお願いをしたいと思います。 

   それと、予算概要の13、14の国際化の事業でありますけれども、要するにカンボジア

の関係であります。先ほど稲吉委員のほうからもお話があったんですけれども、私は、

カンボジアに関してはもういいんじゃないのかなという感じがしてならんわけでありま

す。簡単にいいんじゃないかと、こういうことは不謹慎かもしれませんけれども、やは

り、国際交流会のほうも関係は持ってみえるとは思います。高校生も、ライオンズの関

係で何年前かに幸田高校生を連れていかれたと、こういうふうに私は記憶をしておるん

ですけれども、でも、ちょっと東南アジアは心配なんですよね。行かれて何か事故があ

ったらえらいことかなというふうに思うわけでありますので、そろそろこの関係はもう

どうかなと、こういうふうに私自身は思っていますけれども。何か特別にこういうこと

だから行かにゃならんと、こういうことだからやるべきだということがこのカンボジア

の訪問に関してはあるのか、ないのか。そこらをちょっと教えていただきたいなと、こ

ういうふうに思います。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 ありがとうございます。カンボジア訪問事業についてのお問合せです。まず

もって、覚書に基づいた交流事業を復活させたいというのが強い思いでございます。過

去には、先ほど申しましたが、副知事に、10年前、来ていただいたこともあります。そ

して、幸田高校生が訪問して身につけた感覚というのは、国際的な感覚というのは今に

きっと役に立っておるのかなというふうには推察するところでございます。当時行かれ

た幸田高校生も、自分たちで企画しながら、どのような過ごし方をするかというような

ことも考えて企画をして、実行しておるというようなことは書類を見て確認しておりま

す。そのときも成果があったというような声をいただいたというふうに認識していると

ころでございます。まずもって、これがあるから今から訪問に行くというわけではなく、

止まっていた交流関係を、覚書に基づき再開させていただきたいという思いでございま

す。そして、心配されるというお声がけをいただきました。もちろん私どももそういう

ふうには思っておりますので、何か交流を再開させるにも事前に調査をさせていただき

ながら、町としての判断をしっかりしていきたいというふうに考えておるところでござ

います。 

委員長 13番、笹野君。 

13番笹野康男君 これは正直言って、誰が行かれるんですか。何名行かれる予定ですか、予

定だけです、教えてください。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 公式訪問となりますので、町長、そして議長さん、そして幸田高校の関係者、

校長先生がふさわしいかなとは思っておりますが、そういった方々に行っていただきた

いという思い、そして、プラス事務方の計５名を今予定しているところです。 

委員長 ここで、途中ではありますが、昼食のための休憩といたします。 
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   午後は、１時から会議を開きます。 

                             休憩  午前１１時３９分 

                             再開  午後 １時００分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   ここで、税務課長並びに企画政策課長から発言の申出がありましたので、発言を許し

ます。 

   税務課長。 

税務課長 午前中に丸山委員から御質問いただきました、法人町民税の法人税割令和６年度

当初予算５億5,000万円、これにつきまして、現在この５億5,000万円につきましては税

率６％で算出をさせていただいておりまして、制限税率であります8.4％を７号法人以

上に適用した場合の試算という御質問につきまして、今から御回答させていただきます。 

   令和６年度当初予算５億5,000万円法人税割につきまして、このうち７号法人以上の

収入のほうは約８割、金額にしますと約４億4,000万円を見込んでおります。この４億

4,000万円が税率６％ということで、これを制限税率であります8.4％で計算をした場合、

約６億2,000万円となります。６％で４億4,000万円、8.4％で６億2,000万円、約でござ

いますけれども、差し引きしますと１億8,000万円程度が増収するというふうに見込ま

れます。御解答が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 

   以上になります。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 午前中に笹野委員から70周年に関わる一覧表をということで資料の御提出を

求められました件につきまして、戻って調べたところ、夏まつりなどは実行委員会のほ

うに補助金を出して運営していただいておるという確認が取れました。つきましては、

それらを含めＲ５年度まで実施しておった既存事業、継続しておる事業にＲ６年度が幾

ら上乗せして事業をしているかというのが分かるような資料の一覧を御提出させていた

だきたいと思います。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ７番、田境君。 

７番田境 毅君 すみません、午前中の中で合併70周年の事業に関して少しぼやっとした部

分がありましたので、２点ほど確認をさせていただきたいと思います。 

   まず、１点目です。合併70周年でいろいろな事業が今回予定をされます。総額が幾ら

になるかを教えてください。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 70周年に関します総額でございます。令和５年度そして令和６年度と実施し

てきました。予算書ベースにはなりますが、令和５年度が883万円、そして令和６年度

が５億1,353万円、トータルが５億1,353万円となります。すみません、トータルのほう

です。トータルが５億2,246万円でございます。すみません、訂正させていただきます。

そして、令和５年度実施事業数としましては５件、令和６年度が69件、トータル74件の

事業となります。 

委員長 ７番、田境君。 
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７番田境 毅君 ありがとうございます、分かりました。 

   それでは、ちょっと私のほうからは、防災安全課のところで２つ事業を確認をさせて

いただきたいと思います。 

   まず、予算書でいくと69ページに書いてあるところになりますが、安全テラスセンタ

ー24の運営事業です。細かいところが議案説明会資料の23ページに書かれておりますの

で、こちらをちょっと見ながら確認をさせていただきます。 

   こちらのほうは、一般財源で1,486万4,000円を計上しておりまして、先ほど午前中に

も少し答弁がありましたが、令和６年度は新規のファーストミッションボックスの導入

など９つの事業をこれから検討していくということになっているかと思います。ファー

ストミッションボックスについては、もう先ほど聞いたとおりですので、そこは理解を

しております。その中で、実際に実績を見ますと、23の行政区全てにおいて防災訓練を

実施をされてきております。区ごとにそれぞれ適切な指導をされているというふうに私

も承知をしておりますが、この23の行政区を見てみると、やはり地域の特性ですとか、

規模感も全然違うところもありまして、それぞれの行政区での強みですとか弱みがある

んではないかと考えております。この防災訓練を継続してやられてきた中で、特に今後

予想される大規模災害、こちらに備えて改善すべき弱みの部分が把握されておりました

ら、そちらを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 委員が言われます、23区の地区の防災訓練、これは令和４年、令和５年と、

23区全ての区でやっていただけてありがたいことでございます。その中で我々も一緒に

参画する中で、やっぱり議員がおっしゃるように、いろいろと見えてくる部分というの

か、弱点とおっしゃいましたけれども、そういったものも見えてきました。その中で比

較的新興住宅街といいますか、新しくできた地区においては、どうしても若い世代であ

り共働きをしているので昼間になかなかいない世代であったりだとか、どうしても近所

付き合いというのが希薄化されてます。古くからある従前の地区に関しましては、向こ

う３軒両隣の関係というか、そういった近所付き合いというのはできているんですけれ

ども、ちょっと場所によっては高齢化して、そういう援助する人が増えてくると、そう

いったことがあります。それを、そういった特性を踏まえて、今後も次の地区の訓練の

次のステージに向けて動いていきたいと考えております。 

   以上です。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 地域ごとの今の実態は把握をされているということで理解をしました。実

際に、やはり、市街化調整区域と市街化区域という面で見ても、地域の環境には違いが

あるというのが実態でありまして、そういった認識で我々もおるわけですが、今回６年

度の事業の中にも書かれております、例えば行政区に対してどういったことをやられる

か、それから小中学校で何をやるのか、それから要支援者にどうするのか等々がこれは

書かれておりまして、それぞれ網羅されていると思うんですが、この中に行政区として

今の強み弱みの部分も踏まえたカリキュラムを、これでいくと多分２つ目のポツで各種

研修のところにはまるのかなと思うんですが、そういった観点もしっかり入れながら、
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今後の災害に備えた構えを取る必要があるのかなというふうに感じておりますので、ぜ

ひそういったところの観点を進めていただきたいなと思います。いかがでしょうか。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 御意見ありがとうございます。今、委員が言われた中で、来年度に新しくと

いうのか、この中で進めていきたいこととして、地区訓練を我々は一緒にやっているわ

けですけれども、そこでちょっとモデル地区、できれば新興住宅街の地区とそれから古

くからある従前の地区、できれば２つぐらい、できればですけれどもモデル地区として

幸田町の一つのモデルとするような地区訓練の在り方、こういったことを一緒になって

進めていきたいというふうに考えております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 訓練のほうをぜひお願いしたいと思います。 

   それと、もう１点ですが、次のページの24ページにあります、中日サバイバルキャン

プについてであります。こちらは新規の事業で、午前中もちょっとさわりがありました

が、予定をされております。一般財源で170万円を計上して、これは中日新聞の共催と

いう立場で、幸田中央公園での１泊２日のサバイバルキャンプを通じ、災害に役立つ知

識ですとか、技術を楽しみながら身につける、そういったものであると理解をしました。

今回これを70周年の冠をつけてやるというものを考えると、ここに記載をされているも

のはグッズなんかにいろいろと70周年のＰＲをしながら配れるようにするようなことが

書かれておりますが、この事業、サバイバルキャンプ自体は70周年をきっかけにやるん

ですが、この先もサバイバルキャンプ自体は継続をされるものなのかどうなのか、そこ

を確認したいと思います。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 委員の御質問の中日サバイバルキャンプ、こちらは中日新聞社が防災のプロ

ジェクトということで、避難生活の体験プログラム、こちらを年９回、今年で９年目に

なるそうですがやっております。来年は、これが中日新聞社としても10周年、我々も70

周年ということで一緒にコラボできないかなということで、70周年の冠をつけてやるこ

とになりました。はい。こちらは、中日新聞さんがこの９年やられてきたノウハウとか

がございますので、そういったものを勉強しながら、我々で単独でやれるようなもので

ありましたら、今回が100人規模のものでありますので、その辺をちょっと検討してい

きたいというふうに考えております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 状況は分かりました。 

   最後になりますが、今の話で継続をされるということであれば、今回は幸田中央公園

ということで計画をされるわけですが、今、町内ではやっぱり里山づくりが結構積極的

に行われておりますので、こういった場所も広く使いながら町内の活性化も含めて、こ

ういったアイテムを活用できるといいのかなって思ってまして、そういった広がりを見

せるというか、町内でどう動いていくか、有利に利活用するという面でどう考えられて

いるのか、考え方を教えてください。 

委員長 防災安全課長。 
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防災安全課長 ありがとうございます。今回、お隣にある中央公園で100人規模の実際１泊

２日のサバイバル体験ということでやってもらいますが、里山等を利用するという件で

す。こちらは、やっぱり、親子で来ていただくんですけれども、どうしても移動手段が

車とかになってきますので、里山の場所によってはちょっと駐車場の問題等がございま

す。それと、今回は動員するスタッフが50人ぐらい中日新聞さんといろいろボランティ

ア学生とかも含めてということでありますので、そういったところもちょっと勉強させ

てもらいながら、今後やっていけるかどうかという可能性もちょっと模索しながらとい

う形で進めていきたいと思います。 

委員長 ほかにございませんか。 

   14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 68、69ページですが、安全テラスセンター24の運営費、ファーストミッ

ションボックスについてお尋ねしたいというふうに思います。 

   これは、避難所運営キットになるわけですけれども、これを委託をするというふうに

なっているわけですけれども、これはどこに委託をしてやっていくのかお尋ねしたいと

思います。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 ファーストミッションボックス、こちらはちょっと登録商標がある商品でご

ざいます。こちらが危機管理研究所というところが権利を持っているというのか考案し

た場所でありますが、こちらのところに委託をするという形になります。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 誰でも運営所が開設できるというようなことで非常にいいなというふう

に思ったんですけれども、そうしますと、例えば指定避難所にこれは全てに置くのか、

それとも、どのような形態で運営をしていくおつもりなのかを伺いたいと思います。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 すみません、先ほどの危機管理研究所と言ったと思うんですけど、正確には

危機管理教育研究所の間違いでした。すみません。 

   こちらのファーストミッションボックスを基幹的避難所となる小中学校、高校のもの

であるのか、それとも公民館だとかいうのでうちは71カ所全てあります。そういった中

で、今回考えているのは公民館タイプというんですかね、公民館クラスのファーストミ

ッションボックスを実施していきたいなというふうに考えております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 分かりました。公民館等に配置をして、実際これは防災訓練等でも使え

るようになるのかどうなのか、再度お尋ねします。 

   それから、次に、70、71ページですが、庁外外構整備工事の必要性について伺いたい

と思います。先ほど午前中のほうにいろいろと平場にして、そしてバリアフリー化をし

て、いろんなキッチンカーを置いたりとか、そういう目玉事業にしたいようなことであ

りましたけれども、実際この必要性があるかどうかお尋ねしたいと思います。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 ファーストミッションボックスを防災訓練で活用していけるかということな
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んですけれども、各23区でやっている地区訓練、こちらのほうにぜひ活用していきたい

と考えておりますので、よろしくお願いします。 

委員長 財政課長。 

財政課長 庁舎外構整備事業の必要性という御質問でございます。こちらの事業内容につき

ましては、午前中に御答弁させていただいたとおりでございます。現在のカフェに改修

し、令和４年度にはアイボのふるさと幸田町という形で、アイボを活用した町のＰＲ、

ふるさと納税の増進にも寄与するように取り組んできておるところであります。集客の

ほうも、改修する前は一般的ないわゆる職員であったり職員関係者が食事をする、そう

いった利用を除く一般的な方が利用することはほぼほぼ皆無に等しい状況だったのが、

今は月当たり300人、400人あたりが平均的に来庁するようになっております。そういっ

た効果、そういった実績を踏まえまして、今後さらにそういった効果を向上させていく

ために、現在のカフェの南側を大幅に改修しまして、駐車場からのアクセスも実際ちょ

っとあまりよくない、スムーズではないというところも解消しつつ、バリアフリー等に

も対応しつつ、来庁者の増加、にぎわいの創出、観光客の増加、そういったものの効果

を期待して実施するものでございます。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 役場庁舎にはカフェを導入をされて、いろいろと利用率も上がってきて

いるわけでありますけれども、町長の公約として、中央公園におしゃれなカフェを誘致

をしたいというようなことで計画もして、進められて、公募もかけてこられたわけであ

りますけれども、それが頓挫している状況の中で庁舎を今度は使って、さらに拡幅をし

ていこうという、その必要性が実際あるのかというふうに思うわけであります。あそこ

には石があったり樹木があったり、いろいろと庭園風な感じで整備をしてきたところで

あります。それをどかして、そして、いろいろとやっていくということはいかがかとい

うふうに思うわけでありますけれども。実は、福祉産業建設委員会で視察に行ったとき

に、大垣市役所、ここも新しい市役所になっていたわけですけれども、その導入のとき

に昼休みにキッチンカーが来たりとか、いろいろくつろぐ憩いの場所になってたという

のがあって、いいなというふうに思ったわけでありますが、しかし、それは、やはり、

もう少し何て言うんでしょうか、広いところでゆったりとしたところで川も流れている、

そういうような状況でありました。今現在、幸田町の役場庁舎がどういう状況かという

と、私は本当に手狭になってきている、こういう状況の中で確かに幸田町のＰＲは大事

かもしれませんけれども、働く場所が手狭で本当にカニ足状態で庁舎内の移動をしなき

ゃならんというような、こういう役場の１階庁舎の状況も見ておりますと、本来はそう

した人口増に備えた庁舎の増築というのを考えていくべきじゃないのかなというふうに

思うんですが、カフェが大事か、役場庁舎の増築が大事か、その辺のところも、やはり

住民がもっと訪れたときに役場を利用できる、利用しやすい、そうした環境こそ整える

べきではなかろうかなと私は思いますが、いかがでしょうか。 

委員長 財政課長。 

財政課長 ただいま丸山委員がおっしゃられた必要性、ただでさえ人口増加、職員も増えて

おりまして、仕事も増えておる中で手狭になっているという実態は確かに日々の仕事の
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中で感じる部分はあります。そういった面を解消する上で、将来的にはどこかのタイミ

ングでやっぱり庁舎の増築とか、そういったことは並行して考えていく時期に差しかか

っておるということは十分認識はして感じておるところでございます。その中で、ちょ

っと言ってることは矛盾してしまうかも分かりませんけれども、そうは言いつつも、今

せっかく軌道に乗りつつあるアイボカフェが、まだ、これからアイボという一つのもの

を中心にいろんなまちづくり、町のＰＲ、そういったものに発展していく可能性が見え

てきたわけであります。例えば、ささいな例ですけれども、アイボの七五三とかそうい

ったイベントをするときに、全国からアイボオーナーが集まる。そのお客さんは、遠方

から来たので、天の丸に宿泊して帰る。そういった流れも、僅かではありますが出てき

ておりました。そういった可能性があるものは、ただでさえ観光産業の少ない本町にと

っては非常に貴重な観光資源かなというふうに思いまして、一方では、手狭になるとい

う状況もある中で、それはそれで必要なことかなと思って今進めさせていただきたいと

考えておるところでございます。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 外構整備工事一式を見ますと、4,165万8,000円を投じて整備をするわけ

であります。中央公園のところの整備はちゃんと駐車場も確保、そして場所も確保して

ある。そういう状況の中で、そちらのほうで整備をすれば、つつじ会館と一体になって、

そして改修しながらゆったりと使っていただける、そういうものになるんじゃないかな

というふうに思うんですけれども、わざわざこの庁舎の敷地内の中でやる必要性がどこ

にあるのかと。無駄銭になってしまうんじゃないかと思いますが、その辺のところで、

やっぱり、アイボがいつまで続くか分かりませんし、また幸田町のＰＲ観光事業として

発展させていきたいという気持ちは重々分かるわけでありますが、しかし、場所も確保

しているところがあるなら、そういったところでの活用を見出していくべきじゃないか

なと私は思いますが、いかがでしょうか。 

委員長 財政課長。 

財政課長 一方で、確かに中央公園整備事業ということで多額の費用を投資しながら、公園

おしゃれカフェの誘致、そういったものも進めておる中で、手狭である庁舎の既存の敷

地内でやるというのはまたちょっと矛盾があるのではないかというところで、確かにそ

の部分だけ取られてしまいますと、そういった部分も否定できないのかなというふうに

は感じてしまう部分もありますけれども、同じことを繰り返すようで大変恐縮ですけれ

ども、今回の事業は一応70周年記念事業の一環というふうにも位置づけておりまして、

必ずしも70周年として取り組む必然性はないわけでございますけれども、令和６年度は、

この70周年を迎えて、予算ですとか施政方針のフレーズの中にもうたっておりますけれ

ども、元気に希望を取り戻すという将来展望に向けまして、来庁者を増やしてにぎわい

をつくって盛り上げていく、そういった一つの起爆剤としても効果を見込んで、この機

に、令和６年度に4,000万という多額の予算になりますけれども取り組みたいという思

いもございました。 

   以上です。 

委員長 町長。 
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町長 改築整備工事で4,000万円、大変多額な額であります。今、本当に中央公園と役所、

役所ももうできて40年近くになりまして、今まで小さな木だった松林も、一時は駐車場

のほうの松も倒れてしまう、役場の前の今回ハミングバードカフェのところも昔から植

えた木が物すごい木となりまして、かなりの台風等が起きると必ず翌日には木がたくさ

ん折れているということであります。役場の庁舎全体のため池のほうも含めて、ちょっ

と間違ったらごめんなさい、昭和60年か61年に建てた庁舎の周りの植林がかなりそのま

まにしてあるという状態であります。緑は緑であれでいいという方々もあります。今、

丸山議員のほうから、庁舎が手狭なので職員の体制づくりのためにもそういうのに充て

たらどうかと、本当にうれしいことであります。庁舎自体は、これからもし増築しよう

とすると、かなり賛否両論が渦巻くんじゃないかなと思っております。今の場所では到

底職員の、臨時的に庁舎を増築して職員の各会議室が足りなくなったのを対応するんで

あれば、もう少しもっと違う形で、保健センターから今は借地をしております旧薬局屋

の前の土地も含めて総合的に考えた上で建設する必要があります。さっきも言いました

ように、歩道橋が、岩堀のほうから来ると歩道橋、ちょっとみすぼらしいかったかもし

れませんけど歩道橋が取れまして、そして、中央公園へ行くための歩道設置も皆さん方

に要望いただいて、きれいになりました。そして、夜もお昼も中央公園はとってもたく

さんの方々が集まっていただくようになりました。そういった意味で、全体のデザイン

のことを考えると、役所のトイレもきれいにさせて、役所前のトイレもきれいにさせて

いただきましたけれども、やはり、旧態依然としてある木の植栽をもうちょっと考えた

ほうがいいんじゃないかなという時期が来たと思っております。それを庁舎の外構工事

として、今、担当のほうも言いました、これだけ県外の方が土曜日を含めて、わざわざ

アイボを楽しむために来てくださるとなると、もうちょっとやっぱりいろんな方々がそ

こを訪ねてきて、何度もリピートはしてくれるんですね。でも、やっぱり、その方々が

リピートしてくれるためにも、庁舎の一風情というものを、いろんなところで幸田はど

うだったって情報発信するわけでありますから、やっぱり整えるべき時期が来たと思っ

ております。森というもので木を削るということについて私も大変ためらいはあります

けれども、あれだけ役所の真ん前に大きな木が大木としてありますともうちょっと考え

たほうがいいということで、今回の外構整備工事を整える意味でも、木をうまく使うと

いう視点も議員さんのほうから頂いておりますけれども、一つ、アイボの連携等を含め

まして、ちょっとスポット的に変えたほうがいいかなということで提案をさせていただ

きました。庁舎全体ということと、中央公園の実は残念ながらおしゃれなカフェ、レス

トランというものが公約でありながら、うまく民間事業さんが来ていただけないという

ことも含めまして、もうちょっと公園、役所、そして外構の木の植栽、ため池、そして

また借地をしている土地も含めて、保健センターの土地も含めて、将来的にやっぱり考

えていくための順次一つ一つ整備していく流れの中での今回の工事ともし思っていただ

ければありがたいと思いますけれども、皆さん方がそれぞれその使い方について様々な

議論をいただくことは本当にありがたいと思っております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 町長の思いや、それから、40年近くたって、庁舎の全体像を考えた場合
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の配置等もいろいろと言われますと、なるほど、そうなのかなと思う部分もあるわけで

すけれども、しかしながら、今回のこれは何か思いつきの事業のように見えてしまうわ

けであります。それなら、それでもっと前からこうした状況であるということを、やっ

ぱりきちんと提案をしながら、そして考えていく。そういうことであるなら皆さん合意、

納得と、こういうふうになるというふうに思うわけでありますけれども、やはり、これ

がトップダウンでそのまま出てきたというような感じを受けるわけであります。ですの

で、その辺のところをもう少し議会のほうにもそうした提案、相談、そして計画、そう

いうものも知らせていただきながらやれば、こういう質問も出ないわけでありますので、

その辺のところは、やっぱり、これから全体的なものについて計画、こういう計画があ

るならきちんと提案していただきたいというふうに思うわけであります。 

   次に移ります。72、73ページでございます。長嶺東山地区の工業団地開発事業であり

ますけれども、これは先ほども長嶺の協議会のほうから、企業庁の開発でというのが出

たということであったわけですけれども、以前にここの開発については民間開発だとい

うようなことで進めてこられた経過があるんじゃないかなというふうに思うんですが、

それが地元のほうから企業庁提案ということであったというのは、どのような経過でそ

のようになったのかお尋ねしたいと思います。 

委員長 企業立地課長。 

企業立地課長 午前中のときにも答弁させていただきましたが、昨年の令和５年の11月と令

和６年２月に役員会を設けまして、企業庁による開発で進めるのか、それとも民間によ

る開発で進めるのかというのを実は協議しました。そうした中で地元からは、やはり、

民間による開発になりますと農地転用の絡みもありまして、４ヘクタール未満での開発

しかできません。この長嶺東山地区については全体で約13町歩弱の12ヘクタールちょっ

との面積がございまして、やはり地元としては、４ヘクタールずつのちょっとずつの開

発ではなくて、12ヘクタール強の面積を一気に開発をしていただきたいと。特に道路側

のほうは心配ないけれども、フタバ産業に近い山側のほうは、ひょっとしたら４ヘクタ

ール、４ヘクタールと開発してく中で残ってしまう可能性もあるんじゃないかと、民間

さんの開発によるとそうなってしまうおそれがあると。そういった心配の声をいただき

まして、やはり、一体で皆さん同じタイミングで開発をしていただきたいという声が多

くて、最終的に企業庁による開発を進めていくというような話になりました。ところが、

民間開発をなぜ検討しておったかといいますと、ここに進出をしていきたいという企業

側のほうが早く開発したいというところがありまして、企業庁による開発によりますと

結構時間がかかるというのがちょっとデメリットとしてあります。そういったことがあ

って民間開発も含めて検討しておったわけですが、最終的には地元の意向を聞きながら

調整をした結果が、企業庁による開発というふうになった次第でございます。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 令和５年の５月22日から12月28日まで、これは株式会社オオバによる造

成概略設計、それから、地区計画案等の作成業務などを委託をされております。これは

12.4ヘクタールについての計画でありますけれども、これが、このときになぜもっと早

くそうしたことが、企業庁の開発でいきたいということであるならば、これが反映でき
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たというふうに思うんですけれども、民間開発ということでこうした造成の概略設計作

成をやられたのか、その辺のところはここでのデメリット部分が出てくるのかどうなの

かお尋ねしたいと思います。 

委員長 企業立地課長。 

企業立地課長 令和５年度の事業としまして、概略設計等業務を進めて確かにきたわけであ

りますけれども、もっと早い時期にこうした調整ができないかというお尋ねかと思いま

すけど、それについても、実は地元の役員とはどういうふうに進めていくかという協議

は内々にはしておりました。ですが、やはり、我々としては、開発していく上で企業側

の進出したいという意向も聞きつつ地元の意向も聞きつつということでありまして、や

はり、そこをうまくマッチングしていくことが行政としての中間に入る立場かなという

ところでありまして、そうした中で企業側のほうにもある程度のスケジュール、最短で

のスケジュールで確約はできませんけどこのスケジュールでもし造成できたとしたらと

いうところも含めまして最終確認を取ったところ、それであるならいいということも、

いろいろ進出した企業が複数あるわけですけれども、聞いた中でオーケーもいただきま

したので、そうした中で地元の意向も聞いた上で、やはり、最終的にはこういう結果に

なったということであります。そうしたことを概略設計につきましては、企業庁による

開発においても民間の開発においてもどちらにでも使えるという業務でありますので、

そうした両方に使える絵を描いてきたということでありますので、そうした中での結論

に至ったということであります。よろしくお願いいたします。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 そうしますと、企業庁の開発を進めるとするならば、これが開業はどれ

ぐらいのめどになる計画になっているのかお答えください。 

委員長 企業立地課長。 

企業立地課長 今ですと、企業庁による開発になりますと、最短でいきますと令和８年度に

開発決定、開発公表というふうになりますので、その開発公表した後に造成工事のほう

に入って、用地買収で土地売買契約を結んで、それが完了した後に造成工事に入る流れ

となります。今、造成工事のほうも、同じ須美のほうでやっている面積が約13ヘクター

ル弱なんですけれども、同じような規模でというふうでいきますと、須美のほうは３年

ちょっとかかる見込みで工事をやっておりますので、恐らく長嶺につきましても３年か

ら４年の工事がかかるんではないかなというふうに思っておりまして、令和８年度にス

タートしますと、８、９、10、11には建物が建てれるというのが最短になろうかと思い

ますけれども、ひょっとしたら令和12年度に、11年度に工事が完了して12年度建物を建

設、13年度操業というふうになるかもしれませんが、そこにつきましてはあくまでも見

込みになりますので、御理解いただきたいと思います。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 分かりました。 

   次に、74、75ページの地方公共団体情報システムの標準化に関する移行業務について

の説明をお願いします。 

委員長 ＤＸ推進担当課長。 
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ＤＸ推進担当課長 委員がおっしゃられる標準化につきましては、こちらにつきましては、

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律というものが施行されまして、日本全

国の自治体が2025年までに国の標準仕様に基づいたシステムに移行することというもの

になっております。その中で令和５年度につきましては、前年度、今年度につきまして

は比較分析ということで、標準化の仕様書と今現在の幸田町の仕様を見比べて、何が差

異があるかどうかというのを調査をしました。令和６年度につきましては、それに基づ

き課題を抽出し、今後、幸田町の運用について原課と調整を図っていくというものにな

ります。ただ、その中で一番費用的にかかるものについては、いわゆるデータの移行と

いうものになります。今現在、幸田町の基幹系、いわゆる標準化のシステムが20業務あ

るわけなんですが、そちらにつきましては、あるデータセンターのほうにクラウドサー

ビスということで利用しておりますが、それが今後国の調達によるガバメントクラウド、

ちょっと難しい言葉になりますが、簡単に言うと国の調達をしたデータセンターに移行

するというものになっております。そちらにシステムにデータを移行するということの

作業が発生します。その中で令和６年度は、データの移行に係る分析をするというもの

になっております。今現在、運用しているシステムの中にもいろんなデータ、実際のこ

とを言うとごみというか、使われてないデータ、そういったデータもありますので、そ

れをクレンジングする作業、そういったことを中心に令和６年度は業務を遂行していく

こと。また、この関係につきましては、先ほど説明した2025年に日本全国の自治体が稼

働運用開始をするということになっておりますので、それに向けた職員の新しいシステ

ムの操作研修、本番のデータ移行、あとは国の調達したデータセンター、ガバメントク

ラウドといいますが、そちらの設定等々を７年度に実施するというものであります。今

現在、本町のスケジュールとしましては、2025年いわゆる令和７年度なんですが、令和

８年の１月末に運用開始を目指しておると。ですので、その目標に向けて、今構築作業

を進めているというものになります。よろしくお願いします。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムに移行をするとい

うその作業でありますけれども、令和８年、いわゆる今年度と来年度で完全移行という

ことなんでしょうか。 

委員長 ＤＸ推進担当課長。 

ＤＸ推進担当課長 今、委員がおっしゃるように、一応構築作業としましては、もう既に令

和５年度から始まっております。来年度の令和６年度データ移行、令和７年度に正式な

移行という形になりますので、先ほど説明した令和８年の１月末の運用開始に向けて、

スケジュールどおり今は進んでいるという状況にあります。また、先ほど説明したよう

に、日本全国どこの自治体も運用開始という方向で進んでおりますが、実際のところ、

それが2025年に運用開始が難しいという、移行困難システムという課題を持っている自

治体も実際のところはあります。そういった団体については、デジタル庁のほうで公表

されてるということを補足で説明をさせていただきます。 

   以上です。 

委員長 14番、丸山君。 
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14番丸山千代子君 この標準システムに移行をすることによって、幸田町の事務作業という

のがどのように変わるのかお尋ねしたいと思います。 

委員長 ＤＸ推進担当課長。 

ＤＸ推進担当課長 いわゆる国の標準仕様書というものがあります。それに基づいて、全て

の自治体が準拠したシステムを運用するという形になります。その中で一番住民の方だ

ったり職員の方が変わったんだなと思うところについては、例えば住民票だったり所得

証明、そういったレイアウトがどこの自治体をとっても同じレイアウトになるという部

分になります。また、標準仕様ということは、全ての自治体のシステムが同じ動きでシ

ステムを構築しておるわけなんで、今後、システムを2025年には新しい標準化に移行す

るわけなんですが、それ以降にさらに構築するときには、今まではちょっと細かい話に

なるとベンダーロックインといいますが、業者にロックインしちゃうということが多々

ありました。それが、標準仕様になっても、どこのベンダーも扱えるよということにな

りますので、今後はシステムの移行も、いろんなベンダーの業者の提案を受けて選択が

できるということになります。また、標準仕様によって、そういったシステム稼働に係

る費用も、国のほうとしては３割削減という目標を持っております。それに向かってい

るということで、職員のほうの負担も同じ標準仕様になるということで軽減されるのか

なというふうに認識しております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 20業務のデータ移行に伴う、これも個人情報等の漏えいとか、そういう

危険性というのはどんなふうに考えられるんでしょうか。 

委員長 ＤＸ推進担当課長。 

ＤＸ推進担当課長 委員がおっしゃるように、個人情報、かなりの住民情報になります。今

現在も本町のそういった情報を扱うシステムについては、専用線によってデータセンタ

ーで通信をしております。ですので、通常の皆様がお使いになっているインターネット

上の回線を使っているというものではありません。いわゆる専用線でデータのやり取り

をしております。今後のガバメントクラウドについても同様に、専用線に準じた形でセ

キュリティーを担保したもの、もちろんデータセンター自体も国の調達するデータセン

ターということになりますので、セキュリティー要件も調達理由のほうに載っておると

思います。今以上にセキュリティーが強化されたものというふうになっていると認識し

ております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 20業務についてどのようなものがあるのか、これをまた出していただけ

たらうれしいですけれども、いかがでしょうか。 

委員長 ＤＸ推進担当課長。 

ＤＸ推進担当課長 今、委員がおっしゃるように、業務についてはもう既に明確化されてお

りますので、資料提供のほうはできるかと思いますので、よろしくお願いします。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ５番、長谷川君。 

５番長谷川 進君 予算書及び説明書の63ページ、85款、30項、20目の88、ものづくり改善
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リーダー育成スクールのことでちょっとお聞きしたいなと思います。 

   まずは、昨年９月の一般質問で、法人税確保のために企業を潤すためにもうかる知恵、

改善手法を学ぶ場が必要とし、幸田ものづくり改善リーダー育成スクールの再開校をお

願いしまして、新年度から準備、実施されるということになりましたことを本当に感謝

申し上げます。ありがとうございます。そこの今回の35万円の受講料の詳細と何名ぐら

いの受講者を考えているのかということと、今後この事業を収入を増やしていく目的と

してやっていくのかどうかということをちょっと確認させていただきたいと思います。 

委員長 企業立地課長。 

企業立地課長 予算書及び説明書の63ページの一番上のところの説明欄のところに書いてあ

ります、ものづくり改善リーダー育成スクール受講料のことについてのお尋ねかと思い

ます。こちらにつきましては、令和元年度まで実施しておりましたものづくり改善スク

ール事業を参考にしまして、その当時１人当たり５万円という受講料で受講していただ

いておりました。そのときは、５年間で27名の方に受けていただいたわけでありますけ

れども、今回は単年度の予算ということで７人を想定しておりまして、５万円掛ける７

人ということで、35万円を計上しております。ただし、以前のものづくり改善スクール

とは、また幸田版のもう少し企業が喜ぶ形でのスクール事業を検討しておりまして、カ

リキュラムにつきましては、今後、打合せをして決めていくことになります。そうした

中で受講料は変わるかもしれませんが、あくまでも予算上は前回のものを参考に計上し

ております。 

委員長 ５番、長谷川君。 

５番長谷川 進君 ありがとうございます。そういう感じかなという感じはしましたけれど

も、いずれにしても、これから幸田ものづくり改善リーダー育成スクールというのは、

先日も三河湾で幸田高校の卒業生が、高校２年生でしたかね、あの方々にいろいろセミ

ナーみたいなのを開いて、就職の運営の人たちへの企業の一生懸命アピールをしており

ました。それで、昨日、議会事務局からも、企業立地のほうから出していただいた幸田

町ものづくり企業紹介ガイドブックを今朝見させていただきました。非常に高校生にと

っても、こういったものを見ながら自分の将来をどう考えていくかということで有益な

ことかなと思います。本当にこれから就職活動をされる高校生においては、ものづくり

研究センターの改善リーダー育成スクールというのは、就職前にああいうスキルを学ぶ

ということは本当に企業から喜ばれる人材になるということで、就職も非常に有益にな

るのではないかなというふうなことを私は推察しております。私もいろいろな場面で、

こういった高校生のお話もしてきましたけれども、やっぱり、採用というものはある程

度いろんなスキルがある人が優遇されてしまう今の世の中でもありますので、幸田高校

のほうのそういったちょっと聞いた話によると、企業にも行ってるような話もちょっと

聞いてますので、その企業へ行く前にあそこのスクールのそういったカリキュラムも受

けていただくと、より肥えた目で企業なんかに行けるのではないかなと思いますし、そ

れと、あと愛知工科大学ですか、大学生もやはり地元の企業からも、以前、５年前にや

っていたスクールから輩出された人が非常にいい人材だということで喜ばれておりまし

たので、これから幸田高校も含めて愛知工科大学にもその旨また再校するということで
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お伝えして、また新たなスキルを学んで、自分たちの就職活動が進めればなというふう

に考えておりますので、ぜひお願いしたいなと思います。そして、それを幸田ものづく

り研究センターのスクールというものを、やっぱり、うまく情報使って、三河湾ネット

ワークをうまく使ってやって、いろんなところに発信できればもっともっと本当に前も

一般質問で言いましたけど、非常に全国でも有数なスクールだったというのを私はよく

理解しておるもんですから、ぜひやっていただきたいなというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

委員長 企業立地課長。 

企業立地課長 御提言ありがとうございます。今言われたのは、令和６年１月24日に幸田高

校の場において、地元の幸田高校生と町内企業の若手職員が座談会ということで企業紹

介をして、うちのほうに就職するとこんないいことがありますよとか、そういった会を

設けたというのがあります。それから、あと企業紹介のパンフレットも、地元の企業か

ら、やっぱり地元の企業をもっと地元の高校生や大学生に知っていただきたいと、こう

いった声がありましてつくった経過があります。今、御提言がありましたように、もの

づくり研究センターという拠点が幸田にはありますので、これは全国には本当に珍しい

施設であります。そうしたところをうまく活用して、企業と学生をつなぐような事業も

含めながら、ますます幸田が発展するような企業誘致に最終的につなげたり、そうした

ことにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 ５番、長谷川君。 

５番長谷川 進君 ありがとうございます。改善スクールが、過去５年ずっとやってきまし

たけれども、そのやってきた経緯の中で研修をやったやったやったで終わったところが

非常に多いもんですから、やはり、企業がそういった研修を受けて、その後にどれだけ

そのスキルを生かして、その企業の改善マンが生産性向上に何％向上できるような寄与

をしたかという、そういったものに結びつけていけば、必ず企業の社長たちもそういっ

た目で見てくれて、このスクールをもっともっと評価していただけるかと思います。私

はちょっとお願いなんですけれども、企業の生産性向上何％というものが数字で出たな

らば、先ほど午前中もありましたけど、法人税の非常にグレーで悩ましいお話のところ

もあってなかなか難しいところもありますけれども、生産性が向上したら、それがどん

だけ跳ね返って法人税に生きてくるかなというような指標を見ながらやれば、やっぱり、

企業立地課としても一つの仕事の管理が見える化になると思いますし、ちょっとなかな

かグレーで公表できない部分があるかと思いますけれども、今すぐとは言いませんけれ

ども、先々これを生かしていくためには、そういった評価をした研修をやっていかなき

ゃいけないと思います。それで、町にも跳ね返るような形にしていただきたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 企業立地課長。 

企業立地課長 今、お話がありましたように、やはり、お金を使って何か事業をやる以上は

成果を出していく、その成果ができれば数字で見えるような形でお示ししていくという

ことが我々の使命かなと思っております。今後、カリキュラムについては、４月以降、

過去の課題を見まして、その課題に対応した事業を展開していきたいと思っております
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ので、よろしくお願いいたします。 

委員長 ５番、長谷川君。 

５番長谷川 進君 ありがとうございます。今のようなものづくり研究センターにしていっ

ていただきたいというふうに思います。 

   次に、67ページ、15款、10項、10目の25の職員の研修事業についてですけれども、こ

のお金に対してどうこう問うものではありませんけれども、大切な税金での研修を有効

なものにしていただきたいということで、ちょっと確認させていただきます。 

   この予算に対して、行政の人材育成研修として実りある研修であるかを、やっぱり、

町民の人が問われているところも多いと思います。今、やっている研修の中身ですけれ

ども、ずっと過去から内容を継続しているものであるかどうかお聞きしたいと思います。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 職員研修についてのお問合せでございます。職員研修につきましては、各職

階において求められる役割の理解、身につけるべき能力を養う階層別研修、あるいは本

庁のみで実施する研修、それ以外の各専門の研修機関で受講する研修などございますが、

実施するタイミングにつきましては過去から継続をしておりますが、その内容について

は、各実施主体において精査をされておるという認識でおります。 

委員長 ５番、長谷川君。 

５番長谷川 進君 ありがとうございます。私も民間企業で研修をやる立場のセクションに

おって、研修のよし悪しを判断する立場でありましたけれども、今、近隣の大企業の中

においても、昭和を引きずったまま研修をやっているところが非常に多いんですよね。

そういった昭和のもので生きるものがあるかといえば、本当に少ないものが多いです。

それで、そういった研修をずっとずっとこれからも引きずろうとしてる先人たちがいた

もんですから、やはり、今は世の中のニーズも時代が変わっていろいろ変わってきてい

ると思いますので、やっぱり、時代のニーズに合った研修をしていかなきゃいけないと

思うんですけど、行政としては、そういった研修の精査というのはしておるんでしょう

かね。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 先ほども答弁させていただきましたとおり、各実施主体において、その都度

精査をされているという認識でおります。例えば、本町のみで独自に実施する研修につ

きましても、カリキュラムは年々変化をさせております。毎年度テーマの変わる若手や

中堅向けの研修ですとか、あとは窓口、お客様に対するおもてなしの気持ちを養うため

の研修など、スクラップアンドビルドの考え方で、その時勢の変化に柔軟に対応するよ

うに研修を企画実施してまいっております。 

委員長 ５番、長谷川君。 

５番長谷川 進君 ありがとうございます。という話は、要するに、いろいろ改善はされて

おるということでよろしいですかね、理解としては。なかなか過去のものを残しつつ入

れるというところもあるんだけど、過去のもので捨ててった研修というのもあるんです

かね、そこら辺を教えていただけます。 

委員長 人事秘書課長。 
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人事秘書課長 今ぱっと思い浮かぶものがなくて申し訳ないんですけれども、研修が終わっ

た後で、受講者にアンケートを取ります。その中で、この研修は、例えば講義の時間の

長さですとか、内容ですとか、そういったものに対する意見をいただきますので、そう

いった意見を踏まえながら、また、例えば今ですとＤＸですとか、メンタルヘルスです

とか、そういったできるだけ職員のためになるような内容というものを模索しながら、

企画のほうをしております。 

委員長 ５番、長谷川君。 

５番長谷川 進君 どうしてもこういった研修管理をしているところのセクションの人たち

というのは、人事異動で３年から５年で変わってしまうと、なかなか変える勇気がない

人が非常に多いかと思いますね。そういったことでは、やっぱりそういったセクション

は、本当にこれからの行政マンとして働くための知識を学んでいただきたいから、しっ

かりとした業務の引き継ぎをしたやり方をやっていっていただきたいなというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

   それで、皆さんが研修を受けてきてからの研修の成果ですけれども、とかく昭和の時

代から平成ぐらいまで、一般のところでもそうだったんだけど、受講してきたから丸、

オーケーだという評価でやられてる研修が非常に多いんですけれども、やはり、人が育

ったか育たないかというのは受けたか受けないかじゃありませんよね、絶対に。だから、

そういった意味では、当然受けてきたときの人間性だとか、仕事にそれが役に立って成

果として出てるかというようなところ、どのような形で評価する評価基準というものが

あるのかどうかお聞きしたいと思います。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 これという基準は特にないんですけれども、研修の意味合いにも幾つかある

と思います。知識を得るような、例えば専門知識を得るような研修でしたら、戻り次第、

それを発揮するような場面があるかと思います。あとは意識を変えるような、意識に働

きかけるようなものにつきましては、なかなかすぐに結果を確認することが難しかった

り、あとは研修以外の要因での変化もある可能性があるので、その効果を一概に測定で

きるものではないかと思います。私ども町の研修担当としてもそうですが、県の市町村

職員の研修センターや西三河７市町で合同でやっている職員研修協議会におきましても、

研修の効果測定につきましてはなかなか難しい問題だということで苦慮している問題で

ございます。 

委員長 ここで、途中ではありますが、10分間休憩といたします。 

                             休憩  午後 ２時０１分 

                             再開  午後 ２時１１分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   ５番、長谷川君。 

５番長谷川 進君 先ほどの続きで、申し訳ありません。 

   いろいろな研修があって、人を育てるということでいろいろ受講していただいており

ますけれども、受けたから、じゃあ、すぐ即効性のある研修かといったら、そうでもな

い研修があることも本当に十分分かっております。いろいろな研修を受けて、人が育っ
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たか育ってないかという評価基準というものを、なかなか難しい難しいで終わったら次

のステップには進めません、はっきり言って。だから、企業だと、割と生産性向上何％

という目標が与えられる。しかし、製造に関わる人たちだったらそれで分かるけど、事

務職の人でもちゃんとしたそういった管理目標というのもちゃんと与えられておると思

いますので、難しい難しいだけじゃなくて、そういう中でここの行政マンとしてどうい

う指標で評価していくかなというようなことも、やっぱり今後の課題として取り組んで

いただきたいというふうに考えておりますし、それと、人事考課の査定も、そういった

ものでどう評価していくかということをやっぱり取り組んでいただきたい。不公平感の

ないような研修を受けて、その研修に見合って成果が出たら評価して、管理職に上げる

だとかいうような一つの仕組みもつくっていただけたらなというふうに考えております。

よろしくお願いします。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 研修の効果測定につきましては、先ほど難しい問題だというふうに申し上げ

ましたけれども、やはり、まずは必要とする知識を身につけていただく、これは当然や

らなければいけないことだという認識でおります。その上で、そのときそのときの課題

を解決するような研修もいろいろ企画をして取り組んでまいりたいと思います。特に意

識に働きかけるような研修を受講した場合は、内容によっては一定期間開けた後で、職

員の上司に当たる職員にフォローアップという形でまずはアンケートを取り、どのよう

な変化があったかというような、そういった取組をすることもございます。やはり、研

修を受講しただけではなく、その後もしっかりと管理をしていくような形を今後とって

まいりたいと思います。人事評価につきましても、研修などを通じて、その者の執務態

度がより向上したような場合は、それをしっかり評価に結びつけてもらえるような形で

今後も進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

委員長 ５番、長谷川君。 

５番長谷川 進君 ありがとうございます。今後も大切なお金ですので、実りある研修をや

っていただきたいというふうに考えております。 

   次に、ページ69の15款、10項、22目の10の安全対策事業の安全テラスセンターのほう

のお話をさせていただきます。 

   この前も一般質問で、安全テラスのほうといろいろなお話をさせていただきましたけ

れども、実際この安全テラスが令和３年ですか、立ち上がったというお話でして、私も

今の自分のこの立場になるまで、安全テラスがあったという認識は全然ありませんでし

た。区長さんにおいても、なかなかそういった認識不足のところがありまして、非常に

今回の防災に関してもお話がなかなか地域とも進みませんでしたけれども、そういった

中で、今回のこういった安全テラスセンターの予算取りしておりますけれども、これか

らはっきり言って、言葉は悪いですけど、知名度が低いというふうに私は評価しており

ました、今まで。そういった知名度を上げていくためにも、今回のこの予算の中から知

名度を上げていくために、いろいろな区があるもんですから、区に合ったいろんな施策

があるかと思いますけど、どういった形でこの安全テラスセンターをアピールできるよ

うな、こういった予算を使って何か広報的なことをやられるのかちょっとお聞きしたい
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と思います。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 委員が言われるように、令和３年に安全テラスセンター24が運用開始しまし

た。令和３年というと、コロナ禍でのスタートになってしまいました。防災としてはい

つ来るか分からないので、防災は待ったなしという形で活動は続いていたんですけれど

も、すみません、ＰＲという部分では、知名度という部分ではちょっとなかなか努力が

足りなかったかなというふうに考えております。その中で、今、若い世代も狙ってＳＮ

Ｓを活用したりだとかして、お金をかけることなくＰＲできたらなというふうに考えて

おります。ただ、この予算の中で啓発という部分では予算計上をしております。それは、

先ほど言われたように、地区に入っていたときですね。地区の中で啓発品というような

形で、災害が起こったときの重要なものとしてまず非常食、御自宅で非常食を用意して

いただく、そして液体歯磨き、食べたら磨こう液体歯磨き、それからトイレに行きたく

なる、トイレの問題ということで、便座さえ生きていれば、袋をかぶせて凝固剤を入れ

る携帯トイレというのがあります。その３点セットを啓発品でお渡しして、こういった

ものをちょっと御自宅で備えてくださいというようなＰＲも含めて、そういった啓発の

予算のほうが含まれております。 

委員長 ５番、長谷川君。 

５番長谷川 進君 ありがとうございます。いろいろそういった備品関係のほうで啓発とは

言うんだけど、やっぱり安全テラスセンターという名前をもっと世に知らしめてほしい

なというところがありますので、そういった啓発活動を今後考えていただきたいなとい

うふうに考えておりますけど、何かこれから考えてることはないですかね。この前もち

ょっと言ったかもしれないけど。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 これは、発足当時は広報こうたに掲載するとか、ＮＨＫの夕方にやっている

「まるっと！」という番組にちょっと出させていただいたりとかはしているんですけれ

ども、なかなかやっぱりＰＲができていなかったのかなということではちょっと反省は

しております。今後も地区の訓練に入ってく中、又は御相談に来ていただく中で安全テ

ラスセンターというのを押していただくように、ちょっとそういった働きかけをしてい

きたいというふうに考えております。 

委員長 ５番、長谷川君。 

５番長谷川 進君 ちょうど今の時期は、区長さんが新旧入れ替わる時期だと思いますので、

またそういった場所で、特に区長さんは今業務引継ぎをやってると思うんですけど、具

体的にどこどこの課がこうだこうだという業務引継ぎはやっておりませんので、また、

区長会の始めのときにでもそういったアピールをしていただいて、区長さんの業務がス

ムーズに進められるようにしていただきたいというふうに考えております。よろしくお

願いいたします。 

   それで、次に、73ページ、15款、10項、45目、25、広報広聴活動事業ですか、広報の

発行についてですけれども、非常にデジタル社会が進む中で、２月の終わりにスマホで

の皆さんとのつながりを持つために、タウンメールが開通したと思うんですけど、実際



－５２－ 

タウンメールを登録された方は何名ぐらいいるんですかね、教えていただきたいと思い

ます。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 先ほどの区長会でのＰＲなんですけれども、実は、今年度４月にも区長会で、

こういった安全テラスセンターがありますので御活用くださいという御案内はしている

んですけれども、また来月新しい区長さんが今度誕生すると思うんですけれども、その

中でも改めまして安全テラスのことについてはＰＲをしていきたいと思います。 

   それから、タウンメールの登録数なんですけれども、令和６年３月７日時点の数字な

んですが、6,790人となっております。 

委員長 ５番、長谷川君。 

５番長谷川 進君 ありがとうございます。これからもいろんな意味で、そういったＬＩＮ

Ｅ登録者の状況を見ながら、どういう活動をしていくかということをデジタル社会に向

けて発信していただきたいと思います。 

   次に、今言いました広報こうたの話ですけれども、デジタルが進む中で、今そういっ

た幸田町の公式ＬＩＮＥが開通しましたので、このラインからいろんなメールが飛んで

きておるんですけれども、広報こうたもいろいろこういったところも活用できるのでは

ないかなと思うんですね。今回そういった形で、こういった広報こうたに結構大きな額

を使ってるというふうに毎年聞いておりますけれども、やっぱり、これから一気に変え

ることはできないかと思いますけれども、ＬＩＮＥ登録された方は、少なくてもメール

で広報こうたを発刊しましたといって、そこをポンとやると見れるようになるようにな

るし、若い人はそういったもので非常に広報こうたを見るようなことで非常に増えるの

ではないかなと思う。今のような形で家庭にやると、若い子はほとんど見てないという

話を聞いておりますので、そういった意味で、これから新しい区長さんたちにも広報こ

うたをこれから、年配の方はなかなか難しいんですけど、毎年毎年ＬＩＮＥで見ていく

人がおるなら、そういったところを減らしていくというような活動もしていかなければ

いけないのじゃないかなと思います。だから、配ることが目的じゃないしね、やっぱり

見てもらうということも大事ですので、見てもらうためにはいろんな手段があるかと思

いますので。今回私も家でこうやってＬＩＮＥが開通したことによって、こうやって広

報こうたが見れるから、ここで見れば過去のも見れるしいいですよねなんて話をしてみ

えたもんですから、今後はそういう形の運用もしていただきたいなというふうに考えて

おりますので、どうでしょうか、その辺については。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 広報こうたの在り方というか、デジタルを活用すればもっと若い方に見てい

ただけるのではないかという御質問かと思います。もちろん言われるように、若い世代

に関しましてはデジタルを使って簡単に検索をするということが慣れてきておるという

ことで、今後、間違いなくデジタル化が進むと思います。広報こうたは、こちらから見

ていただける情報というところで、非常に手元に届くよといったところでは貴重な情報

源かな、検索しなくても手に届くよといったところで今の配布といったところは、一つ

はやり方としては間違ってはいないのではないのかなとは思いつつも、デジタル化が進
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むということもありますので、普及状況を見ながら、広報こうたの発行、配布、そして、

見ていただける情報の提供の方法について、今後は研究していきたいと考えております。 

委員長 ５番、長谷川君。 

５番長谷川 進君 ありがとうございます。世の中が、やっぱりそういったニーズで求めら

れておりますので、必ず幸田町もそっちに向いていかなければいけないなというふうに

私は感じております。やはり、幸田町が何においても先に立っていただきたいというの

は私の切なる思いですので、ぜひよろしくお願いいたします。 

   以上です。 

委員長 ３番、野坂君。 

３番野坂純子君 予算概要の11、12ページですが、午前中も質問はあったので大体理解でき

たんですが、少しだけちょっと２点だけ確認をさせていただきたいんですが、職員福利

厚生事業の午前もありましたがカウンセリングの件ですが、これは新規で始まるという

ことで、カウンセラーによるカウンセリングということですごくありがたいなと思うよ

うな事業だと思うんですが、その場所が役場とか保健センター、消防本部等になってい

たんですが、やはり、心の疾患ということもあったりするので、人にちょっと見られた

くないなとか、ちょっと人に会うのは嫌だなという場合は、そういう配慮をしてあげる

ことも必要ではないかと思いますし、リモートなどは駄目なのでしょうか、お聞きしま

す。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 職員に対するカウンセリング業務に関する御質問でございます。カウンセリ

ングの場所につきましては、役場、保健センター、消防本部等とさせていただいており

ますが、全く人に会わずにというわけにはいきませんが、それぞれ面談の会場は比較的

人目につきにくい会議室などを選ぶようにしております。また、リモートでのカウンセ

リングにつきましては、確かにコロナ禍を経験いたしまして、病院等でもオンライン診

療という方法もあるということは分かってきております。カウンセラーの方に確認をい

たしましたところ、確かにオンラインでのカウンセリングという方法はありますが、同

じ場所にいてそのやり取りの中で感じる言葉では表せない微妙な表情やニュアンスなど

は、やはり対面でないと分らないこともあるのでということで、より効果的なカウンセ

リングを行いたいということで、当面カウンセリングは対面で実施してまいりたいとい

うふうに考えております。 

委員長 ３番、野坂君。 

３番野坂純子君 ということは、やはり、ちょっと病でも軽くなってきて外出ができるよう

になってからということになりますよね。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 休まれる方は病院で診断書を取ってきていただきますけれども、主治医の病

院に受診される場合も、何とか外出をして受診をしていただけるかと思いますので、大

変負担にはなってしまうかもしれないんですけれども、対面のほうで何とかやらせてい

ただけたらというふうに考えております。 

委員長 ３番、野坂君。 
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３番野坂純子君 はい、分かりました。ありがとうございます。 

   それでは、もう一つの質問ですが、防犯活動推進事業の特殊詐欺対策装置購入費補助

金というのが継続事業になっておりますが、今まで何件くらいつけた実績があるんでし

ょうか。また、成果などもあったら教えてください。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 特殊詐欺の補助金のほうです。こちらは令和３年度から実施しております。

令和３年度が25件、それから令和４年度54件、本年度、令和５年が42件、合計で121件

の申請がありまして活用させていただいております。成果についてなんですけれども、

実は令和４年と５年を比較しますと、幸田町では令和４年が１件だったのが２件と増え

ちゃってはいるんです。これは、実は愛知県でも同じような傾向がありまして、なかな

か成果という部分ではちょっと数字的には表れないんですけれども、これから、この被

害に遭っているような方は高齢者が多いもんですから、高齢者講話のほうに我々が出向

いていって、その辺をちょっとＰＲさせていただきたいなというふうに考えています。 

委員長 ３番、野坂君。 

３番野坂純子君 ありがとうございます。ちょっと増えてるということが分かりました。今

後、具体的にどのような対策をしていかれますでしょうか。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 これはちょっと先ほど言いましたけど、被害となっているような方が、これ

は高齢者が多いとされています。今回の我々がやってる基準も65歳以上の方が対象で、

これがオレオレ詐欺だとか、今、キャッシュカード詐欺だとかいろんな名前を変えつつ

進化しているんですけれども、その中で、電話機の中で通話内容を録音して、相手にこ

の電話は録音されてるよというようなことを通知する機能であったりだとか、特殊詐欺

の可能性のある番号をそもそもブロックしてしまうと、そういった電話機又は既存の電

話につける装置、そういったものが今販売しています。そういったものをつけていただ

くことによって、そういったオレオレ詐欺だとかの特殊詐欺に遭わないようにしていた

だくということで、高齢者講話だとかそういったところに我々が出向いたときに、こう

いった補助金があるので使ってくださいねということをちょっと周知していきたいとい

うふうに考えております。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 すみません、午前中もちょっと質問あったかなと思うんですけれども、予

算書及び説明書の71ページの庁舎外構整備事業について、カフェの利用者状況のほうが、

月300人から400人というお答えはあったかと思うんですけれども、実際に令和３年度の

コロナ禍真っただ中の頃から、この令和５年度、今はコロナが５類に変わって人の動き

が出てきた中で、実際この人数以外でも売上げの推移だったりとか、何かそんな話はお

聞きしてることがありましたら教えてください。 

委員長 財政課長。 

財政課長 大変申し訳ございません。実態として、庁舎の一部を貸し出しておるというだけ

で、営業のほうは民間ベースでやられておることでございますので、売上げとかそうい
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ったところまでは私ども把握していないのが実態でございます。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。また、外構を実際にカフェで使える場所をつくっ

たりということが案に上がってたかなと思うんですけれども、利用者さんだったりイベ

ントをされている主催の方々から、やっぱりもうちょっと広さが欲しいだったりとか、

こういう使い方ができるスペースが欲しいなどの要望の声はあったんでしょうか。 

委員長 財政課長。 

財政課長 具体的に、大変申し訳ない、私自身がそういった御要望の生の声をお聞きしたと

いうことはなかったです。ひょっとして、担当者とかがどっかで聞いてることはあるか

もしれませんけれども、私が直接聞いたことは特段ないです。ただ、ちょっと小耳にし

た情報でございますが、昨年の彦左まつりのときも一応カフェのほうはオープンしてお

って、そのときに結構お客さんがカフェのほうに来たという話がありまして、やっぱり、

そういう需要はあるんだなということはそのときに少し感じたぐらいでございます。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございました。実際彦左まつりですと、保健センター等でお店

等がありましたけれども、ほかが特に大きく移動カフェとかがあったわけではないので、

多分人が集まるスペースになるんではないかなと思います。 

   ちょっと次の質問に移ります。65ページの70周年記念事業についてなんですけれども、

総額等は先ほど皆さんの御質問の中で分かったんですが、式典の運営費について50周年

度、60年度と今年度やる金額等が分かりましたら教えてください。 

委員長 合併70周年担当課長。 

合併70周年担当課長 合併70周年記念式典等運営事業費のことについてお話をさせていただ

きます。 

   今、御質問のありました50周年記念式典等の運営委託への金額につきましては、施策

の成果の中の数字をお伝えさせていただきます。599万4,000円でございます。60周年の

記念式典と運営委託費は891万9,000円でございます。今回70周年の記念式典等の運営委

託に関しましては、少し行事が６つ入ってございますので、委託料だけだと1,800万円

となってございます。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。50周年、60周年、70周年とどんどん予算のほうは、

運営費のほうはかかってるかなと思うんですけれども、実際、今回70周年で費用が大幅

に50周年、60周年と違ってかかった内容等はどんな内容になるんでしょうか。 

委員長 合併70周年担当課長。 

合併70周年担当課長 実際に50周年、60周年と違うところに関しましては、一概に比較がで

きないということになりますけれども、主立ったものを紹介させていただきます。50周

年につきましては、式典、それから講演会、そして中央公園への記念植樹、写真展、あ

りがとうのメッセージ展、町民会館イベントポスターというものが行われました。60周

年につきましては、式典、それから表彰者の祝賀会、そして、その夕方に音楽祭、そし

て写真展が行われた金額になってございます。今回70周年で出させていただいたものに
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つきましては、式典の前日夜に行います防災サミット、そして式典当日午前の式典、式

典の午後、前半で講演会、そして、その夕刻に上映会、そして翌日に半崎美子さんのコ

ンサート、そして、式典の１週間前から行う写真展、この内容が入った金額になってご

ざいます。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。次の質問に移ります。 

   予算書及び説明書73ページのウォーキングコース整備についてお聞きします。この事

業内容としては、実際に何をする事業になりますでしょうか、教えてください。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 ウォーキングコース整備事業、深溝地区に来年度計画しているものの御案内

をさせていただきたいと思います。 

   まず三ヶ根駅周辺に関しまして、医療従事者の方々がイイトコ発見プロジェクトとい

うものを民間ベースでプロジェクトを行っておりまして、今年度、令和５年度のテーマ

が、医療従事者が本気で考えるウォーキングコースというものをテーマに持っておりま

したので、三ヶ根周辺をまちづくりを進めている中でコラボができないかな、連携でき

ないかなということで進めておるものでございます。実際ウォーキングコース整備事業

とありますが、道路等々を直すものではなく、医療従事者が健康にはこういった歩き方

がいいよというような看板であったり、ある程度歩いたところにベンチを置くであった

り、そういったものを設置していきたいという内容でございます。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。今回は深溝の三ヶ根駅周辺ということにはなるか

なと思うんですけれども、今後、幸田駅だったり相見駅周辺で、また、ほかの町内の地

区に広めていく予定とかはありますでしょうか。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 もちろん広めていきたいなという思いはあります。ただ、健康課も一緒に考

えていきながら、幸田町に様々なウォーキングコースができるといいなというふうには

思っておりますが、今具体的に次は相見駅やります、幸田駅やりますといったところの

計画は持ってございません。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。ぜひ三ヶ根駅周辺でうまくいった暁には広めてい

ただけると、町民の健康アップにもなるんじゃないかなと思います。よろしくお願いし

ます。 

   次に、73ページ、同じページのカンボジア派遣事業についてお聞きいたします。 

   交流があってということで、なぜ行くかというところはお聞きできましたので、実際

に今年は視察調査ということで行かれるということにはなっているんですけれども、今

年は予算組編成でも70周年記念イベント等もあって、結構予算状況等は予算を組むのに

厳しかったんではないかなと思うんですけれども、今は結構オンライン等の利用が進ん

でるかなと思うんですけれども、現在、平成29年、30年等は交流があったということだ

ったんですけれども、オンライン等で事前に交流をしたりとか、高校さん、役場、幸田
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町としてだったりとかはあるんでしょうか。 

委員長 企画政策課長。 

企画政策課長 現在、カンボジアとオンラインで交流しているといった情報は持ち合わせて

おりません。ただ、委員が言われるように、オンライン等々の交流というのも考えられ

ることだとは思いますが、まずもって令和６年度に事前に調査したいというのが、相手

方の交流に関する意向というか、会ってお話をする中で思いというものも感じてきたい

なというところ。そして、午前中にも御説明させていただきましたが、現場での治安の

状況、まちの状況といったところは確認させていただく。そして、事業を実施するので

あれば、町としての判断をしっかりしていきたいといったところで予算計上させてもら

っております。一つの事業として高校生の派遣というものを述べさせていただきました

が、それだけで交流事業とは捉えておりませんので、そこから発展していく交流事業に

つなげていく、その中にオンラインがあればなおいいなというふうには考えております。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。ぜひ、異文化との交流というのは、子どもの頃に

経験するとすごくいい経験にはなるかなと思いますので、高校以外でも小学校、中学校

と、小学校ですと島原市さん等とかと交流しているかなと思いますので、町内を含めて

いろいろな団体さん等で、オンラインでしたら気軽に時差もそこまでないかなと思いま

すので交流できるのではないかなと思います。 

   次に、同じページのモバイル建築ユニット管理運営費についてなんですけれども、こ

ちらは何の費用に使われてるものでしょうか。モバイルユニット自体は町内に何カ所か

あるかなと思うんですけれども、これは三ヶ根駅のみの費用になっているのでしょうか、

教えてください。 

委員長 企業立地課長。 

企業立地課長 こちらの73ページにありますモバイル建築ユニット管理運営費につきまして

は、三ヶ根駅に３棟建っておりますが、そちらの管理運営費になっておりまして、基本

的には経常経費、電気、水道、ガス、それから通信代、火災保険料等でありまして、あ

とほかには備品購入ですね。備品に必要な物品の購入が計上してあります。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。モバイル建築ユニットを企業版ふるさと納税で頂

いているものだと思うんですけれども、実際に町内３カ所、消防等も置いてあると思う

んですけれども、今のこの金額は三ヶ根の部分だけかなと思うんですけれども、全体的

に見るとどれぐらいの運営維持費というものはかかっているのでしょうか。もし、さく

っと出ましたら教えてください。 

委員長 企業立地課長。 

企業立地課長 大変申し訳ありませんが、今、私の手元にあるのは三ヶ根分しかちょっと持

っておりませんので、出すことは可能だと思いますので、もしよろしければ後ほど回答

させていただきたいと思います。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 すみません、ちょっと他の課に飛んでしまったかもしれないので、また出
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していただけると助かります。 

   次に、67ページのシェアオフィスの件で、ちょっと皆さんに聞いていただいたので、

一部ちょっと確認したいところがあったのでお聞かせいただきたいと思います。 

   実際にこの会員になるのは、希望者にＩＤということではあったと思うんですけれど

も、利用をする場合にフリースペース等があると思うんですけれども、実際に費用がか

かる利用、自己負担だったり、使い方によっては費用かかるものが出てくるかなと思う

んですけれども、それは実際に議員が使っても職員が使っても、派遣されている職員以

外が仕事上で使った場合でも自己負担等はなしで町が全て負担ということで利用してい

くんでしょうか、教えてください。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 費用負担につきましては、自己負担はないという形で考えております。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。あと、先ほどの説明の中でも名古屋だったり、全

国使える施設だということではあったんですけれども、今回のこの予算では、希望者に

発行するＩＤは東京のみで使えるものなんでしょうか、教えてください。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 今回皆様に振らせていただくＩＤは、どこのオフィスでも使えるものになり

ます。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。そうしましたら、また、それは予算が決定して４

月20日以降に利用できるよってなった場合は、全国どこのオフィスがありますよという

御案内等も、役場職員等も含め全員に周知されるということでしょうか。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 その時期が参りましたら、ＩＤの会員登録の方法ですとか、あと、どこにオ

フィスがあるかなどにつきましては周知をさせていただく予定でおります。よろしくお

願いします。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

   次に、同じ67ページの幸田町の魅力発信事業についてお聞きします。 

   午前中もほかの議員の皆さんにも聞いていただいているところではあるんですけれど

も、実際にふるさと納税も激化しているということを午前中もおっしゃっていただいて

たと思うんですが、過去、一昨年、昨年等もやっている事業かなと思うんですけれども、

昨年の評価を受けて、今年度の内容をいろいろ検討されているかなと思うんですが、今

年度の評価としては、アンケートを回答して、タオルを配布して、抽せんをしてという

のは、評価としてどのように評価されて次年度に生かされるんでしょうか。 

委員長 財政課長。 

財政課長 こちらの幸田の魅力発信事業として、アンケートにお答えいただいた方に記念品

をお配りして、なおかつ、その中で抽せんで選ばれた方にはまた特産品をお送りすると

いう取組の趣旨・目的でございますけれども、先ほども幸田町のファンを獲得する、ふ
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るさと納税の増進につなげるという話をさせていただきましたが、要するに、リピータ

ーを増やしたいということでございます。つなぎ止めておきたいといいますか、そうい

った目的でやっておるものでございます。お送りしたアンケートの中の項目に、幸田町

の寄附は何回目ですかという、そういう設問がありまして、１回目、要は初めてなのか、

２回目なのか、３回目なのか、そういったふうな設問になってるわけですけれども、そ

この２回目です、３回目ですというところの比率割合が増えていくことが、一つこの事

業の指標になるのかなというふうに思っております。 

   その評価ですけれども、令和３年度と４年度はちょっと比較をしますと、大変残念な

結果なんですけれども、複数回、２回目以降の割合が増えておるかというと、ほとんど

変わっていない状況でございました。今年度、令和５年度分につきましては、実はまだ

ちょっと集計が間に合っておりませんでして、途中経過でも御説明できればと思ったん

ですが、大変恐れ入ります、途中経過もまだまとまっていない状況で、また、まとまり

次第、何らかの形で今後の事業に展開していくということを考えていきたいというふう

に思っております。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。リピーターを増やしたいということでやっていた

だいてますので、ぜひ、また５年度の結果がまとまりましたら共有いただければと思い

ます。 

   実際にリピーターを増やしたいという中で、来年度、もうやられる内容としては同じ

内容でいかれる予定でしょうか。また追加されたりとか、変更したりということはある

のでしょうか、教えてください。 

委員長 財政課長。 

財政課長 魅力発信事業として一番メインでやっておるアンケート調査、同じことを繰り返

しますが、その回答者に対するグッズの配布、それから抽せんでの特産品の送付、そう

いったことは基本的には同じような内容でやるつもりでおりますけれども、その特産品

の内容については、その時々に合ったふさわしいものを選びつつ考えていきたい。また、

オリジナルグッズについても、ここ２年同じものをやっているわけですけれども、ちょ

っとまたデザインとか、そういったものも考えながら改良していきたいというふうには

考えております。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。きっと実際にアンケートは開けてみないことには

分からないんですが、多分、令和３年、令和４年、令和５年とアンケートに回答いただ

いている方には、きっと幸田町のタオルが３本同じものが届いてるかなと思いますので、

タオル自体は消耗品なので、使ってしまえばどんどん消費していくものかなと思います

が、ぜひ何か魅力あるものにしていただけるとさらなる目的を達成できるのではないか

なと思いますので、御検討をお願いします。 

   次に、67ページの職員の健診等の費用についてお聞きします。 

   職員健診の受診率、定期健診ですね、受診率は実際何％になってますでしょうか、教

えてください。 
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委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 手元にあるのが令和４年度の数字であります。申し訳ございません。令和４

年度の数字を参考までに申し上げます。まず、人間ドックと定期健康診断がございます

が、人間ドックにつきましては240人で、定期健康診断につきましては128人でございま

す。率にしまして、職員数が384人でございましたので、すみません、ちょっと今計算

をいたします。申し訳ございません、違う数字を申し上げておりました。令和４年度の

職員数384人に対し、人間ドック又は健康診断の受診者数は368人おりました。受診率は

95.8％でございました。すみません、失礼いたしました。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。95.8％ということで、実際に数名の方が受け入れ

てないかなと思うんですけれども、この受けれてない職員についてはフォロー等はして

いただいているのでしょうか。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 受診ができなかった職員につきましては、その理由ですが、育児休業等を理

由に受診していないということでございますので、また復帰をされた際には受診をして

いただくことになっております。お願いします。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。育児休業中ということでしたので、しっかり明確

な理由がありましたので、ありがとうございました。 

   次に、カウンセリング事業についてにも関わってくるかなと思うんですけれども、実

際に幸田町自体は離職率だったり病休で休む方が、ちょっと他市町と比べると多いのか

なという印象があるんですが、そういうことからカウンセリング事業だったりとか、産

業医等の面談が受けやすかったり等あるかなと思います。その中で、やっぱり、ライフ

ワークバランスをしっかり保っていくためにも、残業の数自体が多いと産業医に面談と

いうのが増えてくるかなと思うんですけれども、次年度以降、産業医の面談数は、本当

に行きたい方が行くので面談数を減らすのが目標にはならないかなと思うんですけれど

も、残業等で産業医の面談を受けなければいけなくなる方の数と、令和３年、４年、５

年等で数がもし分かりましたら教えていただきたいんですけれども。出ますでしょうか。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 60時間以上の時間外をやるか又は平均で80時間以上の時間外をした職員につ

いて、産業医の面談をお願いをしているわけでございますが、申し訳ありません、何年

度の、３、４、５ですね。まとめた数字をちょっと今計算をいたしますので、後ほど回

答させていただきます。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。多分、令和３年、４年、５年だとコロナ禍という

こともあって、一定数多いかなとは思うんですけれども、来年度、70周年記念事業等で

ちょっと事業自体が盛りだくさんな年ではあるかなと思うんですけれども、実際にコロ

ナ禍の業務等も落ち着いてはきていますので、やっぱり、残業等が長くなってしまいま

すと職員の負担感等も増してしまいますので、ぜひ、残業等の時間数が多くて産業医の
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面談が必要になる職員等は減らしていっていただけるように頑張っていただければと思

います。こういう動き自体は役場内でできる対策かなと思うんですけれども、丸山議員

の今回の一般質問の中でもあったかなと思うんですけれども、やっぱり、匿名で困った

よという声が上がっているということがあったかなと思うんですが、第三者機関等に職

員が、役場職員の目に触れるわけではなく第三者機関等でこの役場内の業務状況だった

りを把握していただいて評価していただくということができる機関はあるかなと思うん

ですけれども、そういうのは利用する予定とかはないんでしょうか。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 幸田町は、愛知県に公平委員会の事務を委託しております。苦情相談などを

受けていただける仕組みになっておりますので、現在もそのような仕組みはあるという

ことになります。ただ、ちょっと職員の皆様にそのような制度があるということの周知

が足りない可能性がありますので、今後周知をしてまいりたいと思っております。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。ぜひ、本当に困ったときに声が上げれるところの

周知は大事かなと思うんですが、実際に匿名で連絡した場合は、ちょっと信頼性がない

ので扱えないという状況ですと、やはり、職場の中で大変な思いをしている方が記名で

連絡して、それが、この人からこういう連絡来てますけどどうなってるんですかってな

ると、記名して出された方もちょっとつらい思いをする可能性もあるのではないかなと

思いますので、ぜひ、そういう匿名で来た情報であっても、本当にそういう状況がある

のかというのは、部署が変わってしまったりだったりとか、見えないものもあり得るか

なと思いますので、一回役場全体等を通してしっかり評価ができる第三者機関等も利用

していただければいいのではないかなと私は考えております。 

   次に、73ページの広報活動費についてなんですけれども、ＬＩＮＥのほうが導入され

まして、多分1,000人以上の登録がされているかなと思うんですけれども、私も登録さ

せていただく中で、私は実際に西尾市、岡崎市さんのも登録させていただいてはいるん

ですが、幸田町のＬＩＮＥはとてもやっぱり文字が多いなという認識があります。どう

しても情報がタウンメールのような文字で届いてしまうってなりますと、やはり、ＬＩ

ＮＥを使われている方の層としては、目で分かりやすく写真だったりとか、感覚で見る

ものではありますので、文字だけですと、しっかり開かれてるのかなというのがちょっ

と不安になってしまうところではあるんですけれども、実際ＬＩＮＥ自体が、多分、管

理者ですと開封率等が見れるかと思うんですけれども、その辺はまだ運営をしたばかり

ではあるので、これからにはなっていくかなと思うんですけれども、そういう開封率等

は管理していたりはするんでしょうか、教えてください。 

委員長 ＤＸ推進担当課長。 

ＤＸ推進担当課長 委員がおっしゃるように、ＬＩＮＥにつきましては２月29日に開設をし

ております。今現在、登録者数、おともだち登録としては1,468人というような形にな

っております。今、説明のあった文字が多いという部分につきましては、どうしてもタ

ウンメールとの連携という部分がありますので、タウンメールと同じような文字情報が

ＬＩＮＥでも流れてくるということになっております。今現在、管理者としても、各担
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当課のほうにタウンメールとは違うメッセージ部分ですね、例えば、今後、桜まつり

等々もあります。そういったものをタウンメールではなく、ＬＩＮＥの視点で周知でき

るような、また、ＬＩＮＥのメニューの中にもそういったイベント情報ということで掲

載をさせてもらって、目で分かるような、そういった周知方法を今後拡充というような

形で進めてまいりたいと思っております。 

   以上です。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いします。個人的に私も個人

事業主をやってる中で発信していますが、実際フリーで使えるＣａｎｖａというソフト

とかですと本当に分かりやすく、インスタに上げたい文字、写真を入れ込むだけ、文字

も選べてとか、型がもうつくられていて使えるようなフリーなものもありますので、そ

ういうのをうまく職員の方にも使っていただいて、簡単に分かりやすく、職員の手間も

減らせて発信できるものをうまく使っていただければいいかなと思います。 

   次に、69ページの安全テラスセンターの件になるんですけれども、実際に昨年より人

員の方が３人から２人に、人件費はそんなに変わってないかなと思うんですが、人員の

ほうが減るのかなと思います。その中で、実際に防災に求められることがすごい増えて

きていると思うんですけれども、対応はできるのでしょうか、教えてください。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 すみません、その前に先ほどのモバイル建築ユニットの管理運営費、三ヶ根

の部分というのと、あと、うちの防災安全課の所管分が、清幸園にある分が防災安全課

に該当しますので、そちらの回答をさせてください。あそこの上下水道は接続しており

ませんので、実際にかかるのは火災保険料2,598円のみとなっております。 

   今の御質問です。今、まさに委員がおっしゃるとおり、能登半島地震の関係で防災の

意識は高まっていると思います。その中で防災安全課としては、今のまま又それ以上を

望んでいるわけですが、今雇用しているのが会計年度職員のパートさんを雇用していま

す、３名。そのうちの１名の方が退職されるということで、会計年度職員の方の２人の

雇用分が今回予算に入っております。もう１名は、できればフルタイム職員のほうをち

ょっと要望している状況でございます。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 先ほどの職員の産業医の受診に関するお答えができておらず申し訳ありませ

んでした。産業医の健康相談を先ほど私が間違ったことを申し上げまして、時間外の勤

務時間が60時間以上と申し上げましたが、100時間以上の職員、又は直前の１カ月、２

カ月、３カ月、４カ月、５カ月、それぞれの期間における１カ月当たりの平均が80時間

を超えた場合に、強制的に面談をしていただくようにお願いをしております。その人数

を申し上げます。令和３年度は、年間35人おりました。令和４年度は24人、令和５年度

につきましては、２月までの数字になりますが、19人でございます。 

   あと、もう１点、ハラスメントに関する相談を受け付ける窓口をということでござい

ましたが、やはり、公平委員会のほうは、匿名での御相談は幸田町の職員からの相談か

どうかが分からないので、苦情相談として受け付けることができないというふうに言わ
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れておりますが、役場の中でも人事秘書課がハラスメントに対する相談の窓口になって

おりますので、できればお名前を言っていただいて御相談をいただければ事実確認もで

きますが、もしそういったことが難しいような場合は、メールなどで御相談をいただく

ようなケースもございますので、一般的な呼びかけにはなりますが、ハラスメントには

注意をしようというような呼びかけはできると思いますので、そういった御相談を人事

秘書課のほうにお寄せいただけたらと思います。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。令和３年、令和４年、ちょっと戻ってしまうんす

けど、令和５年とちょっとずつは減ってはきているということですので、ぜひ今年度も

さらに減っていけるように、働き方等を考えていただければいいかなと思います。 

   委員のほう、何でしたっけ、相談のほうですね。というのは、実際に匿名で連絡をし

た場合は対応されないということなんですけれども、記名で連絡した場合はどのような

その後の流れになるんでしょうか。相談が入った場合に、職員の誰々がこういうことを

言ってますけど本当ですかというふうに問合せが来るのか、どういう形になるんでしょ

うか。 

委員長 人事秘書課長。 

人事秘書課長 公平委員会からは調査依頼のような形で、こういった苦情相談があったとい

う事実の伝達と、調査依頼などがこちらに寄せられる流れになっております。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。ぜひ、しっかりこういう相談窓口があるよという

のは全職員に周知していただきたいかなと思います。もし、公平委員会からの伝達等が

あった場合にも、伝えた職員に不利益にならないようにしっかり対応していただきたい

なと思います。 

   安全テラスセンターのほうに戻ります。職員のほうが１人退職ということですので、

１職員が正規で入っていただければ要望等が対応できるのかなと思うんですけれども、

次に、ファーストミッションボックス導入に向けて今後の流れですね。どのように周知

されていくのでしょうか、教えてください。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 ファーストミッションボックスですが、来年、令和６年度に年４回のワーク

ショップというような形で地域の方に集まっていただきまして、まずはファーストミッ

ションボックスは何というところから始まり、実際に手順書をつくって、実際に訓練を

やってみて、それから検証してまたつくり上げていくというような形で、年４回のスケ

ジュールで考えております。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。ちなみに対象となる方は、やはり区長さんだった

り、地区の防災係だったりというのは、各区にこういうことをやるのでということで人

員を出していただくような形になりますでしょうか。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 委員がおっしゃるとおり、区長さんにまずお願いして、区長さんが推薦する
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ような方、各区で防災を背負っていける方を対象にやっていきたいと思います。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 次に、実際に避難訓練をする場合に、岡崎市とかで一昨年やられている情

報をお聞きしてたんですけれども、岡崎市の公民館に多分金曜だったと思うんですけれ

ども、夕方から実際に被災した設定で泊まり込みで、家族だったりとか高齢の方だった

りで、そこにある物ですね、ダンボールだったりとかというのを何となく持ち寄って宿

泊までやったという訓練等がありまして、それをちょっとうちの区で区長さんと、やっ

ぱり具体的にやっていかないと課題等が見えづらいねという話をしてる中で、宿泊訓練

だったり、屋外での訓練だったりを考えては、やってみたいねという話は出ているんで

すけれども、そのような場合、実際テラセンターのほうではサポートとしてはどれぐら

い協力いただけるんでしょうか。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 まずはファーストミッションボックス、こちらは災害時の初期の段階の手順

書になります。まずは、令和６年度はそちらに充実させていただいて、委員がおっしゃ

るような１泊２日というようなのは中日新聞社さんに御協力いただくんですけれども、

中日サバイバルキャンプ、こちらのほうで我々も一緒に体験させていただきながら、ノ

ウハウを磨きながら、それが地区に落とせるようなものであれば一緒になって参画して

やってきたいというふうに考えております。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。じゃあ、まず今年度、実際に家族連れ等のサバイ

バルキャンプを経た上で検討等をしていきたいということで、分かりました。 

   実際に住民の方とお話をしていると、住民の方は、基本、役場職員が施設等、公民館

と小学校等の避難所もそうですけど、役場職員が来て何かやってくれるんでしょうとい

う認識の方がとても多いなとは思うんですけれども、役場職員さんの中で課長さんだっ

たり役職のついてる方は、多分、地震があったりとか風水害があったりという場合には、

どこで何をするというのは明確にされているかなと思うんですけれども、全職員に落と

し込んだときには、勤務中だったらどうするだったりとか、勤務外、帰宅してる場合は

どうするというのは実際周知等はされているのでしょうか。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 避難所、先ほど言いましたが、71カ所ございます。そちらの避難所運営に職

員を送るという、71名を送る、又は交代要員も含めるとそれの３倍かかってくると思う

んですけど、それはちょっと考えておりません。ただ、基幹的避難所と言われる小中学

校、高校ですね。こちらには連絡調整員というような形で送っていて、各地区で学区に

情報集約していただいて、例えば毛布が足りないよとか、食料が足りないよということ

を連絡調整員から我々に伝わって、基幹的避難所との連絡を密にする、こういったこと

は決めております。それから、水害に関しましては、水害というのは地震と違って、あ

る程度気象のデータを見ますと予測できます。これに関しましては避難所配置職員とい

うことで、これも開設するのは基幹的避難所と言われる６小学校と幸田高校、こちらに

は２名派遣していることは周知しております。 
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委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。ぜひ、71の避難所には役場の職員さんとか難しい

というのは、議員としてしっかり分かっているんですけれども、やっぱり、町民の方に

もしっかりと区長さん等を通して周知だったりとか、あとは実際に役場の職員さんが何

とかしてくれるでしょうというお話を聞くのは年齢が若い方等がとても多いですので、

しっかりＬＩＮＥだったりとかＳＮＳだったり、テラスセンターとしての広報活動とし

て、しっかりどういうことを役場職員としてはやるんですよという自助・共助・公助の

部分を明確に分かりやすくしていただけると、防災力のほうも上がってくるんではない

かなと思いますので、その点もぜひ、今年、中日新聞さんのそういう防災訓練等もあり

ますので、そういうところの発信等もよろしくお願いしたいと思います。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 今、委員が言われるように、若い方になかなかその辺が浸透しないというこ

とですので、若い方ですと今はスマホでＳＮＳ等を使っている思います。うちもインス

タグラムやっておりますので、そういったところで若い方にもちょっと周知できればな

というふうに考えております。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ここで、途中でありますが、10分間休憩といたします。 

                             休憩  午後 ３時０１分 

                             再開  午後 ３時１１分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   ございませんか。 

   １番、藤本君。 

１番藤本和美君 ３つ私からは質問させていただきます。 

   70、71ページ、防犯活動推進事業、防犯灯や防犯カメラは区からの要望によって設置

するかと思いますが、要望がある中でつけるつけないという選定の判断の方法を確認さ

せてください。 

委員長 防災安全課長。 

防災安全課長 防犯灯に関しましては、幸田町防犯灯設置要綱に定められております。その

中で、設置場所については第２条に書かれておりまして、公衆の道路として原則として

隣接する防犯灯から40メートル以上の距離を有していること。要するに、防犯灯と防犯

灯の間が40メートル離れてるよということでございます。なお、個人の利益のみとしな

い場所ということで、そう定めているんですが、防災安全課の基準としましては、子ど

もたちを守るための通学路であったり、その地域で使う生活道路、そういったところに

つけるというような形で対応しております。 

委員長 １番、藤本君。 

１番藤本和美君 ありがとうございます。 

   次に、74、75ページ、デジタル推進事業、庁舎等無線化機器借上料のこちらの無線化

機器についての説明をお願いします。 

委員長 ＤＸ推進担当課長。 
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ＤＸ推進担当課長 こちらにつきましては、庁内の無線化ということであります。これは何

かというと、職員の仕事を、職務をする上で今使っているパソコンを有線のネットワー

クから無線のネットワークに変更するというものになっております。今後、議会におか

れましても、議会のペーパーレスということでタブレットを使った議会の運営になった

かと思いますが、職員に関しても、自分のモバイルパソコンを議場等々に持ち込みをし

て、そちらでやり取りをするというものの無線化に伴う機器の借上料となっております。 

委員長 １番、藤本君。 

１番藤本和美君 ありがとうございます。 

   次に、76、77ページ、町税賦課徴収事業こちらですが、令和５年度にはコールセンタ

ー業務が120万計上されていて、決算のときには収納が改善したということでいただい

てましたが、令和６年度計上されていないのですが、確認させてください。 

委員長 税務課長。 

税務課長 町税収納コールセンター事業についての御質問いただきました。 

   令和５年度につきましては、このコールセンターは事業の頭出しをさせていただいて

おりまして、これは事業そのものが令和４年度から新規事業ということで実施をしてお

ります。令和４年度、５年度と継続して、この６年度においても事業につきましては継

続のほうを委託業務ということで継続をさせていただきたいと考えておりますが、こち

らの予算書上ではほかの新規事業等々の項目を追加させていただいた関係で、継続して

コールセンター事業を行っており、スペースの都合等もありまして削除はさせていただ

いておりますけれども、引き続き、このコールセンター業務委託をしまして、まだ納期

限が過ぎても納付をいただけていない方に対して、電話催告等々を行うことによって収

納率の向上を図るということで継続して実施していきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

委員長 １番、藤本君。 

１番藤本和美君 ありがとうございます。その予算は幾らになりますでしょうか。 

委員長 税務課長。 

税務課長 ６年度予算が、委託料120万円ということでお願いしたいと思います。年に３回

の電話催告、時期によってなんですけれども、主に委託するという形になります。よろ

しくお願いいたします。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ないようですので、ここで暫時休憩とします。 

   企画部及び総務部の課長は退席し、消防本部及び教育委員会の部課長の出席を求めま

す。 

                             休憩  午後 ３時２５分 

                             再開  午後 ３時３５分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   それでは、引き続き、第22号議案 令和６年度幸田町一般会計の消防本部及び教育委

員会の所管における歳入歳出についての質疑を許します。 

   ２番、吉本君。 
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２番吉本智明君 それでは、後半の部ということで質問させていただきます。 

   予算概要の27、28ページでございます。消防費の災害対策一般事業にあります移動型

バリアフリートイレ、これは予算説明の中にもありましたが、災害時に活用されるとい

うのは十分分かりますが、多くの場合、何もない平常時でのこれの何か特別な運用とか

考えておられるのか教えてください。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 移動型バリアフリートイレの平時の活用方法についてでございます。この移

動型バリアフリーの平常時の使い方につきましては、まずは今回の導入に当たりまして、

南海トラフ地震等対策事業費補助金を活用させていただく予定でおります。そうなりま

すと、やはり、防災に関係した例えば防災訓練であるとか、地区の防災訓練、それから

防災に関する行事等に、まずは職員の設置訓練等が必要となってまいりますので、その

訓練が終わった後、ほかの行事等に使えるような状態にしていきたいというふうに考え

ております。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 そうしますと、これは車庫とか何かにずっと置きっ放しで、何も使われな

い状態が続くということでしょうか。これは非常にもったいないなと思って、見学させ

るようにしたり、いろいろな使い道はあると思いますいので、いかがでしょうか。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 移動型バリアフリートイレは消防のほうで上げさせていただいております。

まずは、消防のほうで職員に対してトレーニングがかなり必要かと思います。その後、

幸田町全体で職員に周知できるようなことを計画立てながら、地区の防災訓練等に参加

させていただいて、できるだけ多くの方にお披露目できるような形に計画していきたい

というふうに考えております。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 バリアフリートイレには、この牽引車両も年間リースでついているかと思

います。車庫に入れっ放しならば、牽引車両が非常にもったいないと思いますけれども、

こういった車両についての活用はどう考えておられますでしょうか。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 牽引車両につきましては、あまり遠くへ行く、県外に出てしまうような事務

車としての運用は困りますが、普段の使い道としては、事務車両とかで対応できるよう

に考えていきたいと思います。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 これは、車両は何なんでしょうか。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 今のところ、トヨタのハイブリッド車のＲＡＶ４を今検討しているところで

ございます。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 分かりました。平時は通常の事務事業に使うということで、なるべく遊ぶ

ことのないように有効利用をしていただきたいと思います。また、バリアフリートイレ
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についても、研修等はあると思いますが、なるべく早く一般にお披露目する中で、こう

いったものがあるというものをＰＲしながら活用していってほしいなと思います。 

   それでは、続きまして、29、30ページの中学校管理一般事業についてお尋ねします。 

   中学生の島原派遣交流を予定されていると思います。この19人の中学生を派遣すると

いうことでございますが、この中学校ごとの男女別内訳、また、その選考方法等を教え

ていただきたいと思います。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 牽引車両、バリアフリートイレにつきましては、ずっと車庫で眠ることがな

いように計画を立てて、きちんと皆さんのお披露目ができる機会を増やしまして、有効

活用していきたいと思います。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 中学生の島原派遣ということで、御質問いただきました。 

   この事業につきましては、70周年を迎えるに当たりまして、中学生の代表生徒が姉妹

都市である島原へ赴き、島原の歴史・文化、幸田町とのつながりについて理解を深める

機会ということで、この事業を考えております。御質問の19名とあります、選考方法、

男女別につきましては、当初予算計上をするに当たりましては、各３中学校の生徒会の

執行部の人数で計上をさせていただいております。これにつきましては、また再度学校

のほうとも調整をすることになるかと思います。また、男女別の内訳につきましては、

生徒会の執行部の関係は、まだこれから決まってくるものと思いますので、また男女別

についてはちょっとまだ分からないところでございます。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 行く人間については生徒会の執行部ということでございますので、年度が

替わって選挙等で選ばれると思いますので、また、その状況が分かったら何らかの機会

で教えていただければと思います。 

   今回は19名、僅かな人数が行くわけですけれども、せっかく島原との交流をするとい

うことであれば、今は全生徒にタブレットがあるわけです。そういったものを活用する

中で、今後、何か事業展開等をお考えだったら教えてください。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 ありがとうございます。今回は70周年ということで派遣をするということで

ありますが、まずはこの事業を通して、島原へ赴いた生徒がしっかりと島原と交流をし、

学んできて、その実績を各中学校全校において広めていくことというふうに考えており

ます。 

   また、議員の質問にありましたタブレットの関係でございます。当然、今回この事業

で終わりというわけではなく、今後、島原との交流については引き続き行っていきたい

とは思っております。タブレットを有効活用して、タブレットによる交流だとか、そう

いったところをまた今後は考えていきたいかなと思っております。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 分かりました。せっかく全生徒にタブレットがあるわけですから、リモー

ト環境も通信環境を整えてあるわけですから、有効活用する中で多くの生徒が交流を図
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れるような、そういった取組を御検討願いたいと思います。 

   それでは、続きまして、同じく30ページの就学援助事業についてお聞きします。 

   この中学校費における就学援助費において、昨年比というか、今年度比で280万ほど

増額していると思いますが、その要因は何でしょうか。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 まず、前段のほうの島原との交流でございます。小学校においても、幸田小

学校が青い目の人形の関連で交流をしている部分もございます。引き続き、今あるタブ

レット、オンライン通信を有効活用して続けていきたいかと思っております。 

   次の御質問の中学校の就学援助についてでございます。御質問のとおり、前年度比で

282万2,000円の増額となっております。この増額の理由につきましては、ちょっとここ

２年ほどでありますが、中学校における就学援助の認定者数が増えていることもありま

して、令和６年度の予算計上に当たっては、申請の取りこぼしがないように認定者数の

見込みを増やして、予算計上をさせていただいておる状況でございます。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 中学校におけるこの就学援助が増えておるという説明でしたが、この小学

校費においてはほぼ変わらない予算計上であるということで、ここ数年の就学援助対象

者の推移とか、何か変化等があったら教えてください。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 小中学校それぞれの就学援助の認定者数の推移でございますが、令和６年度

予算に当たっては、小学校160名、中学校100名の見込みで予算計上しております。令和

５年度、今年度の実績でございますが、小学校140、中学校が90、合計230、令和４年度

は、小学校が163、中学校84、合計247、令和３年度、小学校が145、中学校が77、合計

で222という３カ年のところでございますが、小学校につきましては多少増減があるよ

うな状況でありますが、ほぼ横ばいで推移しております。そのような中、中学校におき

ましてはちょっとここ２年ほど、令和３年度が77、令和４年度が84、令和５年度が90人

ということで、ちょっとずつ増えているというところでございます。 

   以上です。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 就学援助事業のＰＲ活動ですね、在校生だとか新入学だとか、そういった

方々にどういう周知をしておるのか。また、基準は所得以外に何があるのか教えてくだ

さい。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 まず、就学援助の周知につきましては、ホームページのほか、まず入学前の

児童生徒に対して、学校に来られる機会に周知をするというものと、各学校において、

継続の方には継続でお知らせをしますが、こういったチラシのほうを配らさせていただ

いて周知を図っております。あと、対象者につきましては、生活保護を受けている世帯

のほか、市町村民税の非課税世帯であったり、固定資産税の減免を受けているところ、

児童扶養手当の支給を受けている、そういった要件がございますので、そういったとこ

ろを申請をいただいたときに審査をして、認定をしているような形となっております。 
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委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 分かりました。しっかりＰＲされておるようですが、この制度を知らない

という方のないよいうに、しっかりと周知する中で対象者について十分漏れのないよう

にしていただきたいと思います。 

   続きまして、31、32ページ、社会教育総務一般事業についてお伺いします。 

   文化講演会委託料170万円が次年度計上されております。文化講演会は隔年開催と承

知しておりますが、令和６年度については、どのような方を招致し、どのようなテーマ

で講演を予定されているのでしょうか。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 就学援助の件につきましては、できるだけ早い段階で保護者の方たちに周知

できるように努めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 文化スポーツ課長。 

文化スポーツ課長 令和６年度の文化講演会でありますが、今予定しておるのは、ブリキの

おもちゃのコレクターとして有名な北原照久氏を講師としてお招きし、９月15日の日曜

日、町民会館のさくらホールでの開催を予定をしております。講演会の中身につきまし

ては、まだ正式なものは決まっておりません。こちらからお願いするのは、夢の実現に

至った根底に流れる北原さんのプラス思考、発想の姿勢だとか、あと、生き生きとした

人生を送ることができるような、人生が楽しくなる秘訣など、文化講演会にふさわしい

内容を御講演いただけるようお願いしていきたいと思っております。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 ブリキのおもちゃで有名な北原さんをお呼びなるということで、この生き

生きとした人生を送るようにというような、そういうテーマで考えておるということで

ございます。この北原さんを選定するに当たった経過を教えてください。 

委員長 文化スポーツ課長。 

文化スポーツ課長 こちらについては、先ほど隔年で実施させていただいてるというところ

がありました。この北原さんについては、たしか、ごめんなさい、ちょっと状況を忘れ

てしまいました、すみません。後ほど答弁させていただきます。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 はい、分かりました。各講演会でアンケート等を取っておられると思いま

す。そういったことなのか、またほかの理由があるのか、また分かりましたら教えてく

ださい。 

   同じく31、32の町民会館管理運営事業において、座席クッション製造委託料220万円

が計上されております。ちょっとこの内容について詳しく説明願います。 

委員長 文化スポーツ課長。 

文化スポーツ課長 すみません、先ほどの北原さんの選定の関係ですが、幸田町文化振興協

会に依頼をしまして、どういった方がやれるかというところを御相談させていただいた

ところ、より有名な方という部分で北原さんの名前が出てきまして、その方にお願いす

るという方向で決めさせていただきました。 

   続きまして、座席クッションの製造の関係ですが、こちらは現在の町民会館のさくら
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ホール、それからつばきホール、この両ホールの客席に着いて、経年劣化により座り心

地が悪いと感じている利用者が増えてまいりました。長時間座ることになる鑑賞事業に

適した座り疲れを軽減するクッションを全席導入し、満足度の向上につなげていきたい

というふうに考えております。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 これは、工期はどれくらいで、いつから運用できるんでしょうか。 

委員長 文化スポーツ課長。 

スポーツ課長 製造にどれぐらいの時間がかかるか分かりませんが、やはり目標とするのは、

70周年の記念式典、10月19日を目標に設置していきたいと思ってます。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 70周年記念の式典に間に合わせるということで分かりました。 

   続きまして、同じく、この財団法人設立準備を今しておられると思います。その中で

出損金の予算計上がございます。現状、文化振興協会の基金が１億2,000万ほどあった

と思います。その金額について前の説明では、一度町に返納して、その後の取扱いにつ

いて協議されるということでしたが、この歳入予算を見ますと、この１億2,000万円は

どこにも出てこないんですけれども、これはどういう扱いになってますでしょうか。 

委員長 文化スポーツ課長。 

文化スポーツ課長 文化振興協会の基金につきましては、平成18年に基金の取扱いに関する

協定を結んでおります。そこの第９条に、この文化振興協会が解散したとき、そのとき

には町に返還するというふうにうたってあります。その解散するときというのが、法人

を設立して、法人が第５期の指定管理が始まったタイミング、あるいは少したってから

かもしれませんけれども、解散するのは令和８年の４月以降という形になり、それまで

３月31日までは文化振興協会が指定管理者でありますので、そこまではこの基金は持っ

ている状態という形になります。ですので、令和６年度の歳入には計上はしておりませ

ん。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 分かりました。令和８年の４月以降の文化振興協会解散時でないと、町へ

の戻入がないということは理解できました。 

   続きましてライフサークル事業、ちょっと午前中の質問にもあったんですが、夏まつ

り実行委員会の補助金が、本年度は907万円のものが2,000万になっている、凧揚げまつ

り実行委員会補助金が、本年度は550万が1,000万と倍増しているというふうに思います。

何をどう変えて、何でこんなにお金をかけるのかということについて御説明願います。 

委員長 文化スポーツ課長。 

文化スポーツ課長 夏まつりにつきましては、1,093万円増額をさせていただいております。

町村合併70周年として位置づけをしておりまして、まつりの最後を飾る花火につきまし

て、合併70周年を祝い花火の数を大幅に増やすことを予定しております。今年度は、親

水ゾーンの小型の打ち上げ花火のみでありましたけれども、来年度に限っては、親水ゾ

ーンの小型花火の打ち上げに加えまして、手筒花火だとか、あとハッピネス・ヒル・幸

田の東の山側、あちらのほうでも打ち上げ花火の実施を計画していきたいというふうに
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考えております。それから、凧揚げまつりにつきましても、同様に70周年の記念事業と

いうふうに位置づけまして、450万円を増額させていただいております。凧揚げにつき

ましては、会場となる菱池地内が遊水地工事だとか、あとは圃場整備を実施しておりま

す。まつりの規模につきましては、愛知県と協議してから計画を立てていく必要があり

ます。今年度はコロナ禍以前のまつりに戻したいということで、観客を入れて実施をし

てまいりました。来場された方々が長く滞在して、凧を堪能していただけるようキッチ

ンカーを配置するなど、飲食の提供も行ってまいったところです。大変好評でしたので、

来年度につきましてもこういった内容のものは実施したいと考えております。その中で、

予算の増額につきましては、警備員の増員だとか、仮設トイレの増設、ステージイベン

トの増加、前夜祭の実施などで増額をお願いしているところであります。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 この夏まつりの部分について、光明寺池下のほうで打ち上げ花火をやると

いうことで、光明寺池下ですと４号ぐらいまでしか玉が上げれないような気がしたんで

すが、コロナ禍において一度町民全体で花火を愛でるというテーマで、菱池遊水地のエ

リアでしたかね、それかもうちょっと西だったかもしれませんが、15玉だったか、それ

よりちょっと小さいのか、大きなものを上げてもっと広範囲で花火が見れるような、そ

ういったことをやられたと思うんですが、そういった企画はないのかなというのと、そ

れから、あと凧揚げまつりは、今年度は有観客でということで私も参加させていただき

ました。参加者の中から、やはり、トイレが使い勝手が悪いと。特に女性用トイレが、

プライバシーの問題であるとか、トイレの紙の問題であるとか、数が少な過ぎるだとか、

そういった様々な御要望をいただいておりますので、そういった要望に応えられるよう

にしっかりと企画をしていただきたいと思います。 

委員長 文化スポーツ課長。 

文化スポーツ課長 まず、夏まつりの花火につきましては、特にまだこれが決定というわけ

ではなくて、花火の会社だとかとこれからまた相談、調整が始まりますので、そういっ

たところも一つ提案をしながら考えていきたいと思います。 

   また、凧揚げまつりにおけるトイレの関係も、いろいろ御意見をいただきました。ト

イレットペーパーの数だとか設置の数、そういったところを対応していきたいと思いま

すし、また男子と女子のトイレが隣り合わせで柵がしてあるだけというところで、プラ

イバシーの関係とかも対応するために、それをちょっと離して対応するなど、あと柵を

設けるなど、そういったところをまた考えながらやっていきたいと思ってます。 

委員長 ２番、吉本君。 

２番吉本智明君 教育委員会関連事業にしても、この70周年の冠をかぶせて盛大におやりに

なるということでございますので、しっかりとしたふさわしい事業にしていただくよう

にお願いしまして、質問を終わります。 

委員長 ほかにございませんか。 

   14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 まず、歳入についてお伺いをいたします。 

   予算書の50、51ページでございますが、校内教育支援センター整備推進事業委託金で
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ありますけれども、これについての説明、また歳出においての対応についてお聞きした

いと思います。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 校内教育支援センター整備推進事業委託金ということで、こちらにつきまし

ては、３中学校に整備をするｉルームの関連の事業費の県からの委託金ということで計

上をさせていただいております。これの歳出につきましては、予算書の124ページ、125

ページにあります事務局一般事業の中の児童生徒心の支援員人件費ということで、ほと

んどはこの人件費に充てることになる県からの委託金ということで計上をさせていただ

いております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 歳出においては、また次の機会にお尋ねしたいと思います。 

   次に、ラーケーションの推進事業の委託金でございますけれども、今年度、ラーケー

ションを初めて取り組まれてきました。こうしたことが好評だったということもありま

すが、また同時に困ったという父母もあるわけでございます。そうした点で、この令和

５年度においては、県のほうから何か取組についてのアドバイスやあるいは要望等があ

ったんでしょうか、お伺いしたいと思います。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 ラーケーションの推進につきましては、令和５年度の10月からスタートする

ということで、２学期途中からのスタートということで始めさせていただきました。こ

れにつきましては、県の休み方改革プロジェクトの一つということで、県が強く推し進

めているものであります。幸田町のほうでも、その県のプロジェクトにそって、ラーケ

ーション、学校外で家族と共にいろんな地域へ出て学習をするという内容のものであり

ます。県のほうから特段指導というのか、そういったものはないのですが、一応各学校

でアンケートを取った結果等がございます。ラーケーションのことの周知については、

97％ほどが知っているということで周知はおおむねできているのかなというふうには思

っております。保護者の方へのアンケートというところで、困ったことということで、

ラーケーションを取るとその分の学習が遅れるんじゃないかなという心配の声もありま

す。また、先生のほうからは、当初から言われてますように、給食の欠食等のところが

割に事務が煩雑になるよといったような内容がございました。こちらにつきましては、

ラーケーションを令和６年度についても引き続き実施していくということで、年間３日

間取得するような形で進めていきたいかと思っておりますので、今回のラーケーション

推進事業の県の委託金、これにつきましても教員補助員のほうの人件費ということで計

上をさせていただいている状況でございます。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 それから、歳出の関係で資料の提出をまずお願いしたいというふうに思

います。 

   町独自で配置している教員数、支援員数、いろいろあるわけでございます。例えば通

級指導とか、いろんな意味でのかなり介助員もありますけれどもね、そうした点でのそ

れぞれ職責に応じた教員数、支援数を出していただきたい。それから、次に学校図書の
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充足率についても各小学校ごとに出していただきたい。それから、令和５年度末の小中

学校のトイレの洋式化率についても出していただきたいというふうに思いますけれども、

これは出していただけますでしょうか。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 資料提出の関係で、町で配置している会計年度の職員の関係ですね。こちら

のほうと図書館のほうの蔵書の関係の率ですね。それから、小中学校のトイレの洋式化

率、こちらのほうについては資料提出をさせていただきたいと思います。お願いします。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 今出していただける資料については、後ほどまた質問してまいりますが、

まず、予算書の122、123ページ、消防自動車整備事業のポンプ車でありますけれども、

これにつきましては、更新の内容についてお答えください。 

委員長 消防署長。 

消防署長 令和６年度に整備する車両につきましては、幸田町消防整備基本計画に基づく消

防団第４分団第１部の消防ポンプ自動車の更新整備となります。この消防団第４分団第

１部の車両につきましては、平成15年に整備したものでありまして、既に21年が経過し

ております。特徴としましては、現在、消防本部も含め、消防団車両についての運転の

負担軽減を図りますというオートマチック化というものを継続して行っていくとともに、

最近では、消防団のほうに補助金を活用して、発電機、電動カッター、電動チェーンソ

ーなどの装備をしている、整備中でありますが、それらを常時積載するスペースが確保

できておりませんので、これらが常時積載して、常に消防団の方が救助に関しても出動

して活動できるように整備してまいります。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 このポンプ自動車につきましては、2,810万2,000円というかなりの金額

であります。また、消防の整備計画に基づいてやられるということでありますけれども、

こうした消防車両につきましては、補助金を活用して実施をされている経過もあるわけ

ですけれども、来年度につきましては、これは補助金活用ということはないのでしょう

か、お伺いします。 

委員長 消防署長。 

消防署長 来年度の消防団の第１部の車両につきましては、補助金の対象外となります。現

在、消防団車両で補助金の対象となるのは、第２部の可搬付ポンプ自動車のほうが補助

金対象となっております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 はい、分かりました。 

   次に、移動型バリアフリートイレ、先ほど吉本議員がお聞きをされたわけでございま

すけれども、今回のバリアフリートイレは非常に牽引もしなければならない、それから

リース料が要る、取付金具代が要るということでかなり高額となっております。説明の

中では、南海トラフ地震の対策事業補助金ということで３分の１の補助があるからとい

うことで、今回これを整備をするわけでありますけれども、移動型トイレにつきまして

は、単独で走れるものもあるわけですけれども、そうしたものは検討しなかったのかと



－７５－ 

いうことであります。この説明書の中では、職員が災害時に利用をしたりするという、

そういうような活動方法で今回のトイレを購入するわけでありますけれども、そうした

点で迅速に動くためにはですね、自力走行できる、そういうものは検討されなかったの

かどうなのかお尋ねします。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 委員の言うとおり、ほかのトイレカーみたいなものは検討しなかったかとい

う御質問でございます。当然、今回牽引をしなければならないということで、ほかのタ

イプのトイレカーも検討はしております。今回、移動型バリアフリートイレというもの

は、車椅子に特化したスロープがついたもので非常に中も広くとってありまして、非常

に優しいつくりとなっております。したがいまして、どうしても中を広く取ろうとしま

すと、自走式のいわゆる車そのものにトイレを載せてあるものですと、ここまでの広さ

が取れないというのが１点。それから、今回開発された移動型バリアフリートイレとい

うものが、実はユニバーサルベッドというものがついていまして、当然車椅子で移動さ

れる方はなかなかベッド上で横になることはないと思うんですが、中には移動手段とし

て車椅子を使って、ベッド上で寝かせて大人用のオムツを交換するとか、そういった方

も見えますので、そういった観点からこれは非常にいいんではないかということで、今

回移動型バリアフリートイレ牽引タイプのものを選定させていただいたところでござい

ます。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 災害時の移動型のバリアフリートイレ、その用途は分かるわけでござい

ますけれども、しかしながら、この成果目標に書かれてある、長時間災害活動に従事す

る職員等に際し活動場所近くにトイレを設置することで、災害現場でトイレを我慢する

ことによる体の負担を軽減できると、消防力の維持が期待されるということで、用途が

このように成果目標として挙げられているわけでございます。そうした点からいいます

と、やはり、確かにバリアフリー化ということで分かるわけでありますけれども、実際

に使うとなるならば、こうした目標に合った選定方法というのもあったのではなかろう

かなというふうに思うんですけれども、そうしますと、例えば自走できるものもやっぱ

り整備をしていく必要性があるというふうに考えてもよろしいのかどうか、お尋ねした

いと思います。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 この移動型バリアフリートイレ以外にもう１台整備という考えでございます

が、幸田町につきましては、まずは初導入ということでございまして、まずはたくさん

の税金を投入するということで、まずは使い倒して効果を検証しまして、次につなげて

いきたいというふうに考えております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 補助金があるからといって、何もかもこの補助金を使いながらやってい

くと、後々の経費がかなりかかってくる、今回のバリアフリートイレの整備事業では。

そうした点で、非常に稼働率が悪いんじゃないかなというふうに思うんですね。実際、

災害時での対応、あるいは、ほかの日常的に対応するにしても自走できる、そういうも
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のの整備をまずはやっていくべきではなかったのかなと私は思いますが、当面こうした

ことで、あと検証をお願いしたいなというふうに思います。 

   次に、予算書の124、125ページでございます。スクールソーシャルワーカーとそれか

らスクールカウンセラー、これを小学校のほうには対応していくというようなことだっ

たわけでありますが、スクールソーシャルワーカーは１名配置でありますが、複数配置

というのができなかったのか、検討はしなかったのかということであります。それから、

スクールカウンセラーは、小学校のほうで活用していくというようなこともたしか言わ

れた経過があるわけでございますけれども、その対応状況についてお伺いをしたいと思

います。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 今回、移動型バリアフリートイレの導入に向けて、これが何も使われない状

態で放置されるのではなく、訓練、それから職員の設置訓練が終了次第、いろんなイベ

ントのところへ出向きまして、災害時には動けない人はこれを使ってください、避難所

にありますよといった感じで、ＰＲ活動を続けていきたいと思います。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 まず、スクールソーシャルワーカーのことでございます。現在１名配置とい

うことで、複数配置の検討はされたかという御質問かと思います。スクールソーシャル

ワーカーにつきましては、令和３年度に週１の配置、令和４年度から現在の週５日の配

置としております。これと併せて、令和４年度からは家庭教育支援員ということで、校

長先生のＯＢの方を家庭教育支援員として配置をし、スクールソーシャルワーカーと共

に、不登校であったりだとか家庭的な問題のある児童生徒の支援に当たっております。

実際スクールソーシャルワーカーの１名配置ということでありますが、この家庭教育支

援員につきましても、スクールソーシャルワーカーともうほぼ同等の仕事をやっていた

だいております。児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行っていることを

日々行っておりますので、実質的には２馬力でこの活動を行っているというふうに考え

ております。ただ、実際に対応している人数でございますが、令和４年、令和５年と

100名以上の人数を対応しているというところでございます。増員ということでありま

したら、もしそういった適当な人材がありましたら増員をしていきたいなというような

考えは持っているところでございます。 

委員長 学校指導担当課長。 

学校指導担当課長 スクールカウンセラーの件につきましてです。昨年度までは、町のほう

で単独のスクールカウンセラーは持っておりませんでした。今年度より、町単独のスク

ールカウンセラーを実質的に３名置いています。これまで、県のスクールカウンセラー

が派遣されておりまして、小学校には３校に１人ずつというふうで、中学校は１人ずつ

派遣されていましたので、小学校で行く週が少ない分を町単独のスクールカウンセラー

を配置することによって、小学校のほうのカウンセリングの充実を図っているという状

況であります。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 はい、分かりました。小中学校におきまして不登校等が非常に増えてい
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る実態があるということからも、こうした相談活動等での充実をしていただきたいとい

うことを切に思うわけであります。 

   それから、次に、町単独で配置する教員、支援員、介助補助の人数、これについてよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。分かっているならば、この場で答弁してい

ただけたらありがたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 また、これは資料提供はさせていただきますけど、今現在分かっております

ので、ちょっと口頭でお伝えさせていただきます。 

   まず授業担当教員ということで11名です。それから通級指導教員、これが７名でござ

います。日本語指導教員２名、養護教諭補助教員３名、ｉルームの心の支援員が２名、

介助補助職員20名、母国語対応支援員が２名、理科支援員が２名、教員補助員14名、ス

クールサポートスタッフ５名、学校図書館指導員３名、用務員が９名、それから校務員

２名となります。ちょっと教育相談室のほうも合わせてお答えさせていただきます。教

育相談室の指導員として、これは室長を含みますが２名、教育相談室の相談員、臨床心

理士ですが５名、このうち２名を含みますが、町のスクールカウンセラーとして３名と

いうことであります。また、こちらのほうは資料提供をさせていただきたいと思います。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 来年度、小学校は６年生35人学級ということで実施をされるわけであり

ますけれども、それで、教室数の確保についてでありますけれども、これは確保できる

のかどうかということでお尋ねしたいと思います。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 小学校につきましては、35人学級になっていくということで、教室数につき

ましては、令和５年度で豊坂小学校、それから令和５年度、令和６年度で深溝小学校の

増築工事に取りかかっております。この対応で35人学級への対応、また児童数の増につ

いて対応ができるような状況であります。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 ｉルームにつきましては、来年度は幸中が１つ増設ということでありま

す。それと、小学校におきましては、今現在、保健室登校で非常に利用者が多いという

ことで、ほかに教室をという、そういうようなことも出てきている状況の中で35人学級

が始まり、そして、またほかの少人数学級とか授業とか、そういういろいろとある中で、

実際に不足をするところがあるならば、ぜひ計画を出していただきたいというふうに思

うわけでありますけれども、その辺のところは実際に確保できるということでよろしい

ですね。 

   はい、じゃあ、次に移りたいというふうに思います。 

   私立高校生の授業料補助金についてお伺いをしたいと思います。 

   これは、始まって以来、年額１万5,000円という金額であります。そうした点で、今

は非常に子育て世帯の負担というのは大変な状況にあるわけでございます。そうしたと

きにおきまして、近隣並みにアップということは今回考えられなかったのかということ

であります。合併70周年記念事業では非常にいろいろと打ち上げられているわけでござ
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いますけれども、やはり、こうした本当に困っている家庭に対しての補助金の見直し等

もやっていくべきではなかろうかというふうに思うんですけれども、その点について今

回は見直しをなされなかったのかどうなのか、お尋ねしたいと思います。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 私立学校の授業料補助でございます。予算につきましては、今年度は192万

円を計上させていただいております。こちらにつきまして言われる支援の金額ですが、

１万2,000円ということで幸田町はやっております。また、近隣につきましては、岡崎

市も１万2,000円でございます。西尾市につきましては、一番所得の低い方については

３万円、それから１万2,000円、１万円というような形で、３段階でやっておられるか

なと思います。刈谷市につきましては２万5,000円、安城につきましても３万円と１万

2,000円ということで、いろいろ所得の制限を設けている市町が多いかなというような

感じではございます。幸田町につきましては、従来どおり１万2,000円ということで、

近隣の所得制限は幸田町はありませんので、その点を含めて、近隣とこの１万2,000円

というところで、おおむね足並みをそろえているのかなというような感じでは思ってお

ります。 

   以上です。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 私立高校におきましても非常に負担感が大きいということで、これは近

隣でいえば２段階に分けて支給をしていると、こういう状況もあるわけであります。幸

田町の場合は、全ての子どもたちに１万2,000円を支給をしているわけでありますけれ

ども、これは公立高校との格差解消という、そういう意味合いにおいてのもので当初取

り組まれたものであります。同時に、大変な世帯におきましては、近隣では、これは所

得に応じた支給ということで、やはり、上乗せ支給をしているわけであります。そうし

た見直しもすべきだと私は思いますので、また検討をしていただきたいと思います。 

   次に、予算書の124、同じですか、中学生島原市の派遣事業についてであります。こ

れは19人の子どもたちを島原市に派遣をするということで、先ほど言われたわけであり

ますけれども、私は、こうした特定の子を選別をし、そして差別化を図る、こうした派

遣事業については生徒間のいろんな感情等もございます。そういった点におきまして、

私は、これは復活させるべきではないというふうに思うわけでありますけれども、その

辺のところは、やはり、多感な中学生時代の中におきまして、こうした特定の生徒を引

き連れて派遣をするという、こういう取組というのはやめるべきではないかと。全ての

子どもたちに平等の教育を保障すべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 私立高校の授業料補助につきましては、近隣の状況もありますが、県の支援

事業もございます。そういったところを見ながら研究はしていきたいと思います。 

   続いて、島原の派遣につきましては、今回70周年の記念の事業として行うものであり

ます。今回、単年度でということで考えているものでございます。人数については、距

離の関係いろいろとございますので、19名というような形では提案をさせていただいて

いるところでございます。特に不公平感だとかというところもありますが、これにつき
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ましては、今回70周年の記念として行う事業でありますので、一部の生徒を連れていっ

て、それについては、戻ってきたときには全校生徒に広めていくというようなことで考

えていきたいと思っております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 前も中学生の海外派遣とか、いろいろと取り組まれてきたわけでありま

すけれども、そうしたことが、やはり、いろんな社会情勢もあった、不安感とか、そう

したことがあって取りやめになってきたわけでありますけれども、一部の生徒だけをと

いうことを、やっぱりこうしたことの行事を取り組むということはこれから考えていっ

ていただきたいなというふうに思います。 

   次に、部活動の地域移行についてお聞きをしたいというふうに思いますけれども、こ

れについて説明もあるわけでございますけれども、その中で町外に出ていくときに引率

をする、そうしたときの補償の問題。それから、父母もこれはやらなくてはならないと

いう、そういう中で部活動が地域移行されますと、それが活発になってくるんじゃない

かという不安感があるということで、父母のほうから出されてきているわけでございま

すけれども、その辺についてはいかがかということでありますが。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 部活動の指導員に関しましては、基本的には教員、部活の顧問の先生とセッ

トで動くというような形では話はしてありますので、そういった中での動きになります。

町外へ出ていくというときの引率については、特に今は各御家庭で現地へ赴いていただ

くようなことが多いかなとは思いますので、教員がやるというようなことは今現在ない

かと思います。そういった状況で、今のところ、部活動指導員につきましては、土日の

部活動について協力をお願いしているといったような状況でございます。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 部活動の地域移行にありましては、父兄のほうから、休日の部活動の引

率、保護者負担がかなりかかってくるんじゃないかという、そういう懸念が出されてき

ているわけですけれども、そうした地域移行することによっての負担感というのはない

のか、その点についてお尋ねしたいと思います。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 部活の派遣において、保護者への負担というのは特段何も変わりはないかと

思います。部活動の指導員の関係につきましては、今現在、幸田町では地域連携という

ことで、まだ学校部活動の中でやっているものでございます。学校部活動の中で外部の

指導員を入れて、顧問の先生と一緒に部活動の指導を土日に行うというような状況でご

ざいます。これは一番最初に地域移行というようなことが国のほうからも示されたわけ

なんですが、実際に地域移行ということになりますと、外部のそういったスポーツを運

営するような団体等にお願いをしていくことになることになります。今現状は、幸田町

においてはそういった組織等もございませんので、なかなかそういった組織づくりとい

うのもまだ進んでいない状況でございます。ということで、幸田町においては地域連携

ということで、学校部活動の範囲の中で指導員の方、地域の方にお願いをして、部活動

のほうをお願いしているといったような状況でございます。 
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委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 部活動のガイドラインがあるわけでございますけれども、これの遵守を

必ずしていただきたいということで、徹底をしていただきたいということをお願いして

おきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

   それから、先ほどのｉルームの関係でございます。このｉルームは、幸中もｉルーム

を開設をして、そして、３中学校が全てｉルームが開設をされるわけでございますけれ

ども、当初、この説明の中では、令和５年度につきましては県の委託事業という、これ

は聞いてなかった、今回初めて県の委託事業ということをお聞きしたわけでございます

けれども、これはいわゆるｉルームの関係でいうと、幸田版のフリースクールを取り組

むと教育長は言われて、今年度２校で開設をされました。ですので、そういった点にお

きまして、県下においてもこうしたｉルームの開設というのは結構やられているのかお

尋ねしたいというふうに思います。いかがでしょうか。 

委員長 教育長。 

教育長 幸田町のほうも、町単独でやろうというところに県のほうからお話をいただきまし

たので、せっかく県のほうから、いるいわゆるフリースクールという言葉とｉルームと

いうのはほとんど実は同義語なんですけど、あえてフリースクールという言葉を使うと

いうことが適当かどうかということがあるので、フリースクールという言葉ではなくて、

私たちは愛のある部屋、ｉルームというふうに名づけています。これは県と全く同じよ

うな名称でありますが、愛知県下においても、各市町村で今こういった取組はされてお

ります。各市町村単独で、いわゆる、例えば岡崎でいうとかなりそれを周知していると

いうか宣伝をしているので、岡崎だけが入っているようなふうでありますが、県下は大

体今はそろってきているのではないかなというふうに思っております。幸田町単独でや

ろうとしたところに県からの話があったので、それはもうせっかくだから使わせていた

だこうと、予算も使わずに済むので。ただし、幸田町を３中学校共に整備をしていくと

いうことはもともと考えていたことではありますので、来年度につきましては、今年度

入れていない幸田中学校にも入れさせていただいて、今、教育相談室のほうへ幸中の生

徒は何人かお世話になっているわけですが、教育相談員そのものは幸田町全体の児童生

徒が活用するという場所でありますので、幸田中学校におきましてもｉルームを十分活

用していただいて、不登校対策をしていくということを考えております。 

委員長 ここで、途中でありますが、10分間休憩といたします。 

                             休憩  午後 ４時３８分 

                             再開  午後 ４時４８分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   ここで、お諮りいたします。 

   本日予定しております総務教育委員会の所管に係る質疑が終わっておりませんので、

本日の会議を延長したいと思います。御異議ありませんか。 

（異議なし） 

委員長 異議なしと認めます。 

   したがって、本日の会議を延長することに決定いたしました。 
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   それでは、引き続き質疑を許します。 

   14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 体育館空調設置についてお伺いをいたします。 

   今回、令和６年度に３中学校の体育館の空調化を進めるわけであります。数値目標を

見ますと、令和７年度に小学校３校、令和８年度に小学校３校と、こういう計画も出さ

れているわけでありますけれども、この７年度、８年度はどの小学校名をお答えくださ

い。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 令和６年度で中学校の３校、令和７年度も小学校３校ということでございま

す。令和７年度の小学校３校につきましては、坂崎小、深溝小、豊坂小と考えておりま

す。令和８年度の小学校３校につきましては、幸田小、中央小、荻谷小というふうに考

えております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 今回の予算でありますけれども、総額が２億6,102万円ということで出

されております。これが１校単位で見ますと、それぞれあるわけですけれども、ざっと

１校で8,000万円ということであります。今、災害はいつ何どき起きるか分からない、

こういう状況の中であります。同時に熱中症対策として、やはり、小学校でも空調を早

期につけてほしいという、こういう声もあるわけでございます。６校を一緒にやった場

合、次年度にやった場合、６校ですと６億弱でつくんじゃなかろうかと、ざっと計算し

て。設計費用もございますので、ざっと計算して６億ぐらいでつくというふうに思うわ

けであります。こうした取組を１年ずらすんではなくて、小学校も１年度限りでやって

いく、そういう心構えでやっていただきたいというふうに思うんですけれども、その取

組をお尋ねしたいと思います。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 体育館の空調設置につきましては、こちらの議案説明会資料のほうに数値目

標がありますとおり、３カ年で３校ずつというふうに記載をさせていただいております。

こちらにつきましては、丸山議員が言われますように、大体、中学校ですとおおむね七、

八千万円ぐらいかかるような形で、３校で合わせると、令和６年度の予算計上額という

ような形になっております。小学校については多少規模が小さいものですから、少し事

業費は下がるのかなという見込みではありますが、やはり、２億を超えるような予算規

模ということになります。限りある予算の中で、順次できるだけ事業費の平準化も図っ

てやっていくべきと考え、３年間で３校というふうに考えております。言われるように、

熱中症対策、災害時における対応ということで必要性は感じておりますが、できるだけ

早い段階でということで３カ年で整備を進めていきたいというふうに考えております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 中学校の場合は部活動もあるというようなことで、空調を早めたわけで

ありますけれども、しかしながら、小学校におきましても、やはり、子どもたちが暑い

中、本当に大変な状況の中で体育をやっている状況も目にしております。それと同時に、

あそこは避難所にもなるわけでございますので、そういう観点から、やはり、そうした
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事業は一気に進めるべきではないかなというふうに思いますので、十分、来年度、検討

しながら道を探っていただきたいということをお願いしたいと思います。 

   次に、予算書の132、133ページでありますけれども、両方、文振協と学校給食会を合

わせて、一般財団法人の設立について伺いたいと思います。 

   この一般財団法人は、今回出捐金として学校給食会が300万円、それから文振協の場

合が2,000万円というようなことで計上されておりますけれども、この一般財団法人を

調べて見ますと、この財団法人は財産に対するものであります。そういうことで、この

決め事というのもあるわけですけれども、そこについての説明をお願いしたいと思いま

す。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 まず、体育館空調の件でございますが、令和６年度予算については、３中学

校の工事費及び３中学校の実施設計の委託費ということで計上させていただいておりま

す。早急に整備をというようなこともございますが、３カ年で順次整備をしていきたい

と考えております。 

   それから、法人化の関係でございます。財団法人につきましては、一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律というのがございますので、これを根拠とした法人というこ

とになります。一般財団法人は、丸山議員がおっしゃられるとおり、財産に対して法人

格が与えられるというようなことで書いてございます。これは、拠出された財産を一定

の目的のために利用することに重点を置くというような意味合いでございます。設立時

につきましては、300万円以上の拠出が必要ですというようなことになっています。設

立に当たっての必要な役員の関係も、理事３名以上、監事１名以上、評議員３名以上と

いったような内容の決めと、あと、設立者は出資者１名以上でというようなことで、こ

の法律に基づいたいろいろなルールがあると認識をしております。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 この登記申請に当たっては、設立者を合わせて理事、監事、評議員、い

ろいろとメンバーがいるわけですけれども、その構成員について出していただけるかど

うか、後で考えを公表していただきたいということと、それから、基本的にはこの寄附

されたお金を運用するというようなことで書いてありました。この辺のところで、寄附

金もこの財団は集めて運営をしていくのか、その点についてもお尋ねしたいと思います。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 学校教育のほうから、給食会のほうについてでございますが、役員の理事、

監事、評議員につきましては、まだ今後、来年度中に詰めていくような形になっていき

ます。定款を定めていくような段階でそういったことを決めていくことになりますので、

現時点ではどういったメンバーでというようなことはお答えできるような状況ではござ

いません。 

   それから、寄附をということでありますが、設立者が出す出資金、これを資本金とし

て活動をするというようなことになります。学校給食におきましては、町からの委託金、

これをもって全て運営をしていくというような状況で、この形態は法人格を持ったとし

ても変わらない状況かと考えております。 
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委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 失礼しました、一括でやったもんですから。文振協につきましてですけ

れども、ここにつきましては、一般財団法人は非営利型と非営利型以外ということに分

類されるそうでございますけれども、文振協はどの分類に入るのかお聞きします。 

委員長 文化スポーツ課長。 

文化スポーツ課長 まず、文化振興協会が法人格を持つわけではなくて、新たな法人をつく

ります。それで、法人をつくるのと併せて、隣にはハッピネス・ヒルを管理する任意団

体である文化振興協会があります。ですから、文化振興協会が法人格を持つんではなく

て、新たな法人をつくって、文化振興協会は解散しますので、そういった考えをまずお

願いしたいと思います。学校教育の給食会とは違って、こちらは指定管理で令和８年の

３月まで指定管理期間決まってますので、ここまではとにかく文化振興協会にやってい

ただきます。その間に新しい法人をつくって、次の第５期の指定管理を委託する業者と

いいますか、相手方を決めるまでには新しい法人をつくって、そこにお願いしていくと

いう流れになります。非営利団体でお願いしたいと思います。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 ちょっと混乱してました。一般財団法人の中のハッピネス・ヒルを管理

運営していく、そのためにも、文振協にも行ってちょっとお伺いをしてきたわけであり

ますけれども、いろんな会館がそうした一般財団法人格を持ちながら運営をしていると

いうことをお聞きをし、そして、幸田町も今この時期ではないかということをお聞きを

したわけでありますけれども、文振協は解散をする。そして、その文振協が母体になる

ということではなくて、今までの文振協の職員はどのように移行していくのか。その辺

のところをちょっと分かりやすく説明していただきたいなと思いますが。 

委員長 文化スポーツ課長。 

文化スポーツ課長 法人を設立して、そこに入ってくる人間をどうするのかという部分、そ

れから、今文化振興協会で働いてる人たちをどうするのかということですが、最終的に

は、今文化振興協会で働いてもらっている方に、そっちの法人格のほうに移行というの

か、そちらのほうに就職というのかちょっとあれですけれども、同じ方を法人のほうで

使っていただくような形になります。ただ、その手法がどういった移行といいますか、

人を移動させていくのが本来のやり方なのかということは、また専門家の方に聞きなが

らやっていきたいと思っています。ちょっとそこまではまだ詳しく確認していませんけ

れども、考え方としては、今働いてる人をそのまま法人格のほうに持っていくというこ

とを考えています。 

委員長 14番、丸山君。 

14番丸山千代子君 文振協が解散となると、これは退職という形になるわけでございます。

ですので、そのまま移行すると言われますけれども、もともと働いている職場がなくな

るということは、そこで失職をするわけですよね。ですので、そうしたのが、今まで働

いていた者が新しいところに引き継がれ、そして、また、その退職金とかそういうもの

も引き継がれていく、そうして職員に不利にならないようなものになるのかどうなのか、

併せて確認の意味でお聞きしたいと思います。 
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委員長 文化スポーツ課長。 

文化スポーツ課長 正直その辺のところまでまだ詳しく考えてないといいますか、調査して

ないんですけれども、もともと法人格を持った団体がハッピネス・ヒル幸田を管理した

ほうがいい、するべきだというのは、今の文化振興協会のほうからの話でありますので、

恐らくそういったところは何らかの形でクリアできるんだろうとは思ってますけれども、

今後の調査をさせていただきたいと思っています。 

委員長 ほかにございませんか。 

   12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 まず、私は、別冊の当初予算概要の中の28ページ、駅利用帰宅困難者防災

備蓄倉庫整備事業、これはどこに設置されるのかまずお聞きいたします。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 幸田駅の駅利用者に対する防災備蓄倉庫の設置場所につきましては、幸田駅

西駐輪場の２階部分、こちらを予定をしております。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 駅の西のところに置くということで、そうすると、この管理はどうなるわ

けですか。幸田区さんとか、駅西になると芦谷区がその地内に入るんですけれども、そ

の辺の管理はどこがされるわけですか、お聞きいたします。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 幸田駅西駐輪場に設置する防災備蓄倉庫につきましては町が管理しますので、

予防防災課こちらが管理していきます。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 はい、分かりました。それじゃあ、特別に区とか、そういった人が管理

云々はないということで。この中ですけれども、保存するものは何が主体になるわけで

すか。これは、帰宅困難者云々になると保存食が主体になるのか、それの中身をどの程

度確保されるのか、また、その後、一般のそういった防災備品関係もどの程度入れられ

るのかお聞かせ願いたいと思います。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 これは、３駅同じもの、防災食、保存水、それからブランケット、こちらを

各500ずつ同じものを備蓄していく予定でございます。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 以前、相見駅で保存食を配ったという経緯がありますが、個数としては大

体どのぐらいのものを想定されているのか、１列車分なのか、上下車両が止まってしま

って２車両分にするのか。その辺のところは３駅とも同じなんですか、それとも変わる

のか、その辺はいかがでしょうか。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 数につきましては、３駅とも同じ同数と今はさせていただきます。すみませ

ん、数につきましては、各500人分です。よろしくお願いします。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 はい、分かりました。ありがとうございました。 
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   それでは、次に、先ほども部活の話がちょっと出たんですが、私もちょっと視点を変

えて、部活指導員報償金が令和５年度344万3,000円で、それで６年度526万5,000円と数

字が上がってるわけですけれども、まず、こちらのほうの今年の部活は初めてだと思い

ますけれども、特別支障がなかったのか、それの状況をまずお聞かせください。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 補足させてください。幸田駅西の防災備蓄倉庫につきましては、幸田駅とい

うのは幸田町の玄関口となります。それで、先ほどは同数の500ずつというお話をさせ

ていただいたんですが、玄関口ということで、1,000人分まで幸田駅西については増や

す計画があります。お願いします。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 部活動指導員の件でございます。議員が言われますように、令和５年度の当

初予算につきましては、16名分ということで324万をスポーツのほうで、あと文化で１

名20万2,500円ということで、令和６年度については、その金額が上がっているわけで

ございます。令和５年度16名の予算でスタートをしまして、一部種目につきましては複

数名で１人分ということで計19名、人数としては19名でスタートをしました。実際にス

タートしまして、顧問の先生といろいろと連携を取りながら、入っていただく日にちの

調整であったり、生徒への指導方法であったりだとか、そういったところについてしっ

かりと連絡調整が取れているような状況で、先生方からの声についても大変助かってい

るというような声が多く届いている、そういった現状でございます。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 ありがとうございます。その中で、今言ってましたように、令和６年度は

180万ぐらいプラスになってるんですけど、これもやはり人数的なものなのか、先ほど

言われた16人の予定が19人に増えてる、それの延長線上で考えられた数字なのかお聞か

せください。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 令和６年度の予算につきましては、26名分ということで、大幅にちょっと人

数を増やさせていただいております。これにつきましては、３中学校の各運動部の全て

の部活動に配置できるように予算計上をさせていただいている状況でございます。前回、

協議会の中でも示させていただきましたが、６年の１月現在で22名というような指導員

の配置の状況であります。この４月からはさらに増員をして、全ての部活動への配置と

いうのを目指していきたいと思っております。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 はい、分かりました。そうしますと、これはあれですか、充実するために

一つの種目で人数が増えるのか、あるいは競技自体をまた増やしていくという解釈でい

いですか、その辺はどうなんでしょう。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 現在のところ、例えば幸田南部の剣道部だとかは指導員がいないような状況

であります。そういったいない部分のところの穴を埋めていくような形では、まずは考

えております。その26名ということで御理解をお願いします。 
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委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 ありがとうございました。より充実させるということで、さらなる地元へ

の移管ということも大事かなと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

   次に移ります。同じく30ページの文化鑑賞会というのが計上されております。これは、

文化鑑賞会は一くくりにして予算が618万8,000円ということになっておるんですけれど

も、これは小中学生全員が参加できる、それぞれどこかのそういった文化祭の演奏会だ

ったり、そういった行事に参加できるというふうに解釈してよろしいですか。その辺の

内訳が分かりましたら教えてください。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 中学校管理一般事業の文化鑑賞会でございます。これにつきましては、これ

も70周年の記念事業として実施するものでございます。小中学校の児童生徒になかなか

触れることのできない文化芸術に触れてもらうことで、創造性や感性を豊かに育成する

ことを期待しているところでございますが、こちらにつきましては、今年度、令和５年

度につきましては、70周年のプレイベントとして小学生を対象にキーウのクラシックバ

レエの鑑賞会を行っております。今回、令和６年度予算計上させていただいております

のは、中学生を対象に考えております。内容としましては、野村萬斎の狂言を見ていた

だこうかと考えております。対象につきましては、中学校の３年生、２年生を対象に考

えております。合計しますと950数名というようなところだと思いますので、さくらホ

ールでということで考えております。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 今、主立ったのはそういう形だったんですけれども、小学生のほうについ

てはどうなんでしょうか、ちょっと確認をお願いいたします。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 小学生対象のものについては今年度は実施したということで、令和６年度は

中学生対象ということで考えております。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 はい、分かりました。キーウのバレエが小学生ということで理解いたしま

した。そうしますと、大きなそういった鑑賞があるわけですけれども、こういったもの

は、来年度は特別に70周年ということでそういったものをやられるわけですけれども、

それ以後はどういう形になるんでしょうか。せっかく70周年でこれだけのものをやって

後は何にもなしというのも、今後の教育のためにはやはり平等に、今後将来のある子ど

もたちのために毎年何かどこかで、小学校を卒業するまでには一回はそういったものを、

いいイベント、そういった演奏会を鑑賞する、あるいは中学校のときには一回は鑑賞す

るというような形のそういった長い目で見た企画というのが私は必要だと思うんですけ

れども、その辺のところは計画はあるんでしょうか。今後検討するんであれば、ぜひそ

んなことも考えてほしいんですが、いかがでしょうか。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 この文化鑑賞会につきましては、70周年の記念の事業ということで実施をさ

せていただきたいと思います。令和７年度以降、このようなイベントというのは特段計
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画はしていないところでありますので、そのように御理解いただけたらと思います。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 今年のそういった意味では、今の在学生がうまくはまったという形で、言

い方がちょっと悪いかもしれませんけれども、できればね、長い目で見ていったら、や

はり、小学校のうちに一度あるいは中学校のときに一度そういったことが経験できると

いうのは、私は一つこれからの子育て、学校教育の中で大事なことじゃないかなという

ふうに思いますんで、また機会があれば、今後、検討願いたいなと思います。 

   次に移ります。もう一つは、東儀秀樹の邦楽コンサートがあるわけですけれども、私

はいつも思うんですけれども、こういった町内の事業ですので、町民を優先的に鑑賞し

てほしいなというふうに思うんですけれども、この辺の応募チケットの買い方等につい

てはどういうふうな考えを持ってみえるか。Ｎ響についてはもう売り出して、全部通常

の形で一般に全部回っちゃってるわけで、今さら遅いですけれども、東儀秀樹もやっぱ

り有名人ですので、見たい聞きたいという方がたくさん見えると思うんで、その辺の募

集の仕方、応募の仕方というのは何か考えてみえるか、お願いいたします。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 中学生の文化鑑賞会は70周年の記念ということでやらさせていただきますが、

児童生徒にとって文化・芸術に触れることというのも貴重な経験かと思います。特段今

こうしていこうというようなところはございませんが、貴重な御意見として承らせてい

ただきたいと思います。ありがとうございます。 

委員長 文化スポーツ課長。 

文化スポーツ課長 70周年記念事業の東儀秀樹氏のコンサートでありますが、呼ぶ方によっ

ても違うんですけれども、例えば東儀秀樹さんに関しては、チケットの最低価格という

のが決まっておりますし、無料は駄目だとか、そういったことはいろいろ制限され、こ

の方はそういった方に該当します。ほかの事業でそういうことが、招待だとか町民優先

だとかってできるかどうかは分かりませんけれども、東儀秀樹さんについては一般的な

販売方法で、本来の価格よりも低い最低限のチケット代で何とかやっていきたいなとい

うふうに思ってます。70周年の記念事業ですので、収益を特に目的としているわけじゃ

ないので、やっぱりホールがしっかり満杯になって多くの方に見ていただく、そういっ

た配慮を考えていきたいと思います。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 はい、分かりました。成功することを願っております。 

   その次に、最後ですけれども、野球教室等の講演会があるわけですけれども、これは

どういう形で対象者はどういうふうにされるのか。教室というと、野球というと今は３

中学校あるわけですし、そういった面で、大人の方でも野球の指導をしたり、野球はそ

ういったスポーツ協会の中にもあるわけですので、その辺の予定で考えられていること

が何かありましたらお聞かせください。 

委員長 文化スポーツ課長。 

文化スポーツ課長 今、野球教室につきましては、元プロ野球選手で現在は野球解説者だと

思いますが、福留孝介氏による指導、それから講演会であります。まだ詳細については



－８８－ 

全く調整がされてなくて、今後、今委員が言われた内容をどうしていくのかというとこ

ろを詰めていくところなんですが、今こちらの考えとしては、やはり、中学校の部活動

をメインに考えていきたいと思います。福留さんと調整した結果、例えば高校生、ちょ

っと軟式と硬式の違いがあるかもしれませんので、その辺がうまくいくかは分かりませ

んが、例えば高校生を呼ぶだとか、あと小学生の何か団体があればそういったところを

呼ぶだとか、そういったところは今後福留さんと調整をさせていただきたいと思ってま

す。基本的にはそれを午前中にやって、午後から講演会という形で考えております。詳

細については決まっておりませんが、今のところはまだ福留さんに、１日空けといてね

という段階での交渉が終わっているというところであります。 

委員長 12番、稲吉君。 

12番稲吉照夫君 ありがとうございます。いずれにしましても、70周年事業を各いろいろと

やられるわけですので、やはり、これをやることによって幸田町の町民が元気をもらう、

そういったこれからその先をどんどん幸田町が発展する一つの大きな起爆剤になってく

れればと思いますので、成功する70周年事業であってほしいということをお願いして、

終わります。ありがとうございました。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ７番、田境君。 

７番田境 毅君 すみません、時間も結構来てますんで、効率よく確認をさせていただきま

す。 

   まず、予算書の120ページにあります消防団家族報償事業です。これは細かいところ

が、議案説明会資料の39ページですね、こちらに載ってますので、そちらの確認をしな

がらいきたいと思います。 

   これは、一般財源220万5,000円を計上して、従前の制度に加えて、消防団を支える家

族に対する慰労をするとともに、新規団員の加入促進につなげるもの。これは、147人

を確保するということになるような進め方をするということだと思います。その中で、

この執行率を見てみますと、100％には実は達してなくて、令和４年度の段階では90％

をちょっと割り込むような感じになっております。こういった実績に対する課題の分析

をどのようにされているのか確認をします。お願いします。 

委員長 庶務課長。 

庶務課長 議案説明会資料39ページになります。本事業をちょっと説明させていただきたい

んですが、こちらの事業については、目的として地域防災のため活動する消防団員を献

身的に支える御家族を慰労するための報償事業として、平成27年度から継続している事

業であります。報償の内容は、各消防団員の御家族に対して、幸田町商工会の幸田ツバ

キスタンプ会が発行する5,000円の商品券を交付させていただくものです。やはり、単

に商品券を配布するだけが実績ではなくて、その利用までが実績であるため、年度ごと

にその利用実績を商工会から報告していただいております。利用実績については、39ペ

ージ、左下の部分にあります数値目標の（１）消防団員家族報償（従前事業の執行率）

として、令和元年から４年間を掲載させていただいております。田境委員がおっしゃる

とおり、令和元年については98.6％と高く、令和３年は80％を切る状況で、令和４年度
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については89.1％、少し90％を切っている状態です。商品券は、町内のツバキスタンプ

加盟店で利用することができることから、町内商業の商業にも貢献していると考えてお

りますが、御質問の回答に戻らさせていただきますと、利用実績の部分からの課題につ

いては、目的自体が消防団員の家族への慰労であるため、利用の100％もそうなんです

が、その趣旨、家族を慰労する趣旨についても、100％に届くことが望ましいと考えて

おります。 

   以上です。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 趣旨の部分はよく理解ができました。これは、最終的には消防団員の成り

手の確保につながるようなこともしっかりと見定めた上で、家族の慰労のためにはこう

いった施策もやっていくということだと思いますので、そういった成り手のところに対

する今後の重点課題、こちらのほうの考えを伺いたいと思います。お願いします。 

委員長 庶務課長。 

庶務課長 成り手不足の解消にもつながるという事業と考えております。全国的な消防団員

の人数は減少しており、ここ２年連続で２万人以上が減少している状況です。本町にお

きましては、毎年４月１日を迎えるごとに147人の定員を確保している状況ではありま

すが、今後、全国と同じ状況になるかもしれません。令和５年度から、幸田町消防団を

広く周知するため、小中学校などでの消防団体験教室の開催や町民プールの協力による

団員の無償利用など、新たな事業を始めております。消防団員のみでなく、その御家族

に直接伝えることができる消防団員家族報償事業を、団員による勧誘の際に一言を添え

ていただければ、消防本部の進める加入促進事業の一環であると言えますので、今後も

継続してまいりたいと考えております。 

   以上です。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 今後もしっかり継続をしていただけるということですので、この事業につ

いてはそういった形でぜひお願いしたいと思いますし、皆さんはやっぱり今でもこの期

代わりに、なかなか次の候補者がという話が出るような状況もありますので、また関係

者とじっくりといろんな課題を聞きながら、分析をしていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

   次の議題です。次のページ、40ページに記載のあります移動型バリアフリートイレの

件になります。こちらは、先ほどいろいろとお話のある中で、私からは２件ほど具体的

なところを確認をいたします。 

   火災現場にこれを据え付けたときに、具体的にどういうようなイメージで運用される

のか。私、公設の消防に入っていた経験がありまして、火災出動も結構してます。その

火災現場だと、ヘルメットをかぶって防火服を着て、長靴を履いて出動するわけですが、

なかなかフル装備でおる中でのトイレということになりますが、そういった面も含めて

どういった課題があるのか、運用イメージを教えてください。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 火災現場の運用についてでございます。火災現場の運用につきましては、ま
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ず長期に及ぶ火災ということを想定しております。その中で、当然その活動中の隊員、

消防団員等のトイレが必要になってくること。それも活用の一つと。その中で、特に今

は女性消防職員、女性消防団員がお見えになってます。その方が脱ぐということの行為

もございます。そういったプライバシーの確保、そういったことにも努めていきたい。

そういった利用を考えております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 はい、運用は分かりました。 

   あと最後に１点ですが、今回、バリアフリー型トイレにつきましては、町外での災害

があった場合に派遣をするとかしないとか、いろいろ決め事があるかと思うんですが、

こちらの派遣に対する考え方を教えていただきたいと思います。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 町外への移動型バリアフリートイレの派遣についてでございます。まず、派

遣の依頼については、幸田町へ入ってくるというふうに予想されます。したがいまして、

派遣の判断につきましては、町全体として派遣の有無について回答が行くと思います。

我々消防としては、これをこの先使っていくということなので、メリット、デメリット

があると思います。全ての派遣に対して、この移動型バリアフリートイレが有効か有効

ではないかということはやっぱり判断する、精査する必要があると思いますので、そう

いった助言をしまして、消防としてはいつでも災害派遣ができる状態に維持管理を努め

ていくということでございます。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 それでは、次に、学校教育課の観点で少し確認をさせていただきます。 

   説明会資料の41ページになりますが、体育館空調設備整備事業になります。先ほども

少しお話が答弁で出てました。私からは、この空調設備を設置された後の耐用年数につ

いて伺いたいと思います。お願いします。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 耐用年数につきましては、減価償却だとかそういったところで15年というふ

うに記載されております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 耐用年数15年ということです。先ほど方針としては、今回は中学校３つに

つけます。来年度は小学校に３つ、その次も小学校３つということで、３年度にわたっ

て３校ずつつけるということになりました。そうすると、この15年たったときに更新が

来るんですが、これも普通に考えれば、３校ずつ同じようにやられるという考え方でよ

いんでしょうか。この辺の更新の考え方を教えてください。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 耐用年数15年ということで、実際には個々の冷房の機械によって、更新の時

期は前後するのかなとは思います。ただ、導入時期が同じであれば、更新時期も同じよ

うな時期に来るということは想定すべきかと思います。それぞれ長持ちする機械、早く

寿命が来てしまう機械、いろいろあるかと思いますが、更新の際にはやっぱり費用面が

気になるところでありますので、現時点では、文部科学省のこういった修繕関係の補助
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がありますので、その更新時期に使える補助メニューも見ながら、更新を考えていきた

いと思っております。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 分かりました。補助メニューはしっかり活用しながらだと思いますし、先

ほどちょっと話もありましたが、平準化をやっぱりかけていくことも当然ありますので、

平準化と補助をしっかり使うということかなと思いますので、お願いしたいと思います。 

   それから、あと設置をされたときの運用の話になりますが、確認をさせていただきま

す。体育館に設置されたときの体育館の設定をどうするかという話だと思うんですけど、

室温と湿度のところは、何らかの設定値を決め事としてガイドラインをつくるべきかな

と思うんですが、こちらのほうをどういうふうに決められるか、考えがありましたらお

願いします。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 温度・湿度の設定でありますが、湿度については、ちょっとこの空調の機能

としては恐らくないものになります。温度設定についてでございますが、特に夏場につ

きましては、一つは熱中症の指数というところが目安になるのかなとは思っております。

温度設定については、適切な温度を設定するよう各学校に周知するような形になるかと

思いますが、これを何度に設定するのかだとか、あと冬場の利用のことも考えて、ここ

ら辺については利用状況を見ながら、学校と調整していくことが必要かなとは考えてお

ります。 

委員長 ７番、田境君。 

７番田境 毅君 端末で、その辺の設定ってどうなんだろうなと思ってネット検索したら、

一番最初に町田市の事例が出てきまして、例えば町田市だと、夏は28度で、先ほどの暑

さ指数、これが25度という設定があり、冬場には19度以下でやるというようなことも書

いてありましたし、これから多分愛知県の中でもいろんなところが設定が出てくると思

いますので、また、それは状況と合わせながら、どこにガイドを置くかというのを決め

られたらいいかなと思います。 

   それから、あと、最後の質問です。先ほど、小学校はこれで２年度にわたって３校ず

つやるという話がありました。この３校のどこをやるかは先ほど教えていただきました

が、この優先順位の考え方について教えてください。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 温度設定について、参考となる数値の紹介ありがとうございます。参考とさ

せていただきたいと思います。 

   続きまして、小学校３校の優先順位でありますが、これにつきましては、各学校の空

調設備の設置については望まれているところで、特段優先するような順位づけというの

はできないかと思います。こちら側で決めさせていただいて、やっていくというような

ことで、幸田町の周辺部の小学校からまずはやっていくというようなことで考えさせて

いただいております。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ６番、岩本君。 
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６番岩本知帆君 予算書及び説明書の121ページにおきまして、消防団家族報酬事業の70周

年報酬についてなんですけれども、こちらは１万円上限になっているかなと思うんです

けれども、例えば5,000円でしたら、家族が使いますので２人分取れたりとか、例えば

１回5,000円、２回目4,500円という感じで、小分けに使ったりすることはできるんでし

ょうか。 

委員長 庶務課長。 

庶務課長 岩本委員のおっしゃるとおり、上限１万円なので、5,000円で２回目4,000円だと

いうような使い方は十分できます。 

   以上です。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。そうしたら、基本的には家族の報償ではあるので、

団員が予約すれば家族は使えますが、例えば団員だったり家族が使えば、家族の範囲の

考え方にはなるんですけれども、例えば団員の御家族が友人と行きますみたいなのも、

御家族で取ってもらえれば特に制限等は設けてはいないんでしょうか。 

委員長 庶務課長。 

庶務課長 利用の範囲については、基本的には消防団員とその御家族ということで制限をさ

せていただいております。 

   以上です。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。 

   次に、123ページにある移動型のトイレのことなんですけれども、先ほど複数質問い

ただいてるかなと思うんですけれども、その中でちょっとどっちなのかなと思ったのが、

使い倒すというお話はあったかなと思うんですけれども、それから展示という話もあり、

実際に具体的にイベントで使用をしていくのかどうかというのをちょっとしっかり教え

ていただきたいです。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 紛らわしくて申し訳ありません。訓練については展示なんですけど、当然イ

ベントにつなげていきたいという考えがございますので、イベント等が入ったときには、

実際に使っていただくということで考えております。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。実際に凧揚げまつりの際にも、住民の方からすご

くトイレに困ったよだったり、やっぱり子育て世代の小さい子を連れている方ですと、

簡易のトイレがとても狭いですので、この移動型トイレはとても子育て世代にとっても、

体に障害がある方にとっても使いやすいものとなりますので、実際に使っていただいて、

周知のほうをぜひしていただけたらなと思います。 

   あと、次に、先ほどちょっと課をまたいで聞いてしまった内容になるんですけれども、

モバイル建築ユニットについて、消防署にあるものについての維持費は年間どれぐらい

かかってるんでしょうか。お願いします。 

委員長 庶務課長。 
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庶務課長 消防本部敷地内に２棟のモバイル建築ユニット、事務室型と休憩室型がございま

す。こちらの年間的な経費については、火災保険料の5,304円、あと、上下水、ガス、

電気などのインフラ部分については、既存の消防庁舎から分岐する形で全て取っており

ますので、単独の経費としては弾くことはできません。ちなみに、事務室の令和５年度

の使用実績については26回、休憩室については10回、各イベントや一番多かったのが消

防職員の国家試験の取得のための勉強室、そういった利用をしております。 

   以上です。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。しっかり使っていただけているということが分か

りました。ありがとうございました。 

   次に、学校教育課のほうの127ページ、129ページに入ってくるかなと思うんですけれ

ども、以前、ＧＩＧＡスクール構想ということでタブレットを各小中学生に配付をされ

ているかと思います。最近ネットニュースとかでも出てきているんですけれども、各学

校で早い時期から導入された学校あたりでは、タブレットの更新の時期が来てる学校さ

んも多く、実際に端末等がやっぱり１台かなりの額がありますが、１年生から６年生ま

で、中学生までとなるとかなりの額の更新になるかと思うんですが、幸田町としては、

タブレットの更新時期というのはいつ頃になる予定でしょうか。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 小中学校に配備させていただきましたタブレット端末ですが、一応更新時期

につきましては、７年ほどをめどとして考えております。導入につきましては、令和２

年度末、令和３年の３月から約３カ年で配備をしてきたところでありますので、更新の

時期としましては令和９年度からというふうには考えております。 

委員長 ここで、途中ではありますが、10分間休憩といたします。 

                             休憩  午後 ５時４１分 

                             再開  午後 ５時５１分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ７年ほどでタブレットの更新が来るということで、令和９年からスタート

するということは分かりました。ちなみに、その更新費用については、令和９年度から

３年間にかけて、年間どれぐらいを予想されているのでしょうか。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 ３年間で更新をしていくということで、現状のタブレットの台数としては

4,740台ほどございます。年間1,400台ずつぐらいが更新の目安かなとは思っております

が、１台当たり９万10万弱ぐらいかかるのかなというような想定ではいます。更新とい

うことで、ソフトウェアのあたりがどういう形なのかちょっと判断がつかないところで

すけど、10万弱というふうに考えると、年間で１億4,000万近くというような試算はで

きるところでございます。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。年間１億弱ということですけれども、これは今の
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うちから何か積立て等を準備していくような予定とかはあるんでしょうか。それとも、

令和９年度、10年度に出る予算としてもう見込んで、特に今から事前準備等はされてい

く予定はないのでしょうか。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 将来的な計画としては、一応こういった形では考えているわけなんですが、

特段必要な予算の積立て等は、これに特化してはないわけなんですが、これは全国的に

ＧＩＧＡスクールということで一気に進められてきた事業であります。幸田町のみなら

ず、ほかの市町においても同じような問題が発生してくるかなと思います。こういった

ときに、町費の負担のみならず、国のほうなりの補助をお願いしたいというような気持

ちもありますので、そういったところについてはアンテナを高くしつつ、考えていきた

いと思っております。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。ぜひ活用できる補助金のほうは使っていただきた

いと思います。 

   次に、125ページのｉルーム等の運用についてお聞きしたいんですけれども、実際に

南中、北中で実施されていた実績等もあるかなと思うんですけれども、幸田町内におけ

る小学校、中学校でのこの３年間ぐらいの推移でいいんですけれども、不登校者数につ

いて教えてください。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 まず、不登校者数のここ３年ほどの状況でございます。まず、令和３年度か

ら令和５年度につきましては12月時点ということでお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

   まず、令和３年度、小学校29名、中学校43名、合計で72名。令和4年度、小学校47名、

中学校が66名、合計で113名。令和５年度12月末現在です。小学校で54名、中学校で82

名、合計で136名ということで、年々増加しているというような状況はこの数字で分か

るかと思います。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。ｉルームが導入されてから、実際の不登校者数に

入っている中学校の生徒さんの中で、利用状況として、不登校で全く来れなかった方が

ｉルームに来れただったりとか、ｉルームから教室に復帰できた等の情報が分かりまし

たら教えてください。 

委員長 学校教育課長。 

学校教育課長 本年度、南部中学校、北部中学校でｉルームのほうを設置しています。その

状況については、ちょっと学校のほうから状況は聞いております。南部中学校につきま

しては、延べ７名程度の子がよく来るということで、そのうち１年生、２年生の各１名

が、ｉルームからそれぞれの学級に入れるようになってきた。それから、週に来る日数

ですね。週２日から週３日に登校が増えてきたというような生徒もいるというようなこ

とで聞いております。一方、北部中学校につきましては、継続的に利用しているのが９

名、一時的に利用しているのが５名ということで、おおむね14名ほどがｉルームを使っ
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ているということであります。また、この継続利用している９名のうち、４名について

は、来年度４月からは所属の学級へ復帰したいというような希望を持っているというよ

うなところと、それから、14名中７名が何らかの形で所属のクラスの授業に参加してい

るといったような、そういった良い事例の声も届いているような状況でございます。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。様々な生徒さんがいる中、教室に行くのがゴール

ではないかなと思うんですけれども、しっかり学校で行く場所があって、学びたい環境

で学べるというのが大事かと思いますので、ぜひ継続して、これから幸田中のほうにも

設置できますので、ぜひ進めていっていただきたいと思います。 

   次に、135ページの幸田町民の運動会についてお聞きします。久しぶりの運動会とな

るかなと思うんですけれども、実際に町民参加型でやられる運動会の中で70周年記念と

いうことで、以前やられてたのにプラスして何かやられる予定だったりとか、特別にこ

んなことを企画している等が、もし、もう決まってる内容がありましたら教えてくださ

い。 

委員長 文化スポーツ課長。 

文化スポーツ課長 令和６年度の町民大運動会につきましては、現在のところ、競技内容と

かというものは決まっておりません。また、４月以降に、スポーツ推進委員さんだとか

スポーツ協会の方々と相談しながら、決めていく内容となってます。一つの傾向として

は、区対抗というものが少し問題にもなってましたけれども、そういったものも取り入

れながらやっていくと。そういった区対抗でも、その競技に参加しやすいような内容の

ものというのを一つ考えながらやっていきたいと思います。あとは自由参加型の競技と

かも取り入れていきたいというふうに考えています。現在のところ、この種目が必ずあ

るというものはまだ決まっておりません。 

委員長 ６番、岩本君。 

６番岩本知帆君 ありがとうございます。大草区で、地区の対抗でちょっとスポーツが今年

度再開しましたが、実際ここ何年か実施されない期間があったことで、区で集まるスポ

ーツのときになかなか出る方が集まらなかったという課題もありますので、ぜひ、もう

早い段階で４月に入りましたら周知等をしていただいて、事前に練習等もでき、参加す

る人がメンバーに困らないようにぜひよろしくお願いしたいと思います。 

   次に、凧揚げまつりについてお聞きします。 

   来年度は70周年記念ということで、予算のほうも増えてるかなと思うんですけれども、

実際にやっぱりどの区でも後継者不足とお聞きしたり、なかなか参加していただく方が

集まりにくいというのをお聞きするんですけれども、今年は小学校、中学校が１校ずつ

参加されてたかと思うんですけれども、これは後継者育成という意味でも、小学校、中

学校さんへの参加促進とかはされていく予定はありますでしょうか。 

委員長 文化スポーツ課長。 

文化スポーツ課長 まず、運動会の種目の関係ですけれども、今委員が、練習する時間とい

うお話をされましたけれども、基本的な考え方としては、練習しなくても気楽に参加で

きるような運動会のほうがいいかなというふうに思っております。そういったところも
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考えながら、競技の内容を詰めていきたいというふうに思います。 

   それから、凧揚げまつりの関係ですが、凧づくり、凧揚げの後継者というところであ

りますが、委員の言われるとおり、小中学校の参加促進があれば、後継者不足のを解消

につながる可能性もあるかと思います。凧揚げまつりの参加については、今委員が言わ

れたとおり、中央小学校と南部中学校にそれぞれ参加をしていただいております。そう

いった参加もありますので、来年度も凧づくりの講習会などというものは継続してやっ

ていきたいと思っています。来年度、コミュニティスクールが始まるのと同時に、地域

学校協働活動こういったものも始まっていきます。それは、地域のいろんな技術を持っ

た方々が学校現場、授業や何かでそういった自分の特技といいますか、そういったとこ

ろを子どもたちに教えていくというような学びの教育活動でありますけれども、そうい

ったところに、今言った例えば凧づくりの上手な方に来てもらって、そういった講習を

やってもらうだとか、そういった内容のものを授業の中に取り入れてもらうということ

は可能であるかと思います。そういった方々が、ぜひ手を挙げてもらうのもそうですし、

学校のほうからぜひお願いしますとお願いするのもありかと思いますけれども、そうい

った地域学校協働活動の中でそういったことも一つ提案していきたいというふうに思っ

てます。 

委員長 ほかにございませんか。 

   １番、藤本君。 

１番藤本和美君 123ページ、災害対策一般事業、防災備蓄品整備事業です。今年度は619万

5,000円となってまして、昨年度は386万だったんですが、これは石川県の震災が影響し

て増額ということでしょうか、確認させてください。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 石川県の震災とは関係はしておりません。令和５年９月の一般質問におきま

して、避難者数の数を変更しております。それに伴いまして、やはり、幸田町も備蓄量

を増加しなければならないということで、更新分とそれから増加分、それを加えたもの

がこの増というふうになっております。 

委員長 １番、藤本君。 

１番藤本和美君 ありがとうございます。避難者数の数はどのくらい増加されましたでしょ

うか。 

委員長 予防防災課長。 

予防防災課長 以前は、帰宅困難者3,500人という言い方をしていましたが、今回5,700人、

これは避難者数です。そういうふうに言い方を改めました。 

委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

委員長 ないようですので、以上で、総務教育委員会の所管に係る第22号議案の質疑を打ち

切ります。 

   次に、第23号議案令和６年度幸田町土地取得特別会計予算の質疑を許します。 

   ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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委員長 以上で、第23号議案の質疑を打ち切ります。 

   これをもって、総務教育委員会の所管に係る質疑を打ち切ります。 

   以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

次回は、明日、３月13日、水曜日、午前９時から会議を開きますので、よろしくお願

いいたします。 

長時間、御苦労さまでした。 

本日は、これで散会します。 

 

                              散会 午後 ６時０５分 
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